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Ⅰ．共通事項 

 

1. 工事概要 

(1) 工事件名 

8福島 放射性物質分析・研究施設別棟新築工事 

(2) 目的 

東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所（以下、「福島第一原子力発電

所」という。）の廃炉に向けて、放射性物質の分析・研究等に関する技術基盤の構築を着実

に実施するため、福島第一原子力発電所構内（管理対象区域 G zone）に分析・研究施設を

整備する。 

本件は、分析・研究施設のうち、液系試料（ALPS処理水など）に含まれる放射性物質の

分析を行う別棟の建設を実施するものである。 

(3) 工事場所 

福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 5、22番 

福島第一原子力発電所構内（管理対象区域 Ｇ zone） 

福島第一原子力発電所構外（帰還困難区域） 

(4) 工期 

自  契約日 

至  令和 10年 1月 31日（月曜日） 

※ただし、建屋工事は原子炉等規制法に基づく特定原子力施設｢福島第一原子力発電所 特

定原子力施設に係る実施計画（以下「実施計画」という。）｣の認可後に着手するものであ

る。 

(5) 工事概要 

本業務は、別棟新築工事及び外構新設工事を実施する。 

ア． 別棟 

階層・構造  地上２階、鉄筋コンクリート造 

最高高さ 7.336m 

建築面積   825.33m2 

延べ面積   844.05m2 

設計耐震分類 原子炉等規制法による耐震 Cクラス（建屋構造体） 

       官庁施設の総合耐震計画基準に基づくⅡ類（建屋構造体） 

建築非構造部材 A類、建築設備 甲類 

目標性能   閉じ込め（建屋及び換気設備） 

要求性能   特記仕様書による 

 

イ． ガスボンベ庫 

階層・構造  地上１階、鉄骨造、防爆仕様 

最高高さ 3.910m 

建築面積   20.90m2 

延べ面積   20.90m2  

その他    設備及び機器は防爆仕様 
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ウ． 歩道屋根 

階層・構造  地上１階、アルミニウム合金造 

最高高さ 2.742m 

建築面積   46.290m2  

 

エ． 外構 

舗装新設一式 

屋外排水設備新設一式 

設備基礎新設一式 

歩道屋根新設一式 

 

(6) 工事範囲及び放射線管理区域 

工事範囲：本仕様書及び工事内訳書、図面による。 

工事区域：福島第一原子力発電所構外（帰還困難区域） 

福島第一原子力発電所構内（管理対象区域 Ｇ zone） 

詳細は、別紙参照 

(7) 原子力規制委員会の実施計画の認可について 

対象工事 ・ 対象外工事 

(8) 使用前事業者検査について 

対象工事 ・ 対象外工事 

使用前検査対象の設備は以下のとおり。 
・建屋（外観）：使用前検査 一号検査 

(9) 原子力機構が規定する秘密性を要する情報の取扱いについて 

対象工事 ・ 対象外工事 

(10) 別契約の関連工事 

あり ・ なし 

・8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事 

・8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築機械設備工事 

・放射性物質分析･研究施設別棟の内装設備の製作 

(11) 支給・貸与品 

工事用電力：構内指定場所より有償支給 

・仮設休憩所（1相 100-200V250A程度） 

・仮設事務所（1相 100-200V225A程度） 

別棟から給電される設備について本線受電後は、無償支給とする。なお、大容量の負荷

又は溶接機等については、原則として発電機を用意すること。 

工事用水： 構内指定場所より有償支給 

別棟から給水される設備について本設後は、無償支給とする。 

工事用土地：無償貸与（資材置き場、仮設休憩所、工事用車両の駐車エリアを含む） 

構外駐車場：無償貸与（出退勤用車両の駐車場 20台程度） 

なお、別契約の関連工事を含めて駐車場は 20台程度のため、運用については別契約の 

関連工事業者と協議を行い、合理化を図ること。 
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仮設休憩所：本工事において設置・撤去を実施する。 

なお、体表面モニタ及び APDセキュリティゲートは東京電力ホールディングス株式会

社（以下、「東京電力 HD」という。）より貸与し、本工事において設置・撤去する。体表

面モニタ及び APD セキュリティゲート等を受注者の責により、破損させた場合は、受注

者にて修理すること。運用については別契約の関連工事業者と協議を行い、共同して実

施すること。 

その他：特になし。 

 

2. 一般事項 

2.1 適用範囲 

本工事仕様書（以下「仕様書」という。）は、原子力機構が発注する「8福島 放射性物質分析・ 

研究施設別棟新築工事」に適用する。 

 

2.2 適用基準等 

(1) 受注者が、工事を実施するに当たり適用すべき基準等（以下「適用基準等」という。）は

特記による。 

(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、

あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。 

(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 

(4) 原則として、適用基準等は設計開始時における最新版を用いるものとする。 

 

2.3 図書の優先順位 

設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。 

(1) 原子力機構の文書による指示、回答 

(2) 工事仕様書 

(3) 図面 

(4) 設計内訳書 

 

2.4 官公署その他への届出手続等 

(1) 当該工事請負契約の受注者又は契約書の規定により定められた受注者（以下「受注者」と

いう。）は、工事の着手、施工及び完成にあたり、受注者の行うべき関係法令等に基づく官

公署その他の関係機関への必要な申請、届出、手続等について、受注者の負担と責任にお

いて遅滞なく行う。 

(2) (1)の申請、届出、手続等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原

子力機構監督員（以下「監督員」という。）に報告する。 

(3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依

頼のあるものについては協力する。 

(4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協力、

助勢を行う。 

(5) 受注者は、原子力機構が行う実施計画に関する使用前事業者検査及び品質保証について、

協力、助勢を行うこと。 
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2.5 建設業退職金共済制度への加入 

(1) 建設業退職金共済制度に加入し適切に運用すること。また、掛金収納書（契約者が発注者

へ）及び共済証紙購入額計算表（共済証紙購入の考え方）を監督員に提出すること。また、

契約の増額変更等により追加購入した場合は、都度提出する。 

(2) 契約締結当初は建退共制度の対象労働者を雇用しない等、収納書等の提出が困難な場合

は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面にて監督員に申し出る。 

(3) 収納書等の提出ができない等又は共済証紙を追加購入しなかった場合は、その理由を書

面にて監督員に申し出る。 

 

2.6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事は、法令に基づき説明、報告

等を実施すること。また、原子力機構が届出をする場合には、これに協力する。 

 

2.7 工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 

(1) 本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受

ける。 

(2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督員に提出する。 

 

2.8 下請業者の届出等 

あらかじめ指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。また、

各種下請け業者についても必ず原子力機構の承諾を受けること。下請業者の届出については、

主要資材製造所を含め、提出すること。メーカーリスト及び製作仕様書の提出は、別途監督員

の指示による。 

 

2.9 特許権等の使用 

   受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基

づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行

方法の使用について監督員と協議しなければならない。 

 

2.10 書面の書式及び取扱い 

(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、原子力機構の様式によるほか、書面

の媒体（紙・電子）については、監督員の指示に従う。 

(2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている承諾、指示、協議、報

告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うこと

ができる。 

(3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法 (昭和 24 年法律第 100 号) 及び公

共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成 12 年法律第 127 号) に基づき

作成し、施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員に提出するとともに、施工体制台帳

を工事現場に備える。施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速や

かに監督員に提出しなければならない。なお、当該工事に関する工事現場の施工体制を情
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報通信技術の利用により確認することができる措置（建設キャリアアップシステムの利用

など）を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出を要しないものとする。 

 

2.11 設計図書等の取扱い 

(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 

(2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させては

ならない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あら

かじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 

 

2.12 機微情報の管理 

(1) 発注図書を含む契約書を除き、原子力機構より貸与された埋設図、配置図、建屋等図面及

び工事写真並びにその関係資料及びデータ類については機微情報扱いとし、工事終了後速

やかに原子力機構へ返却する。 

(2)  原子力機構より提出又は貸与された全ての文書及びデータ並びに受注者が取扱う全ての

文書及び電子データは、受注者の責任において第三者に流出することを防止すると共に、

情報管理を徹底する。 

(3) 機微情報を扱うコンピュータ類については、ファイル交換ソフトウェアのインストール

を禁止する 

(4) 福島第一原子力発電所敷地内は、機微情報に該当する設備があるため、東京電力 HDの基

準、要領等に従い、カメラでの撮影も含め、情報の取扱いに注意すること。 

 

2.13 関連工事等の調整 

契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関

連工事等」という。）について、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。 
 

2.14 施工設計 

(1) 受注者は、本仕様書に基づき設置する各設備について、工事仕様書及び設計図に規定した

性能要求および実施設計条件を前提として、その範囲内で施工設計を実施するものとする。 

(2) 施工設計とは、各種計算、施工図作成、機器選定の具体化、仮設、施工手順、配置および

取合い等の検討をいい、品質を確保しつつ、実施設計を安全かつ合理的に施工するために、

具体化、詳細化することを目的として行うものとする。 

(3) 受注者は、当該施工設計の内容について、実施設計との適合性および施工上の成立性に関

する責任を負うものとする。 

(4) 表Ⅰ.2.1 に施工設計の実施内容、表Ⅰ.2.2 に干渉調整に必要な図書を示す。また、表

Ⅰ.2.3 に示す施工設計図書を干渉調整前後において作成することを原則とし、それぞれ適

切な時期に承諾を受けること。 

(5) 干渉調整において、躯体図等の詳細図を作成し、別途受注者へ提示するとともに、必要な

調整等に協力すること。 

(6) 干渉調整のために作成した施工図、計算書等については、干渉調整後に変更が生じていな

いか確認し、変更箇所について原子力機構の承諾を受けた上で、当初の施工設計と同じ方

法により変更管理を行うこと。 
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(7) その他の施工設計図書については、適切な段階において原子力機構の承諾を受けること。

また、施工設計の中で変更が生じる場合は、適宜詳細図等を作成し原子力機構の承諾を受

けること。 

 

表Ⅰ.2.1 施工設計の実施内容 

手順 実施内容 備考 

1 施工設計図書の作成 表Ⅰ.2.3 に示す施工設計図書について作成し原

子力機構の承諾を受けること。 

2 合成図により干渉の有無を確認する。干渉部

分については再度調整を行い必要な処置を行

う。 

合成図にて取りまとめられたもの。 

3 施工設計図書の見直しを行う。 干渉調整に基づき見直した施工設計図書につい

て、原子力機構の承諾を受けること。 

 

表Ⅰ.2.2 干渉調整図書 

番号 提出図書 備考 

1 施工設計図書 作成図書は表Ⅰ.2.3 を参照すること。 

2 合成図 干渉調整終了時に提出すること。 

 

表Ⅰ.2.3 施工設計図書 

番号 提出図書 備考 

1 基礎・床伏図  

2 平面詳細図  

3 躯体見上図  

4 断面展開詳細図 
 

5 その他図面・計算書 必要に応じて 

 

2.15 疑義に対する協議等 

 (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設

計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、直ちに原子力機構へ報告し、対

応について協議する。 

(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、工事請負契約条

項の規定による。 

(3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備

する。 

 

2.16 軽微な変更 

現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は工法を多少変更する若しく

は施工上で当然必要と認められる軽微な変更については、受注者の負担において誠実に施工す

る。 
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2.17 工事用設備の設置 

(1) 工事に必要な仮設建物、電気、水、通信設備等の工事用設備の設置については、あらかじ 

め監督員と協議するものとし、すべて受注者の負担と責任において準備する。設置及び維

持管理方法については、原子力機構の承諾を受けること。工事完了後は速やかに撤去し現

状復旧する。なお、作業員宿舎等は 1.(6)に示す本工事区域内を含む帰還困難区域に設け

ることはできない。 

(2) 仮設事務所及び仮設休憩所（駐車場等を含む）は原子力機構の指定場所にて利用すること。

なお、仮設事務所及び仮設休憩所の設置及び撤去については、本契約において行うこと。

運用については別契約の関連工事業者と協議を行い、合理化を図ること。 

また、仮設事務所及び仮設休憩所の運用は、盗難、火災等には留意し、充分な対策を講ず

ること。 

(3) 休憩所及び仮設工事用水及び電力は有償支給とする。取合い点以降の工事用電力及び工

事用水の仮設備については、受注者側で原子力機構指定点より工事作業場所へ引き込む。 

(4) 安全作業を図るために建築工事用として整備する足場等については、必要に応じて関連

工事等においても利用できるものとして合理化を図ること。なお、詳細については工事受

注者にて協議すること。 

 

 2.18 工事用地等の使用 

 (1) 維持・管理 

受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注

意をもって維持・管理するものとする。 

(2) 用地の確保 

設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とす

る用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受

注者が必要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐車場）及び型枠また

は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに原子力機構の負担により借地する範囲以外

の構造物掘削等に伴う借地等をいう。 

(3) 第三者からの調達用地 

受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者

との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなけ

ればならない。 

(4) 用地の返還 

受注者は、第 1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の

指示に従い復旧の上、速やかに原子力機構に返還しなければならない。工事の完成前に原子

力機構が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。 

(5) 復旧費用の負担 

発注者は、第 1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは

受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払う

べき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用

に関して原子力機構に異議を申し立てることができない。 
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(6) 用地の使用制限 

受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 

 

2.19 工事の一時中止に係る事項 

次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにそ

の状況を監督員に報告する。 

(ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 

(ｲ) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合 

(ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 

(ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 

(ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又

は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害

を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 

 

2.20 工期の変更に係る資料の提出 

契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につ

いて、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ

監督員に提出する。 

 

2.21  特許の出願等 

工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許権等の出願を行う場

合は、あらかじめ監督員と協議する。 

 

2.22 埋蔵文化財その他の物件 

工事の施工にあたり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督員

に報告すること。その後の措置については、監督員の指示に従うこと。 

なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 

 

2.23 関係法令等の遵守 

工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 

 

3. 工事関係図書 

3.1 実施工程表 

(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、原子力機構の承諾を受ける。 

(2) 実施工程表の作成にあたっては、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調

整のうえ、十分検討する。 

(3) 契約書に基づく条件変更又は他の事由により実施工程表を変更する必要が生じた場合は、

施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、速やかに監督員へ提出する。 

(4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、原子力機構の承諾を

受けるとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 

(5) 監督員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種
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別工程表等を作成し、監督員に提出する。 

(6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 

(7) 建築工事が主体となり、別途工事を含めた全体の実施工程表の協議及び作成を実施する

こと。 

 

3.2 品質保証計画書 

① 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、

原子力機構の確認を得る。 

② 品質保証計画書は、JEAC4111 又は JIS Q 9001 の要求を満たすものであること。 

③ 品質保証計画書は以下に示す事項を含めて作成するとともに、記載内容に変更が生じた

場合は速やかに改訂管理を行うものとする。 

・責任と権限 

・要求事項の管理方法(法令・規制要求事項を含む) 

・設計の計画(設計レビュー、設計検証及び妥当性確認の方法) 

・設計の変更管理 

・文書の管理方法 

④ 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び

不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じ

るものとする。 

⑤ 受注者は、原子力機構が別途定める大熊分析･研究センター品質保証計画書に基づく活

動に参画しなければならない。 

 

3.3 施工計画書 

(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作

成し、原子力機構の承諾を受ける。 

(2) 施工計画書の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整の

うえ、十分検討する。 

(3) 当該工事の着手に先立ち、工事安全、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工

の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書、試験計画書、検査要領書、その

他工事に必要な計画書等（以下「施工計画書等」という。）を作成し、原子力機構の承諾を

受ける。なお、軽微な作業等の施工計画書等については、記載項目について監督員と協議

することができるものとする。 

(4) 施工計画書等の作成にあたっては、作業員の技量・必要資格を確認し、当該作業に適合し

ていることを確認する。 

(5)  施工計画書等の内容を変更する必要が生じた場合（品質計画以外の軽微なものを除く。）

は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力

機構の承諾を受ける。 

(6) 工事の施工にあたり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物及び躯

体埋設配管、地中埋設配管等に対して、支障をきたさないよう別途監督員が提示する既設

設備又は埋設物等の損傷防止のための原子力機構及び東京電力 HD の基準、要領等に基づ

き探査方法、手堀り試掘等の施工方法等を検討、監督員と協議し、原子力機構の承諾を受
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けること。また、その内容については、該当する施工計画書等に反映する。 

 

3.4 施工図等 

(1) 施工図、製作図等は工事の施工又は製作に先立ち作成し、原子力機構の承諾を受ける。た

だし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 

(2) 施工図、製作図等の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等

について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。 

(3) 施工図、製作図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施

工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。 

 

3.5 リスクアセスメント 

当該工事の着手に先立ち、リスクアセスメントを実施し、その結果（作業シート）を、監督

員に提出する。 

なお、リスクアセスメント要領及び様式等は別途監督員より提示する。 

 

3.6 工事の記録等 

(1) 工事の全般的な経過及び実績を記載した書面を作成する。また、監督員の指示により、工

程実績表、出来高調書、その他必要となる図書等を作成する。 

(2) 監督員が指示した事項及び監督員と協議した結果について、記録を整備する。 

(3) 工事の施工にあたり、試験、検査を行った場合は、直ちに記録を作成する。 

(4) 次の(ｱ)から(ｶ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を漏

れなく整備する。 

(ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 

(ｲ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施

工を行う場合 

(ｳ) 一工程の施工を完了した場合 

(ｴ) 適切な施工であることの証明を監督員から指示された場合 

(ｵ) 施工計画書等の品質計画において計画した事項 

(ｶ) 改修工事等における既設建屋等の現況記録（現況写真等） 

(5) 工事写真の撮影対象は、特記による。特記がなければ、営繕工事写真撮影要領（国営建

技第 13 号）を基本とし、必要に応じ監督員と協議する。 

(6) 工事の記録について請求されたときは、速やかに監督員へ提示又は提出する。 

  (7) 福島第一原子力発電所構内（管理対象区域 Ｇ zone）において、カメラ等を利用する

際は、東京電力 HDの基準類に基づき利用申請書を作成するとともに、撮影禁止箇所に

注意して撮影すること。また、福島第一原子力発電所構内（管理対象区域 Ｇ zone）

にて撮影した写真は、東京電力 HDの確認を受けること。東京電力 HDの確認の結果、

撮影した写真が削除される場合があるため、留意すること。 

 

4. 工事現場管理 

4.1 安全文化の醸成 

(1) 原子力機構が実施する「原子力施設における安全文化の醸成及び法令等の遵守に係る活
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動」に協力すること。活動施策を以下に示す。 

① 安全確保を最優先とする。 

② 法令及びルール（自ら決めたことや社会との約束）を守る。 

③ 現場を重視し、リスクの低減を目指した保安活動に努める。 

(2)  以下に示す活動施策の安全 3 原則を順守すること。 

① 重大事故防止及び既設設備保護のため、現場と記録の確認を徹底し、事前準備を怠らな

い。 

② 作業手順、ルールを確実に守り、新たなリスクが発生した場合は一度立ち止まる。 

③ パトロールを重視し、現場リスクの見える化を図り、基本動作の遵守及び作業環境の改

善を繰り返す。 

 

4.2 周辺公衆への影響について 

原子力機構の業務は特殊性に富んでいるため事故、火災等を発生させた場合、たとえそれが

些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものとなることを認識し、安全衛生管理には

特に注意を払うこと。また、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等についても、通常

において見られないものであれば外部に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合

には、作業方法、対策等について原子力機構と綿密に協議する。 

工事に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、受注者の負担と責任により遅滞

なく実施する。 

 

4.3 キックオフ会議 

工事着手に先立ってキックオフ会議を実施する。キックオフ会議の日時、場所については監

督員と協議し決定する。 

 

4.4 計画外作業の禁止 

原子力機構が施工計画書等にて承諾していない作業及び承諾されているが必要な手続きが実

施されていない作業又は作業当日に予定されていない作業（以下「計画外作業」という。）につ

いては禁止とする。 

ただし、段取り替え等により、施工計画書等の承諾及び必要な手続きは済んでいるが当日に

予定されていない作業が必要となった場合のみ、該当する関係作業を一時中断し、監督員と協

議のうえ承諾を得ることにより作業を実施できる。作業の再開にあたっては、再度ＫＹ及びＴ

ＢＭを行い作業内容、手順、注意点等について、当該作業員に周知徹底する。 

 

4.5 施工管理 

(1) 綿密な工程を策定し、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、円滑な進捗を図

ること。また、実施工程表は遅滞なく提出し、原子力機構の承諾を受ける。 

(2) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工

程、安全等の施工管理を行う。 

(3) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督員の指示の内容を周知徹底す

る。また、作業着手前までに、施工計画書等に記載する諸般及び遵守事項を末端の作業員

まで周知徹底し、内容を理解させる。 
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4.6 電気保安技術者 

(1)  電気保安技術者は次を満たす者を選任すること。 

(ｱ) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気

主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 

(ｲ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工

事士の資格を有する者とする。 

(2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督員の承諾を受ける。 

(3) 電気保安技術者は、監督員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 

 

4.7 施工条件 

(1) 施工日及び施工時間は、次による。 

(ｱ) 休日及び夜間の作業は、原則行わない。休日施工を行う場合は、事前に監督員に実施

理由を説明し、承諾を得る。ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督員

の承諾を受けた場合は、この限りでない。なお、休日とは土曜日、日曜日、祝日、年末

年始休暇及び原子力機構創立記念日を指す。 

(ｲ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あら

かじめ監督員の承諾を受ける。 

(ｳ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじ

め監督員の承諾を受ける。 

(2) 本工事エリアは、13 項に記す通り、福島第一原子力発電所構内（管理対象区域 Ｇ 

zone）のため、放射線管理が必要となる。入退域等に時間がかかるため、1日の所定労働

時間 8時間に対して、実働時間は 6時間程度になると想定している。 

(3) (1)及び(2)以外の施工条件は、特記による。 

 

4.8 品質管理 

(1) 施工計画書等に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 

(2) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。 

(3) 一工程の施工を完了したとき及び工程途中の各段階においては、受注者による自主検査

を行う。また、原則として原子力機構検査員立会いの試験検査においては、対象物及び検

査実施状況が識別できる状態表示を行うとともに、自主検査記録を提示する。 

(4) 原子力機構が実施する試験検査については、次工程開始前に受検すること。申請書及び

報告書の様式等は別途監督員より提示する。 

(5) 関係法令、条例等で定められた官公庁等の立会検査及び試験は、原則として事前に予備

検査及び試験を行う。 

(6) 工事の過程や検査等において不適合が発生した場合は、その名称、発生年月日、場所、

発生状況、内容、原因の調査、処置方法及び処置結果を速やかに報告する。また、発生し

た不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、不適合管理要領書等を原子力機構に

提出し承諾を受けるとともに、速やかに再発防止対策を策定する。 

なお、製造メーカの不具合により品質が満足されなかった時、若しくは懸念される場合

においては、必要に応じ外注先まで品質管理の監査を実施することがある。 
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(7)  原子力機構へ提出が要求されない品質記録デ－タ等に関しては、保証期間内において保

管する。また、保証期間を過ぎて保管する場合は、受注者又は製造メーカの社内基準によ

るものとする。 

(8) 施工及び検査に用いる測定機器、装置、設備及び治工具は機能及び精度を有したものと

し、機能を維持するための適切な保守点検を実施する。また、それらの校正記録、試験成

績書等を整備する。 

(9) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受ける官公署等の建築完了検査、消防

検査、使用前検査及び品質保証等について協力、助勢を行うこと。 

 

4.9 施工中の安全確保 

(1) 建築基準法 (昭和 25 年法律第 201号) 、労働安全衛生法 (昭和 47年法律第 57号)その

他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (令和元年 9

月 2日付け 国土交通省告示第 496号)及び、建築工事安全施工技術指針 (平成 7 年 5 月

25 日付け 建設省営監発第 13 号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害

及び事故の防止に努める。また、リスクアセスメントを踏まえた対策についても留意す

る。 

(2) 原子力機構及び東京電力 HD の定める保安、安全上の規則、基準類に従って工事を行うこ

と。 

(3) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督員により労働安全衛生法に基づく

指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 

(4) 自然災害気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 

(5) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設

配管等に対して支障をきたさないよう施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合

は、監督員と協議する。 

(6) 危険作業（火気、高所、酸欠、重量物搬出入、活線近接、掘削、コア抜きはつり、解体、

既設設備切替え等）を行う場合には、必ず事前に原子力機構と施工前打合せを実施し、想

定される事象に対して適切な対策を講じること。なお、火気使用作業及び活線近接作業は

事前に届出を監督員に提出し、承諾を得て作業を行うこと。 

(7) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意す

るとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 

(8) 工事の施工にあたり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、

直ちに監督員に報告する。 

(ｱ) 事業所外などにおいて付近に住宅等がある場合は、地域住民等と工事の施工上必要な折

衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督員に報告する。 

(ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応

する。ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督員に報告のうえ、対応を

行う。 

(9) 全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対

する安全教育の徹底に努めること。特に末端の作業員にまで、福島第一原子力発電所構内

（管理対象区域 Ｇ zone）での作業であることを十分に認識させ、良い意味での緊張感を

持たせて作業にあたらせること。 
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(10) 工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ、清潔に保つこと。 

(11) 災害防止のための作業規制や現場立入規制等を行い、管理下の工事関係者に周知徹底す

るとともに、安全確保のために必要な施策を行い、事故の発生防止に努めること。 

(12) 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事について

は、関係機関と打ち合わせを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送機関、輸送

方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置（鉄骨建方、コンクリート打設時等）、標識安全

施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害防止を図らなけ

ればならない。 

(13) 事故が生じた場合は、速やかにその日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急措置、そ

の後の対策等を原子力機構及び東京電力HDに報告すること。また、特別受注者監査を実

施する場合には、これに協力するとともに、監査結果に基づき、受注者に対して必要な改

善を指示する場合は、この指示に従うこと。 

（14）仮設事務所（設置しない場合は工事場所）及び仮設休憩所には作業表示板を設置し、第三

者への工事周知を行うこと。作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険

番号」、建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識等の表示も行うこと。又、建設業

法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では「建設業の許可」の表示も

合わせて行うこと。 

(15) 受注者は、着工から竣工まで労働安全衛生法第 30条第 1項に規定する措置を講ずべき者

（以下、「統括安全衛生管理義務者」という。）として、原子力機構より指名を受けた場合

は、その責務を果たすこと。受注者は、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を専

任し、別途工事の受注者とともに安全衛生管理体制を整備すること。また、災害防止協議

会を設置すること。 

(16) 受注者は、工事現場の運営・管理にあたり、感染症拡大防止対策に配慮する。 

 

4.10 防火対策 

(1) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気使用作業とする。火気等

の取扱いに十分注意するとともに、器具の使用前点検を実施する。 

(2) 火気使用作業時は、適切な消火設備、防火養生を設けるとともに、火気監視員の配置や

可能な限り散水を継続実施するなど、火災の防止措置を講ずる。また、残火確認を実施す

る。火災予防対策のための原子力機構及び東京電力 HDの基準、要領等については、別途

監督員より提示する。なお、火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。 

(3) 火災・人身事故等が発生した場合は、原子力機構の定める通報連絡基準に則ること。 

 

4.11 既存設備等の損傷防止 

(1) 着手に先立ち、当該工事に関するリスクアセスメント実施結果、施工計画書等について原

子力機構の承諾を受けていることを確認する。また、地中埋設物調査のための試掘を先行

して実施する場合においても、同様に確認する。 

(2) 掘削及び削孔作業に際し、受注者及び下請業者を含む作業関係者全員を対象に、別途監督

員より提示する【既設埋設物損傷防止ルールの遵守について】の教育を行い、既設埋設物

損傷防止の徹底に努める。 

(3) 既設の構造物及び埋設物は、施設を運転するに当たりとても重要な物であるため、施工に
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おいて万が一でも損傷してはならない。削孔及び掘削作業を行う場合は、「既設設備損傷防

止管理要則」に定める遵守事項に基づき、既設埋設物の損傷を未然に防ぐための防護措置

を講じること。万一毀損した場合は、監督員の指示に従って、受注者の負担と責任におい

て同一材料にて速やかに復旧する。 

既設物を防護するための措置事項を以下に示す。 

① 既設構造物防護に関する事項 

・ 既設構造物近傍で重機（バックホウ等）を使用する場合、あらかじめコンパネ等で

構造物（躯体壁）を養生すること。 

・ 構造物に配管、架台等が設置されており、コンパネ等による養生が困難な場合、構

造物周囲をバリケード又は単管、コンパネによる囲いを設置し、構造物を防護するこ

と。 

・ 構造物を養生したコンパネ、バリケード等に「接触注意」等の注意喚起表示を掲示

すること。 

② 既設埋設物防護に関する事項 

1) 地中埋設物の防護 

・ 構内埋設図に示す既設埋設配管、ケーブルについては、試掘（人力掘削）ですべて

現すこと。 

・ 試掘で現した既設埋設物を埋め戻さず、そのままの状態で維持する場合は、支持杭、

親杭及び鋼矢板等を利用し、吊防護等を行うこと。 

・ 杭設置箇所等は、試掘等の調査をした上で、原子力機構の承認を得た後、施工に着

手すること。 

・ 試掘で現した既設埋設物については、埋戻し後も深さと位置が分かるように、以下

「既設埋設物に対する表示例」を参考に地上表示及び埋設物の上部に埋設シートを敷

設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

既設埋設物に対する表示例 

 

2) 躯体や基礎等、構造体中の埋設物の防護 

・ 躯体及び基礎等、構造物を削孔する場合は、構造体内部の鉄筋並びに配管の位置を

竣工図等で確認するとともに、当該箇所を電磁波レーダー方式又はエックス線方式に

よる埋設物探査を実施し、埋設位置及び深さを明らかにすること。また、構造物に架

台や配管等の固定・支持部材（ブラケット等）を取り付けるためのアンカーを打設す

る場合も同様に埋設物探査を実施すること。 

・ 埋設物探査で明らかにした構造体内部の鉄筋並びに配管の位置については、テープ

又はチョーク等により直接躯体に表示すること。 

埋設物の上部に埋設シート敷設 
(埋設シートの位置は、埋設物の頂点から地表
面までの深さの中間の位置(例：埋設深さが
GL-1200 の場合、GL-600 の位置)に敷設) 
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・ 削孔又はアンカー打設箇所については、埋設物探査を施工計画書に反映し、施工前

打合せ後、施工に着手すること。 

③ 既設埋設物損傷防止取り組み事項 

・ 既設埋設物近傍作業においては、施工前打合せ時に埋設物の種別や系統を記載した

埋設図、写真等を用いて掘削位置の確認を行うこと。 

・ 作業当日は既設埋設物の地盤への表示を行い、監督員の立会確認を行うこと。 

・ 想定外の埋設物が出現した場合、直ちに作業を中断し、監督員へ連絡すること。そ

の後、立会のもと、試掘により埋設物を露出させ、既設ルートの確認及び活線の有無

の確認を行い、協議の上、その後の対応を決定すること。 

   

4.12 交通安全管理 

(1) 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項につい

て、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。また、届出、申請等の対応につい

ては、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。 

(2) 路面の損傷、汚損防止に配慮するとともに、現場周辺の交通に配慮し第三者へ損害を与

えないよう注意する。 

(3) 紛争、事故等が生じた場合は、受注者の負担と責任において解決する。また、速やかに

事故等の発生日時、場所、原因、被害者情報、対応状況等を監督員に報告する。 

 

4.13 災害等発生時の安全確保及び通報連絡 

災害及び事故又は異常が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が

発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちに監督員が別途提示する通報連絡基準により、

あらゆる手段で原子力機構に通報連絡する。 

 

4.14 工事安全に関する留意事項等について 

(1) 新規入場者教育 

新規入場者教育は、業種、規模を問わず必ず実施する。また、作業に必要となる法定の安

全衛生教育、特別教育等などについて確認する。  

(2) 危険予知活動等 

毎日の作業に先立ち必ずＫＹ及びＴＢＭを現場で実施するとともに、現場代理人等はその

内容を確認し掲示を行う。 

なお、都合により参加できなかった作業員等に関しても、漏れなくＫＹ及びＴＢＭを実施

する。 

(3) 施工前の打合せ 

作業内容、安全対策及び作業に対する原子力機構の指示事項の相互認識を確実とするた

め、監督員より指示があった場合は、当日の作業予定等について打合せ協議（施工前打合

せ）を作業着手前までに実施すること。記録様式、実施時期、その他詳細については、別途

監督員より指示する。 

(4) 危険を伴う作業の事前確認 

労働安全衛生法、同施行令により作業主任者を選任すべき作業又は潜在的な危険が想定さ

れる作業においては、労働災害を防止するための保護具及び設備等の準備、点検、作業主任
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者又は監視員等の配置、その他必要な事項について、事前に確認を行う。 

なお、各作業における原子力機構及び東京電力 HDの基準、要領等については、別途監督

員より提示する。 

(5) 工事区画の実施 

工事区画による立入規制や安全確保のために必要な施策、周知を適切に行い、災害の発生

防止に努める。 

(6) 玉掛け作業 

玉掛け作業は「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」（基発第 96号）を遵守して行

う。 

(7) 枠組足場 

枠組足場を設置する場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（基発 1226 第２

号）による設置を原則とする。 

(8) 単発的な作業について 

リース業者による軽微な資材の搬出入等においても、必ずＫＹ及びＴＢＭを実施する。ま

た、事故、既存設備等の損傷防止のため適時安全確認を実施する。 

(9) 電気工事における注意事項 

① 高圧での活線作業は禁止とし、活線部近接作業についても原則として行わない。低圧で

の活線作業についても原則として禁止とするが、やむを得ず活線作業及び活線部近接作業

が必要なときは、以下の事項を遵守すること。また、電気災害防止のための原子力機構及

び東京電力 HDの基準、要領等については、別途監督員より提示する。 

1) 活線作業及び活線部近接作業要領書を提出し、原子力機構の承諾を受けること。 

2) 作業区域にある充電部は絶縁用防具で確実に防護するとともに標示を行い、安全な作  

業空間を確保すること。 

3) 作業員には絶縁用保護具を使用すること。 

4) 絶縁用保護具、絶縁用防具は使用前点検及び定期的な検査に合格したものを使用する 

こと。 

5) 作業員は作業前に検電を実施し、充電範囲を把握すること。 

6) 作業指揮者を選任し、作業手順の徹底、作業監視等を実施すること。 

7) 電圧測定作業は作業指揮者を定めて２名以上で行うこと。 

8) 電圧測定に使用するテスタ－は“強電用安全テスタ－”に相当するものを使用し、テ

ストピンの金属部分に絶縁養生を施すこと。 

② 停電操作においては、停電操作者と機構監督員が立合い、対象遮断器の相互確認を行っ

てから停電操作を実施する。また、第三者による遮断器の誤投入を防止するために、盤を

施錠、及びトラロープ等で囲み、停復電作業者、機構監督員の連絡先を提示してから、作

業を開始すること。停電等を伴う既設設備の取り合いについては、原子力機構と綿密に協

議すること。 

(10) 発電機使用時の注意 

現場事務所電源、工事用電源として発電機を持ち込んで使用する時は、取扱い説明書に準

拠して必ず保安接地を施したのちに使用すること。また、日常点検を実施する。 

なお、発電機設置、保全等における原子力機構の基準、要領等については、別途監督員よ

り提示する。 
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(11) 安全掲示板について 

安全掲示板等を見やすい場所に設置し、安全目標や作業規制、通報連絡系統、その他必要

な周知事項について掲示し、作業員全員へ周知を行う。 

(12) 安全パトロール 

工事期間中は、工事現場内及び周辺の安全パトロールを定期的に実施する。 

なお、原子力機構及び安全管理員が実施する安全パトロールは、安全活動等を確認するも

のであり、受注者の行うべき安全管理、責任を免除するものではない。原子力機構の指摘、

指導があった場合は、速やかに対応する。 

 

4.15 工事現場に掲げる標識 

(1) 建設業法、同施行規則に基づき、「建設業の許可票」を公衆の見やすい場所に掲示する。 

(2) 労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に

基づき、「労災保険関係成立票」を事業場の見やすい場所に掲示する。 

(3) 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、「施工体

系図」を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示する。 

(4) 建設業法施行規則に基づき、「下請負人に対する通知」を工事現場の見やすい場所に掲示

する。 

(5) 「建退共制度改善方策について」（平成 11年 3月 18日労働省、建設省、建退共本部）及

び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（令和 6年 12月

13日閣議決定）に基づき、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を工事現場

の見やすい場所に掲示する。 

(6) 監督員が別途提示する通報連絡基準に基づき提示する「原子力機構の緊急時通報連絡体

系図」等を工事現場の見やすい場所に掲示する。また、土木工事安全施工技術指針及び労

働安全衛生規則に基づく「緊急時連絡表」を事務所、詰所等の見やすい場所に掲示する。 

(7) 労働安全衛生法、同施行令及び規則に基づき、「作業主任者の氏名及び職務」を作業場の

見やすい場所に掲示する。 

(8) 建築基準法、同施行規則に基づき、「建築基準法による確認図表示板」を工事現場の見や

すい場所に掲示する。 

(9) その他、関係法令規則等に則り必要に応じて、工事現場の見やすい場所に掲示する。 

 

4.16 施工中の環境保全等 

(1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 12年法律第 104号。

以下「建設リサイクル法」という。) 、環境基本法 (平成 5 年法律第 91号) 、騒音規制

法 (昭和 43 年法律第 98号) 、振動規制法 (昭和 51年法律第 64号) 、大気汚染防止法 

(昭和 43年法律第 97 号) 、水質汚濁防止法 (昭和 45年法律第 138号) 、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。) 、土壌汚

染対策法 (平成 14年法律第 53 号) 、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成 3年法

律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。) その他関係法令等に基づくほか、建設

副産物適正処理推進要綱 (平成 5年 1月 12日付け 建設省経建発第 3号) を踏まえ、工事

の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生

じないよう、周辺の環境保全に努める。 
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(2) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品

の製造所が作成した JIS Z 7253 (ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－

ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (ＳＤＳ) ) による安全データシート (Ｓ

ＤＳ)を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等により、取り扱う化学品の情

報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。 

(3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 

 

4.17 発生材の処理等 

(1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。特に福島第

一原子力発電所構内（管理対象区域 Ｇ zone）での発生材は、同構内にて処理する必要が

あることに加えて廃棄物保管場所に限りがある。そのため、梱包材等は同構内へ搬入する

前に事前に取り除く等を実施して廃棄物の抑制に努めること。 

なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活

用を行う場合は、監督員と協議する。 

(2) 発生材の処理は、東京電力 HDの基準、要領等に従い、実施する。基準、要領等について 

は、別途監督員より提示する。 

 

4.18 工事目的物等の管理 

(1) 受注者は竣工検査に合格し、原子力機構への引渡しが完了するまでは、その工事目的物

を管理すること。また、原子力機構がその工事目的物に別途工事、作業を行うときは、協

力する。 

(2) 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行

う。 

 

4.19 後片付け 

工事の完成にあたり、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。 

 

5. 材料 

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（以下「標準仕様書」という。）に基づき、材料を

選定すること。 

 

6. 施工 

6.1 施工 

(1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書等、施工図等に基づくこと。 

(2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関

連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。ただし、原子力機

構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 

 

6.2 一工程の施工の確認及び報告 

一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督員の指示を受けた場合は、その

施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督員に報告する。 
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なお、確認及び報告は、原子力機構の承諾を受けた者が行う。 

 

6.3 施工の検査等 

(1) 設計図書に定められた場合又は 6.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場

合は、監督員の検査を受ける。 

(2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、

抽出検査とすることができる。ただし、監督員の指示を受けた場合は、この限りでない。 

(3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督

員の承諾を受ける。 

(4) 測定値を合否判定に用いる場合には、測定機器は定められた間隔又は使用前に、国際又

は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証する。そのような標準

が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を明確にし、提出する。 

 

6.4 施工の検査等に伴う試験 

(1) 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。た

だし、設計図書に定めがない場合は、監督員の承諾を受けた試験方法による。 

(2) 試験の実施に当たり、試験計画書を作成し、監督員の承諾を受ける。 

(3) 試験は、監督員の立会いを受けて行う。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、

この限りでない。 

(4) 試験の結果は、監督員に報告する。 

(5) 別契約の関連工事業者を含む総合機能試験等を協力して実施すること。なお、手順及び 

時期については、受注者間で調整するものとし、監督員が確認した要領書に基づいて実施 

すること。総合機能試験は、機構設備工事業者のもとで実施すること。 

 

6.5 施工の立会い 

(1) 設計図書に定められた場合又は監督員の指示を受けた場合の施工は、監督員の立会いを

受ける。 

(2) 監督員の立会いが指定されている場合は、適切な時期に監督員に対して立会いの請求     

を行うものとし、立会いの日時について監督員の指示を受ける。 

(3) 監督員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。 

 

6.6 工法等の提案 

設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合、監督員と協議する。 

なお、本工事は、原子炉等規制法に基づく施設であるため、工事の合理化等について受注

者より提案される場合には、原子力機構において、その妥当性を認可施設の観点から適宜判

断することとなる。 

(ｱ) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案 

(ｲ) 環境の保全に有効な工法等の提案 

(ｳ) 生産性向上に有効な工法等の提案 

 

6.7 運転要領説明 
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工事に含まれる施設、設備又は、機器における運転方法及び取扱い方法について、原子力機

構に適切な情報を与えるとともに、説明教育を行う。 

 

7. 竣工検査 

設計図書に記載された数値に関しては、すべてその数値を満足していることを確認し、原子

力機構の実施する竣工検査（一般検査及び技術検査）に合格したことをもって検収とする。な

お、法令等により官公庁等の検査を要するものは、原則としてそれに合格していなければなら

ない。 

7.1 一般検査 

(1) 一般検査とは、7.2に定める技術検査以外の検査をいう。 

(2) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満た

す場合とする。 

(ｱ) 監督員の指示を受けた事項が全て完了している。 

(ｲ) 工事関係図書の整備が、全て完了している。ただし、仕様書に定める竣工後に提出する

図書製本等を除く。 

(3) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法につ

いて監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(2)の要件を満

たすものとする。 

(4) (2)の通知又は(3)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 

(5) 一般検査に必要な資機材、労務等を提供する。 

 

7.2 技術検査 

(1) 技術検査の内容は次による。 

(ｱ) 目的物の出来栄え、寸法及び性能並びに関係図書及び試験検査記録の確認。 

(ｲ) 発注者が特に必要と認めた事項。 

(2) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 

(ｱ) 7.1の(2)及び(3)に示す一般検査を行うとき。 

(ｲ) 工事施工途中における技術検査(中間技術検査)の実施回数及び実施する段階が特記さ

れた場合、その実施する段階に到達したとき。 

(ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 

(3) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 

(4) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 

 

8. 週休 2日促進工事 

本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休 2日について取り組む内容を協議した

うえで工事を実施する週休 2 日促進工事である。 

（1） 週休 2日の考え方は以下のとおりである。 

① 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督員に工事打合書等で報告し、希望

する取組を行うものとする。なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る

内容の義務を負わない。 

1) 対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、
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週ごとに 2日以上の現場閉所を行う。ただし、対象期間において日数が 2日に満たない

週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととす

る。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及

び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 

② 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。明らかに受注者

側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定か

ら点数を減ずる措置を行うものとする。 

1) 対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が

28.5%（8 日/28 日）以上となるよう現場閉所を行う。ただし、暦上の土曜日及び日曜

日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日

数以上の現場閉所を行っている状態をいう。なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日とし

ない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更でき

るものとする。 

2) 対象期間内の現場閉所率が、28.5％（8 日/28 日）以上となるよう現場閉所を行う。 

③ 「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日ま 

での期間をいう。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内

容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 

④ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を

除き、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場が閉所された状態をいう。また、降

雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による 1 日を通しての現場の

閉所についても、現場閉所に含めるものとする。 

（2） 受注者は、工事着手前に、週休 2 日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載

した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で、週休 2 日に取り組むものとす

る。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を

提出するものとする。監督員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に｢現場

閉所日｣を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとする。また、施設管理者の承諾を

前提に週休 2 日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 

（3） 監督員は、受注者が作成する｢現場閉所日｣が記載された｢実施工程表｣等により、対象期 

間内の現場閉所日数を確認する。 

 

9. 契約不適合責任 

検収後に品質上の不適合が発見された場合は、受注者は直ちに手直しを無償で行うものとす

る。また、原子力機構は受注者に対して契約不適合責任の期間延長を求めることができるものと

する。なお、契約不適合責任の期間については、工事請負契約条項の規定によるものとする。 

 

10. 事業所規則に基づく共通事項 

福島第一原子力発電所の下記要領等 

・工事共通仕様書[福島第一] 

・安全対策仕様書[福島第一] 

・福島第一作業安全ハンドブック 
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・福島第一原子力発電所放射線管理仕様書 

・瓦礫等管理業務ガイド 

・瓦礫等管理要領 

・福島第一原子力発電所埋設物試掘作業ルール 

・放射性廃棄物管理基本マニュアル 

 

11. 完成時の提出図書 

工事完成時の提出図書は、特記による。 

 

12. 放射線管理 

(1) 本工事エリアは、福島第一原子力発電所構内（管理対象区域 Ｇ zone）のため、放射線管理

が必要となる。本工事に適用する放射線管理の基準は、別紙「放射線管理仕様書」及び「放

射線管理仕様書クイックマニュアル」による。 

(2) 福島第一原子力発電所構内（管理対象区域 Ｇ zone）への入退域は、原則、正門を使用する

こと。 

 

13. 敷地特有の工事条件 

(1) 東京電力 HDの定める熱中症対策の規則、基準類に従うこと。作業現場の WBGT値が 31℃（補

正後）以上及び 7～8月の 14～17時の屋外作業は原則、作業中止とする。7～8月の作業時間

については、監督員と協議すること。 

(2) 本工事は、帰還困難区域（福島第一原子力発電所敷地内）となるため、特殊勤務手当（人事

院規則九-一二九（東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するため

の人事院規則九-三〇（特殊勤務手当）の特例）第二条 2 項第三号を、従事者に支給するこ

と。 

(3) 受注者は、本工事に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第 15 条に規定する

労働条件を明示した書面)に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等

必要な措置を講じなければならない。 

(4) 受注者は、(2)の特殊勤務手当を支給している場合（(2)において、労賃の一部が特殊勤務手

当に相当する額を構成していることを発注者が認めた場合も含む）は、適正な賃金及び特殊

勤務手当が支給されていることを、原則 3ヵ月毎に賃金台帳等で確認しなければならない。 

(5) 受注者は、(2)の特殊勤務手当の支給している場合（(2)において、労賃の一部が特殊勤務手

当に相当する額を構成していることを発注者が認めた場合も含む）は、適正な賃金及び特殊

勤務手当が支給されたことを証するため、工事の完成後速やかに、監督員に賃金台帳等の書

類を提出しなければならない。 

 

14. 入札契約適正化法に基づく点検 

本工事において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき原子力機構

が各種点検を行う場合には、これに協力すること。 

 

15. 工事成績評定 

本工事において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、工事成
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績評定を実施する。 

 

16. その他 

(1) 受注者は、竣工検査に合格し、原子力機構への引渡しが完了するまでは、その工事目的物

を管理すること。また、原子力機構がその工事目的物に他の工事を行うときは、協力するこ

と。 

(2) 受注者は、外国人作業員が取得した出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という)に

規定されている在留資格を確認するとともに、当該作業員が取得した在留資格の許容する活

動範囲を超えた作業に従事させてはならない。 

なお、受注者は、入管法に規定されている在留資格のうち「技能実習」、「特定技能」及び

「育成就労」の在留資格を持って在留する外国人作業員に対しては作業に従事させてはなら

ない。 

(3) 別棟において BCP対応は行わない。 
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Ⅱ．特記事項 

1.共通仕様 

（1）適用法令  

・建築基準法、耐震改修促進法、建設業法、消防法、同施行令及び関係諸法規 

・労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法、クレーン等安全規則 

・原子炉等規制法、放射線障害防止法 

・建設工事公衆災害防止対策要綱、建築工事安全施工技術指針、環境基本法、大気汚染防止法、

水質汚濁防止法、公害対策防止法、騒音規制法、国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律(グリーン購入法）、エネルギーの使用合理化に関する法律(省エネ法）、建設工事係

る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法）、電気事業法、福島県条例、大熊町条

例 

・その他、関係法令、条例等 

（2）適用規格、基準 

【建築工事】 

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」 

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」 

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事標準詳細図」 

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事監理指針」 

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」 

・日本建築学会「建築工事標準仕様書 JASS」 

・日本建築学会「鉄骨工事技術指針」（工場製作編、工事現場施工編） 

・国土交通省「土木工事共通仕様書」 

・日本産業規格(JIS)及び関係規格 

・土木学会コンクリート標準示方書 

・日本道路協会制定「道路土工要綱」  

・日本道路協会制定「舗装の構造に関する技術基準」  

・日本道路協会制定「舗装設計施工指針」  

・公共建築協会制定「構内舗装・排水設計基準」  

・日本建築学会発行の各「基規準、指針・同解説」 

・原子力機構規定、規則等 

・その他関係学会基準及び協会基準等 

 

2.成果物の記載例 

表Ⅱ.2.1に提出図書等を示す。 

竣工図書の電子データは、電子記録媒体（ＣＤ又はＤＶＤなど）で納品とし、竣工図書にディ

スク収納ポケットを張付けて収納すること。 

工事写真及び竣工写真の撮影にデジタルカメラを使用する場合においては、画像の加工編集は

認めない。また、解像度は 100万画素以上とする。ただし、原子力機構の承諾を得た場合は、回

転、パノラマ、全体の明るさの補正は認める。 
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表Ⅱ.2.1 提出図書等 

図書名 部数 提出先 備考 

（契約時）    

工事請負契約書 ※ 契約担当課  

再生資源利用（促進）計画書 ※ 〃 建設リサイクル法対象工事 

その他 ※ 〃 契約部署の指示による 

（契約直後）    

工事着工届 １ 工事担当課 監督員による確認を受けたのちに提出 

現場代理人届（経歴書共） １ 〃 監督員による確認を受けたのちに提出 

変更となる場合は、（変更）版を提出 

主任(監理)技術者届（経歴書共） １ 〃 〃 

約定工程表 １ 〃 監督員による確認を受けたのちに提出 

工期変更を伴う場合は、（変更）版を提出 

週休 2 日促進工事は現場閉所予定日を記載 

マスター工程表 1 〃  

設計図集 ※ 〃  

建設業退職金共済制度の掛金収納書 1 〃 監督員による確認を受けたのちに提出 

火災保険等加入状況報告書 1 〃 〃 

技能士通知書 1 〃 該当する場合（証明する資料を施工計画書に

記載することで省略可） 

工事用電力設備の保安責任者通知書 1 〃 〃 

ISO9001 認証取得活用監督業務等

申請書 

1 〃 該当する場合 

品質保証計画書 1 〃 炉規法の適用を受ける施設等に係る工事又は

契約額が１億円以上の工事 

業務従事者等の経歴等資料 1 〃 該当する場合 

その他 ※ ※ 原子力機構の指示による 

（工事中）    

緊急連絡体制 １ 〃 緊急時通報連絡体系図等は、監督員より別途

提示する。 

施工体制台帳 １ 〃 写しを提出 

施工体系図 １ 〃 写しを提出 

実施工程表 １ 〃 全体工程表 

週休 2 日促進工事は現場閉所日を記載 

下請業者の届出について １ 〃 提出を求めた範囲 

主要（指定）資材承諾願 １ 〃  

安全対策基本計画書 １ 〃 工事量が少量の場合は、施工計画書にまとめ

て作成可 

年度安全活動計画 １ 〃 工事着手前 

現場での水分補給に関わる届出 １ 〃 工事着手前 

品質保証計画書 1 〃 工事着手前 

総合施工計画書 1 〃 工事着手前 

放射線管理計画書 1 〃 工事着手前 

熱中症予防対策計画書 1 〃 工事着手前 

施工計画書 １ 〃 各工種の工事量が少量の場合は、複数の工種

をまとめて作成可 
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総合評価計画書・報告書 １ 〃 入札時に施工計画またはＶＥ提案を提出した

場合 

施工図 １ 〃  

機器承諾図 １ 〃  

同等品使用願 １ 〃 同等品を使用する場合 

材料の品質等を証明する資料 １ 〃 材料規格（JIS、JAS 等）の証明写真で省略可

（木材合法性、持続可能性の証明資料は除く） 

木材・木材製品の合法性、持続可能

性を証明する資料 

１ 〃 該当する場合 

試験・検査申請書及び報告書 １ 〃 原子力機構の立会試験・検査の請求及び結果

の報告 

建設副産物処理計画書 １ 〃 発生材（建設発生土を含む）の処分計画 

建設汚泥の再生利用に関する実施要

領 

１ 〃 建設汚泥を再利用する場合 

工程表（月間、週間工程等） １ 〃 監督員の指示による 

週休 2 日促進工事は現場閉所日を記載 

工事進捗状況報告書 １ 〃 〃 

工事日報 １ 〃  

工事月報 １ 〃  

重機月報 １ 〃  

試験・検査申請書 １ 〃  

試験・検査報告書 １ 〃  

打合せ議事録 １ 〃 受注者、国、自治体等の外部機関と性能・機能

に関する取決めを行った場合、設定の考え方

を記載し、相互の確認を得ること。 

特殊勤務手当に係る賃金台帳等 １ 〃 ３カ月に 1 回程度の頻度 

構内専用カメラ借用申請書 １ 〃 借用の都度提出 

（管理区域・管理対象区域）設定解

除依頼・承認書 

１ 〃 仮設休憩所の設定・解除時に提出 

汚染検査申請書 １ 〃 福島第一原子力発電所構内（管理対

象区域 Ｇ zone）からの物品搬出時 

汚染検査証明書 １ 〃 福島第一原子力発電所構内（管理対

象区域 Ｇ zone）からの物品搬出時 

物品搬出入届 １ 〃 福島第一原子力発電所構内（管理対

象区域 Ｇ zone）からの物品搬出入

時 

車両申請書（福島第一原子力発電所

構外（帰還困難区域） 

１ 〃 3 週間前に提出すること（３カ月ごと

に更新が必要） 

車両申請書（福島第一原子力発電所

構内（管理対象区域 Ｇ zone） 

１ 〃 2 週間前に提出すること（都度提出が

必要） 

情報端末持込許可申請書 １ 〃 福島第一原子力発電所構内（管理対

象区域 Ｇ zone）にて情報端末を使

用する際に提出 

技術提案履行確認資料 １ 〃 ３カ月に 1 回程度の頻度 

その他 ※ 〃 監督員の指示による 

（完成時）    

支払内容通知書 兼 竣工届・請求書 １ 工事担当課  

予備品明細書、取扱説明書 ※ 〃  
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建設副産物処理報告書 1 〃 発生材（建設発生土を含む）の処分報告 

保証書 ※ 〃  

竣工図書 
※ 〃 

竣工検査時に原図等を確認し、製本版（A4 黒

表紙金文字）は竣工後 14日以内に提出 

竣工内訳書 ※ 〃  

施工図 ※ 〃  

工事写真 ※ 〃 竣工写真を含む 

電子データ(竣工図,施工図,写真) ※ 〃 DVD-R 等、電磁的記録媒体を竣工図書に添付 

その他 ※ 〃 監督員の指示による 

※：原子力機構の指示による。（返却分が必要な場合は、必要数を提出のこと。） 
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3.建築工事特記仕様書 

1章 各章共通事項 

1.1 適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を

用いる。 

風圧力 

風速（Vo= 30m/s）     地表面粗度区分  Ⅲ 

積雪荷重 

積雪量：30cm 単位荷重：20N/㎡/㎝ 

1.2 環境への配慮 1) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及

び性能を有すると共に次の①から④を満たすものとする。 

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 

パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、

保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチ

レンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する

「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 

② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量

が少ない材料を使用する。 

③ 接着剤は、可塑性（フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘ

キシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料

を使用する。 

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類

は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、

発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 

1.3 材料の品質等 1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通

常有すべき品質及び性能を有するものとする。 

2) 備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用す

るものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。 

3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料

製造所の指定する工法とする。 

4) 本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、

次の①から⑥の事項を満たすものとし、その証明となる資料（外部機関が

発行する証明書の写し等）を監督職員に  提出して承諾を受ける。ただ

し、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。 

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 

③ 安定的な供給が可能であること。 

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 

⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。 

5) 製造業者等に関する資料の提出を求める材料 

床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト
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材、乾式保護材、既調合モルタル、既調合目地材、ルーフドレン、吸水調

整材、錠前類、クローザ類、自動ドア機構、自閉式上吊り引戸機構、重量

シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断

熱材、フリーアクセスフロア、可動間仕切、  移動間仕切、トイレブース、

天井点検口、床点検口、グレーチング、屋上緑化システム、トップライト、

ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた 

  

 

2章 仮設工事 

2.1 測量及び 

水盛遺り方 

 

工事に先立ち原子力機構が指定する基準点をもとに、正確に測量し工事

場周辺に工事用の基準点を新設して、監督員の検査承諾を受けること。 

 

2.2 仮ベンチマー

ク 

 

（1）仮ベンチマークは、構内の水準点より正確に標高を定め、その高さを

表示すること。 

（2）位置、箇所数及び構造は監督員と協議すること。 

 

2.3 足場その他 

 

 

 

（1）「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当

たっては、同ガイドラインの別紙 1「手すり先行工法による足場の組

立て等に関する基準」における 2 の(1)手すり据置き方式又は(2)手

すり先行専用足場方式により行う。 

（2）本工事に必要な工事用通路はあらかじめ計画図を作成し、監督員の承

諾を受けた後、請負者の負担において設けること。 

（3）足場・桟橋等は施工ならびに管理に便利、安全であるよう堅固に仮設

する。なお、足場は手摺先行型とすること。 

2.4 養生 工事中の建築物または他工事の機器、配管ならびに既存建物等を毀損ま

たは破損の恐れのある所は、適切な養生を施すこと。また、工事作業によ

り既設設備へ影響を与える可能性がある場合は、注意喚起表示を設けるこ

と。 

 

2.5 清掃片付け 

 

 

工事中は道路、作業場、資材置場等の清掃及び片付けを毎日励行し、不

要品はすみやかに場外に搬出すること。 

 

2.6 その他 

 

 

（1）労務者宿舎給食施設（調理施設を持ったもの）等は原子力機構の敷地

内に設けてはならない。 

（2）構内道路の通行は既施設ならびに他工事の資材搬出入等通行の支障

を来すことの無いように充分に配慮すること。 

（3）既設設備の損傷防止については、「既設設備損傷防止管理手引き」（建

設部）に従い、施工前の確認及び識別、施工中の管理を適切に行うこ

と。 
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3章 土工事 

3.1 着工前の調査 

 

（1）工事区域内の既設埋設物の確認を手堀り試掘にて行い、移設、保護等

は監督員の承諾を受けること。 

（2）設計以外の掘削など周辺建家へ影響を及ぼす恐れのある場合は、必ず

監督員と協議すること。監督員の了解を得ない掘削は行ってはならな

い。 

 

3.2 掘削 

 

（1）機械堀にて先行掘削し、床付面は地盤をいためないよう手掘併用とす

ること。 

（2）監督員による床付検査を行い、設計 GL面から床付面までの深さ及び

床付面の状態を確認すること。 

 

3.3 埋戻し （1）埋戻し土は原則として掘削土とし、監督員の承諾を受けたものを使用

すること。 

（2）埋戻しは、最適含水比付近に近い状態で、各層 30cm 程度毎に十分に

締固めること。 

（3）埋戻し作業中には、建築物に損害を与えないように注意すること。 

（4）埋戻し後、残留沈下が予想される場合は、監督員の指示により余盛り

を行うこと。 

 

3.4 残土処分 

 

残土は場内処分とし、仮置方法及び仮置先は外構図及び仮設計画図によ

る。 

 

3.5 水替 

 

（1）雨水及び湧水に対し、掘削時に床付のみだれのないようにポンプによ

る排水を行う。排水は一度沈砂槽を通し近傍の排水桝に放流し、適時、

PHの確認を行うこと。 

（2）ポンプによる揚水で周囲の地下水位の低下を招くことがないよう配

慮すること。 

 

3.6 地中障害物 掘削に支障のある障害物が存在した場合は、障害物名及び処理方法、処

分先を明確にして監督員へ報告すること。また、障害物は原則として撤去

を行い場外に搬出すること。 

 

3.7 環境対策 環境対策として、使用する重機は、低騒音、低振動、排出ガス対策型の

機種を選定すること。 
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4章 地業工事 

4.1 砕石地業 

 

 

 

 

（1）厚さは 60mmとし、施工範囲は基礎下（地盤改良部を除く）、基礎スラ

ブ下、基礎梁下、土間スラブ下、土に接するスラブ下とすること。 

（2）材料は、再生クラッシャランとする。特に粒径の大きい物は取り除

き、入念な締め固めを行うこと。 

（3）大きさ 40㎜内外の切込砂利または硬質な砕石等を敷並べ、ランマー

またはローラーを用いて突き固めること。 

（4）防湿フィルム敷きは t0.15 とする。 

 

4.2 均しコンクリ

ート地業 

 

 

（1）均しコンクリートの設計強度（Fc）は 18N/mm2、スランプ 15cm とす

ること。 

（2）厚さは 50mm とし、施工範囲は基礎下、基礎スラブ下、基礎梁下、土

間スラブ下、土に接するスラブ下とすること。 

 

4.3 地盤改良工事 

4.3.1 工事仕様 

 

（1）地盤改良工事の工事仕様については、図面 S-032 の地盤改良特記仕

様書及び、図面 S-010の地盤改良位置図による。 

（2）地盤改良で発生する汚泥は、みずから利用他、工事監理者と協議の上

適切に処理すること。 

 

4.3.2施工 

 

（1）本施工に先立ち、現地土を採取し、事前の配合試験を実施すること。

また、六価クロム溶出試験も併せて実施すること。 

 

（2）施工にあたっては、施工計画書を作成し、原子力機構の承諾を得るこ

と。 

（3）事前にボーリングを 3 ヵ所実施し、その結果をもって各所の改良長

を想定すること。 

（4）施工確認では事後ボーリング（1ヵ所）と一軸圧縮試験を実施し、所

要の改良長・改良強度が得られることを確認すること。 

（5）施工確認では、六価クロム溶出試験を実施し、その結果を遅滞なく原

子力機構へ報告すること。 

（6）その他、必要な試験がある場合は請負業者の費用負担により、実施す

ること。 

 

 

5章 鉄筋工事 

5.1 鉄筋  

5.1.1 材料 

 

 

 

（1）JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）規格品を使用し、ミルシー

トを提出すること。 

（2）D10～D16は SD295A、D19～D25は SD345とする。 
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5.1.2 鉄筋の加工

及び組立 

 

 

 

 

 サイズ 継手の種類 

D10～D16 重ね継手 

D19以上 圧接継手 

5.1.3 鉄筋の定着

及び継手 

 

鉄筋の定着長さ及び継手長さについては、S-004の 2-3.の表、並びに S-

004、S-005、各種配筋詳細図によるものとする。 

 

5.1.4 鉄筋のかぶ

り厚さ 

 

鉄筋のかぶり厚さについては、S-004の 2-7.の表によるものとする。 

 

5.1.5 ガス圧接 

 

 

 

 

 

 

（1）ガス圧接は JIS Z 3881による 3種以上の有資格者とする。 

（2）圧接工は原則として技量検定付加試験を行う。試験方法は、日本鉄

筋継手協会「鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事（2017年）」

に準じ、試験用棒鋼は本工事に使用するもので最大径のものとする。

ただし、技量資格証明書の写しを提出することにより、これに替える

ことが出来る。 

 

（3）圧接完了後、外観検査（全数）及び、超音波探傷試験（抜取）を行

う。超音波探傷試験の試験方法は下記による 

試験箇所数を含む試験方法：標準仕様書 5.4.10 (ｲ) (a)による。 

①試験個所数：1組の作業班が 1日に行った圧接箇

所を 1ロットとし、1ロットに対し

て 30 か所を無作為に抽出するこ

と。 

不合格ロット発生時の処置：標準仕様書 5.4.11による。 

 

5.2 型枠 （1）見え隠れ部分は、日本農林規格「コンクリート型枠用合板」2種、厚

さ 12 ㎜とし、内外見え掛かり部分は「コンクリート型枠用合板」1

種厚さ 12mm 以上とする。 

（2）型枠の施工に先立ち施工図を作成し監督員の承諾を受ける。 

（3）組立てに際しコンクリート剥離材を使用する場合は監督員の承諾を

得ること。 

（4）計画に先立ち型枠には、内部清掃用開口、検査用開口を打ち継ぎパ

ネルの底部近く、または必要箇所に設けること。 

（5）型枠の精度は、水平・垂直方向 3mにつき±3mmとし、コンクリート

打設時にピアノ線や水糸等を用いて確認すること。 

（6）地下ピット部のセパレータについては、止水ゴムを使用すること。

また、打継ぎ部には止水板を設置すること。 
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6章 コンクリート工事 

6.3 コンクリート 

6.3.1 一般事項 

 

コンクリートは JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）による表

示許可 JISで製造されたものとし、製造所（工場）の選定には監督員の承

諾をうけること。また、同一構造体に 2社以上のコンクリートを混合して

はならない。 

 

6.3.2 設計基準 

強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリートはすべて普通コンクリ－ト（生コンクリート）とし、設計

基準強度等は下記による。 

※調合管理強度は打設時期により変動する。 

名  称 

設 計 
基準強度 

調合管理 
強 度 ス ラ ン プ 

水 セ メ
ン ト 比 

Fc=N/mm2 Fm=N/mm2 cm以下  

構造躯体 (基礎・基礎梁・
基礎スラブ) 

24 27～30 15 60 

構造躯体 (上記以外) 24 27～30 18 60 

機械基礎 24 24 18 60 

土間コンクリート 24 24 15 60 

嵩上げコンクリート 
押えコンクリート 

18 18 18 60 

均しコンクリート 18 18 15 - 

6.3.3 コンクリー

トの材料 

 

 

（1）セメント：JIS R 5210に適合する普通ポルトランドセメントとす

る。 

（2）骨  材：粗骨材の最大寸法は25㎜とする。 

（3）混和材料：JIS A 6204によるAE剤、AE減水剤又は、高性能AE減水剤

とし、監督員の承諾を受けるものとする。塩化カルシウ

ムを含有する混和剤は一切使用してはならない。 

 

6.3.4 コンクリー

トの運用期間 

コンクリートの構造体強度補正値（S値）とその適用期間は、福島県若

しくは大熊町の定めによる。 

 

6.3.5 コンクリー

トの調合設計 

 

 

（1）スランプ：6.3.2 設計基準強度による 

（2）水セメント比：6.3.2 設計基準強度による 

（3）所要空気量：4.5％（目標値） 

（4）単位水量：185 kg/m3以下 
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（5）単位セメント量：270 kg/m3を最小値とする 

（6）塩化物：コンクリート中の塩化物（塩素イオン換算）の含有量は 0.3 

kg/m3以下とする。 

（7）粗骨材：砕石 

（8）混和材料：AE 減水剤または高性能 AE 減水剤、防水材（地下ピット

部） 

（9）試し練り試験：構造躯体コンクリートは試し練り試験を行う。ただ

し、信頼出来る実績資料の提出により調合試験に替え

ることが出来る。 

 

6.4 コンクリート 

打設 

 

外壁または見え掛り部分の仕上り面は不陸なく精度良く仕上げ、目地な

どの取り扱いは設計図による。 

 

6.5 コンクリートの

養生 

打設時のコンクリート温度は35℃以下に保ち、打込後数日間はコンクリ

ート表面を湿潤状態に保つように、散水シート等による養生を行う。 

 

6.6 コンクリートの

打継ぎ 

コンクリートを後打ちする場合、既存設部との間に空隙を生じさせない

よう計画し、事前に監督員の承諾を受ける。設計図書若しくは施工計画に

よって定められたコンクリートの打継ぎ部の位置及び構造はこれを厳守

しなければならない。 

 

6.7 コンクリートの

仕上り 

コンクリート表面の処理は、損傷､欠損の補修､目違いの除去､フォーム

タイ後の充填､付着物除去などを行うこと。不良部分に対する補修は型枠

を除去した後できる限り早い時期に行い、補修の材料、工程及び作業法は

事前に監督員の承認を得なければならない。 

 

 

7章 鉄骨工事 

7.1 製作工場 

 

（1）製作工場はメーカーリストにより、監督員の承諾を受けること。 

（2）製作に先立ち製作要領書及び工作図を作成し、監督員の承諾を受ける

こと。 

（3）製作工場は、Jグレード以上とすること。 

 

7.2 材料 下記の JIS 規格品を使用し、ミルシートを提出すること。ミルシートの

ない材料については JIS G 0303（鋼材の検査通則）の規定に合致する材料

試験を行うこと。 
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7.2.1 鋼材 使用する鋼材は以下のとおりとする。なお、使用区分は図示による。 

・一般構造用圧延鋼材：JIS G 3101（SS400） 

・一般構造用角形鋼管：JIS G 3466（STKR400） 

・建築構造用圧延鋼材：JIS G 3136（SN400B SN490C） 

・一般構造用軽量形鋼：JIS G 3350（SSC400） 

・建築構造用圧延棒鋼：JIS G 3138（SNR400） 

 

7.2.2 ボルト類 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用するボルト類は以下のとおりとし、使用区分は図示による。 

（1）高力ボルト：トルシア形高力ボルト（2種：S10T） 

溶融亜鉛めっき高力ボルト（F8T，建設大臣認定品） 

（2）普通ボルト：JIS B 1180（六角ボルト）及び JIS B 1181（六角ナッ

ト）で仕上の程度中級品を使用する。 

（3）アンカーボルト：JIS G 3101（SS400）2重ナット、座金付きを使用す

る。 

（4）アンカーボルト：JIS B 1220（ABR490）構造用両ねじアンカーボルト

を使用する。 

 

7.2.3 高力ボルト 

接合、摩擦面の処理 

 

 

（1）摩擦面はうすい赤錆状態で、すべり係数値が 0.45 以上となるように

すること。 

（2）溶融亜鉛めっき高力ボルト接合部はショットブラスト処理を施し、摩

擦面の表面粗度を 50μmRz 以上とし、すべり係数値で 0.4 以上となる

ようにすること。但し、すべり係数試験により確認し、監督員の承諾

を得た場合は、溶融亜鉛めっき高力ボルト接合部の摩擦面の処理を化

学的処理方法によっても良い。 

 

7.3 溶接工 

 

 

 

本工事工場・現場溶接に従事する溶接工は、（社）日本溶接協会が検定し

た JIS の技術検定の技量資格を有する者とする。施工に先立ち資格証明書

を提出し、監督員の承諾を受けること。 

 

7.4 防錆塗装 

 

 

（1）防錆塗装 

1）適用範囲：溶融亜鉛めっき処理を施さず、コンクリートに密着する

部分を除く鉄部一般 

2）素地ごしらえ：鉄骨は標準仕様書 表 18.2.2 C種による。 

3）工場塗装：直ちに防錆塗装を工場にて行う。塗装は、標準仕様書  

表 18.3.1 As種 鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS 

K 5674 相当品とし、2回刷毛塗りを標準とする。 

（2）溶融亜鉛めっき処理 

1）適用範囲：直接外気に接する鉄部及び図示範囲 

2）種別：標準仕様書 表 14.2.2  A種 

3）処理仕様：JIS H 8641 2種（HDZ55） 

4）付着量：最小 550g/m2、平均：600g/m2 
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7.5 アンカーボルト （1）アンカーボルトは原則として、アンカーフレームを用いて据え付ける

こと。 

（2）アンカーボルトのナットは、建入れ直し完了後、アンカーボルトの張

力が均等になるよう締付けること。その際、ダブルナット締め後ネジ

山が 3山以上出すこと。 

 

7.6 品質管理 

7.6.1 材料検査 

 

ミルシートの確認及び規格製品番号との照合を行うこと。 

 

7.6.2 現寸検査 

 

 

（1）設計図との照合を行うこと。 

（2）監督員の承諾を得た場合、工作図をもってこれにかえる事が出来る。 

 

7.6.3 製品検査 

 

 

 

 

 

 

（1）製品検査（工場）は検査要領書を提出し、監督員の承認を得る。 

（2）形状、寸法 

検査は建築学会「鉄骨精度測定指針」５章「部材精度の受入検査方

法」による「書類検査Ⅰ及び対物検査Ⅱ」とする。 

（3）取合部 

（4）外観 

（5）突合せ溶接部の外観（全数）及び超音波探傷検査（第三者検査機関に

よる） 

（6）スタッド溶接 

 

7.6.4 施工検査 

 

 

 

 

 

 

（1）建方の形状及び寸法、精度 

建方に当たっては建方を含めた施工計画書を提出し、監督員の承諾を

得る。また建方精度記録を提出する。建方精度は、JASS6 付則 6［鉄

骨精度検査基準］付表 5［工事現場］による。 

 

 

（2）外観 

（3）現場における高力ボルト及びボルトの締付け 

（4）ボルト軸力試験 

（5）現場突合せ溶接部の外観及び超音波探傷検査（第三者検査機関による） 

（6）現場塗装 

（7）スタッド溶接 

7.6.5 超音波探傷

検査 

 

 

 

 

 

（1）突合せ溶接部の超音波探傷検査は、第三者検査機関に先立ち、製作工

場にて全数を対象として自主検査を行うこと。 

（2）第三者検査機関による超音波探傷検査の検査技術者は、CIW（日本溶

接協会溶接検査認定委員会）で認定を受けた事業所に所属し、日本非

破壊検査協会（NDI）が認定した技量認定資格者とすること。 

（3）対象は突合せ溶接部とし、工場溶接部の検査ロットは溶接部位毎，節

毎に構成し、溶接箇所 300 箇所以下で 1 検査ロットを構成すること。
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ただし、溶接箇所数が 100 箇所以下の部位については、溶接方法，溶

接姿勢，開先標準などが類似する同一節のほかの部位と一緒にして検

査ロットを構成してもよい。 

（4）検査ロット毎に合理的な方法で、大きさ 30 個のサンプリングを行う

こと。 

（5）上記の他、ロット合否の判定，ロットの処置等各種検査規定は、「建

築工事標準仕様書 JASS6 鉄骨工事（日本建築学会）」によること。 

（6）突き合わせ溶接の現場溶接部は、超音波探傷検査（全数）を行うこと。 

 

7.6.6 すべり係数

確認試験 

 

 

 

日本建築学会「高力ボルト接合設計施工ガイドブック」3.5に倣い、現場

での施工条件に対応する試験片にて行うこと。ただし、摩擦係数が 0.45以

上確保できる実績があれば、書類確認により本試験を省略することができ

る。尚、溶融亜鉛めっき高力ボルト接合部に対しては、上記に関わらず本

試験を行うものとする。 

 

 

8章 防水工事 

8.1 保証年限 

 

 

防水工事の保証期間は下表により、材料メーカー、施工業者、元請業者

３者による保証とする。 

 

種類 保証期間 

アスファルト防水 20 年 

ケイ酸質系塗布防水 10 年 

アクリルゴム系壁面化粧防水材 10 年 

シーリング 5 年 

環境対応型防水工法とする。 

 

8.2 アスファルト防

水 

屋外防水 

・防水層の種別：BI-1 

・断熱材：(種類)JIS A 9521に基づく押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 3種 bA（ｽ

ｷﾝ層付き）(厚さ)50(mm) 

・改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さは標準仕様書 表

9.2.3及び表 9.2.4による 

・立上り部への断熱材及び絶縁用シートは設置しない。 

・平場の保護コンクリートの厚さはこて仕上げ 水下 80mm 以上とする。 

屋内防水 

・防水層の種別：B-1 

・保護層を設ける 

・コンクリート打放し仕上げ 標準仕様書 表 6.2.4[打放し仕上げ種別]の

B種 
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8.3 立上り部保護壁 

 

 

屋根防水立上り部は以下の仕様とすること。 

・押出成形セメント板t15（RCアゴ下直付タイプ） 

8.4 伸縮目地 材料は塩ビ成形目地（既製品）25mm とし、縦横方向共に@3000mm 内外で敷

設すること。 

 

8.5 ケイ酸質系塗布

防水 

・防水層の種別：C-SUP 

・施工箇所：消火水槽 

・防水層の壁下地：コンクリート打放し仕上げ (表 6.2.4 B種) 

・コンクリートの打継ぎ箇所の処理：打継ぎ部分に対し、幅 30mm程度の目

地棒を用いる。目地棒の除去後、水洗い清掃し、 ケイ酸質系塗布防水材

の製造所の仕様により、ポリマーセメントモルタルを充填する。 

8.6 アクリルゴム系

壁面化粧防水材 

材料は、JIS A 6021(建築用塗膜防水材)によるアクリルゴム系外壁化粧

防水とし、仕上形状は凹凸模様（トップコートフッ素系）とする。 

 

8.7 シーリング 材料は JIS A 5758により、種別は標準仕様書 表 9.7.1 による。バック

アップ材料も含むものとすること。また、施工場所により関連する塗料等

の変質、変色等が起こらぬよう事前に充分に検討の上材料の採用を行い、

監督員の承諾を得ること。 

 

 

9章 タイル工事 

9.1 タイル （1）床タイル 

・材質：磁器質タイル（300角）とする。 

    平部ノンスリップ仕様 

・寸法：294㎜×294 ㎜×13㎜ 

 

（2）段鼻タイル 

・材質：磁器質タイル（段鼻）とする。 

・寸法：150㎜×60㎜×10㎜ 

 

 

10 章 屋根及びとい工事 

10.1 縦 樋 

 

（1）材料は以下のとおりとし、管径は図示によることとする。 

  ・JIS H4000によるアルミニウム管とする。 

（2）掴み金物はバンドレスとし1200mm以内毎に設置すること。 

 

10.2 ルーフドレン 

 

材料はステンレス製 打込み用とし、寸法は 100φ横引型とする。 
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11章 金属工事 

11.1 一般事項 

 

（1）本工事に使用する鉄、非鉄金属及びこれらの二次製品は、素材、製品

とも JISの規定のあるものはこれにより、その他については監督員の

承諾を受けること。 

（2）軽金属が、モルタル、コンクリートなどのアルカリ性材料に接触する

ことは避ける。やむを得ない場合は、軽金属に耐アルカリ塗料アスフ

ァルト系塗料を塗るか、または絶縁層（アスファルト含侵材ビニール

系、合成ゴム系シートなど）を設けるなど接触腐食防止の処理を行う。 

（3）軽金属が、鉄、銅、黄銅などの異種金属と接触する場合には、異種金

属側に十分な防錆処置を行い、かつ軽金属側に前記の接触腐食防止の

処理を行う。 

（4）ボルト、小ねじ、釘、座金などの結合用材及び取付用金物で軽金属と

接触するものはステンレス製とする。やむを得ず異金属と接触する場

合に使用する金物類は、亜鉛又はニッケルクロムめっきを施したもの

とする。 

（5）金属製品の取付後、必要に応じて、当板、ビニールシートなどで適切

な養生を行う。 

（6）屋外に使用する鉄製金物は原則として溶融亜鉛メッキを施す。屋内に

使用するものは錆止め塗料 JIS K 5674 1種（鉛・クロムフリー錆止

めペイント）2回塗りとする。 

（7）本工事に使用する鉄、非鉄金属及びこれらの二次製品は、素材、製品

とも JISの規定のあるものはこれにより、その他については監督員の

承諾を受けること。 

 

11.2 軽鉄天井下地 （1）JIS A 6517 建築用鋼製下地材（天井）の規格品とする。 

（2）野縁等の種類：（屋外）25形  （屋内）19形 

（3）天井懐が 1.5ｍを超える部位については振れ止めを設けること。 

（4）屋外の軒天井の工法：適用区分による風圧力の 1倍の風圧力に対応し

た工法 

 

11.3 軽鉄壁下地 

 

（1）JIS A 6517 建築用鋼製下地材（壁）の規格品とする。 

（2）5mを超える軽量鉄骨間仕切り器壁は特殊軽鉄間仕切りとし以下の製品

と同等以上とする。 

SQ-PowerBar（桐井製作所） 

P-100TW（OKUJU） 

High SICS 2500 TWS（三洋工業） 

（3）出入口及びこれに準ずる開口部の補強は標準仕様書 14.5.4.(5)による 
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11.4 アルミ製笠木 （1）材料はアルミ押出型材（既製品）で、W=350㎜・142㎜とする。 

（2）仕上げはアルマイト（陽極酸化皮膜 9μ以上＋透明塗膜厚 7μ以上）

とする。 

  

11.5 マンホール蓋 

 （ハンドホール部） 

（1）材料は鋳鉄製 防水用中蓋付とし、寸法は 600φとする。 

（2）受枠は既製コンクリートリング一体型とし、ハンドホール本体との取

合い部については中蓋含め膨潤性防水材による止水を施すこと。 

 

11.6 スチール手摺 （1）材料はSS400とし、断面寸法・寸法は図示による。 

（2）仕上は溶融亜鉛めっきとする。 

 

11.7 床下点検口 

 

材料はステンレス製既製品600角 防水・防臭型 樹脂タイル貼り用とす

る。 

 

11.8 天井点検口 

 

（1）アルミ製（既製品）とし、寸法は 600角、1500×1200 角とする。 

（2）枠内は天井仕上に準じ、落脱防止用ワイヤーにて天井下地材と固縛す

ること。 

 

11.9 ステンレス 

   タラップ 

材料はステンレスSUS304、安全ガード型とし、使用するボルトは全てス

テンレス製とする。 

 

11.10 搬入用ハッチ 

 

（1）床板の材料は縞鋼板（SS400）とし、有効開口寸法は 6000mm×3500mm

とする。 

（2）開閉形式は両開き（折り戸形式）とし、バランスウェイトを使用した

開閉機構による手動式とする。 

（3）安全柵一体型とする。 

（4）閉鎖状態においては床版固定ボルトにより A-3以上の気密性能を確保

できるものとする。 

11.11 メッキ処理 鉄部の溶融亜鉛メッキ処理は亜鉛付着量最少550ｇ/㎡、平均600ｇ/㎡以

上とする。 

 

 

12 章 左官工事 

12.1 建具周囲モル

タル詰め 

外部建具は防水モルタル、内部建具には普通モルタルを充填すること。 

 

 

13 章 建具工事 

13.1 一般事項 

 

 

（1）製作メーカー及び製作所については、監督員の承諾を得ること。 

（2）製作に先立ち施工図（製作図）を監督員に提出し、承諾を得て施工を行う

こと。 

（3）付属金物等はカタログ、見本品を提出し監督員の承諾を得ること。 

（4）防火設備は建具表による。 
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13.2 アルミ製 

ガラリ 

 

 

（1）縦型防水ガラリ（開口率 70％）、防虫網付きとする。 

（2）耐風圧性能は 2,800Pa以上とする。 

（3）陽極酸化塗装複合皮膜の仕様は JIS H 8602、複合皮膜の種類は A2とす

る。 

（4）仕上はアルマイトとする。 

 

13.3 鋼製建具 （1）材料は JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯とし、めっきの付

着量は Z12又は F12を満足するものとする。 

（2）耐風圧性、気密性、水密性は建具表による。 

（3）仕上げは合成樹脂調合ペイントとする。 

 

13.4 鋼製軽量建具 （1）材料は JIS G 3302による溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯とし、めっきの付

着量は Z12又は F12を満足するものとする。 

（2）耐風圧性、気密性、水密性は建具表による。 

 

13.5 ステンレス 

製建具 

（1）材料は JIS G 4305による冷間圧延ステンレス鋼鈑及び鋼帯とし、鋼鈑及

び鋼帯の種類は SUS304とする。 

（2）耐風圧性、気密性、水密性は建具表による。 

（3）仕上げは耐候性塗料（1級）とする。 

 

13.6 鍵 （1）工事完成後、鍵は 3 本を一組とし室名または鍵位置を示す札等をつけ、

キーボックス（100個収納程度）に納めて引き渡すこと。 

（2）マスターキーシステムは、監督員の指示によること。 

 

13.7 自動ドア開閉

装置 

（1）戸の開閉方式は建具表による。 

（2）引き戸用駆動装置の性能値は標準仕様書 表 16.9.1による。 

（3）引き戸用検出装置の性能値は標準仕様書 表 16.9.3による。 

 

13.8 ガラス ガラスの留め材はシーリング材とし、溝の大きさは建具製造所の仕様による。 

 

 

 

14 章 カーテンウォール工事 

14.1 取付け形態、性

能等 

取付け形態は方立方式とする。 

性能は建具表による。 

 

14.2 メタルカーテ

ンウォール 

（1）金属系材料の種類はアルミニウム材とする。 

（2）ガラスの取り付け材料はシーリング材 4辺支持とする。 

（3）製品の寸法許容差は標準仕様書 表 17.2.1 による。 

（4）ガラス溝の寸法、形状等はカーテンウォールの製造所の仕様による。 
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15章 塗装工事 

15.1 一般事項 （1）工事の方法については事前に監督員の承諾を受けること。 

（2）事前に見本塗りを作成し承諾をうけること。 

（3）必要により工法、色調、仕上げの状態を検討するための試験塗りを行

うこと。 

 

15.2金属面の塗装 

 

 

（1）鉄骨塗装（内部）        合成樹脂調合ペイント 2回塗り 

（2）金物塗装（内部）        合成樹脂調合ペイント 2回塗り 

（3）鋼製建具及び枠塗装（内部）  合成樹脂調合ペイント 2回塗り 

            （外部）   耐候性塗料（１級） 3回塗り 

 

15.3 コンクリート 

面の塗装 

（1）コンクリート（内部）     塩化ビニル樹脂エナメル 3回塗り 

                           つや有合成樹脂エマルジョンペイント

2回塗り 

 

15.4 ボード面の 

塗装 

（1）ケイカル板（内部）     つや有合成樹脂エマルジョンペイント

2回塗り 

 

 

16 章 内装工事 

16.1 一般事項 使用材料の色柄は、工事に先立ち見本を監督員に提出し承諾を受けること。 

 

16.2 エポキシ樹脂 

塗床 

（1）薄膜流し展べ仕上げの材料はエポキシ樹脂系塗床材（ABC 商会ケミク

リート EPコーティング工法同等品）とし、仕様はメーカーの標準によ

る。 

（2）厚膜流し展べ仕上げの材料はエポキシ樹脂系塗床材（ABC 商会ケミク

リート E-RF・E-RWコーティング工法同等品）とし、仕様はメーカーの

標準による。塗厚さは、平部 0.5mm、立上り部 0.2mmとする。 

（3）2plyライニング工法の材料はエポキシ樹脂系塗床材（ABC商会ケミク

リート Eライニング工法同等品）とし、仕様はメーカーの標準による。

塗厚さは、1.2mm とする。 

16.3化粧プラスター 

ボード（不燃） 

材料は JIS A 6901による不燃積層せっこうボードとし、厚さ 9.5㎜、ト

ラバーチン模様とする。 

 

16.4 けい酸カルシ

ウム板 

材料は JIS A 5418による繊維強化セメント板とし、厚さ 8mmとする。 

 

16.5 ビニル 

床シート 

 

材料は JIS A 5705によるビニル系床材（FS）とし、寸法は厚さ 2mmとす

る。また、工法は熱溶接工法とする。 
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16.6 ビニル幅木 材料は JIS A 5705 によるビニル系床材とし、寸法は H＝60㎜、厚さ 1.5mm

とする。また、工法は全面接着工法（接着材は床材メーカーの指定材を使用

する。）とする。 

 

 

17 章 ユニット及びその他工事 

17.1 一般事項 

 

本工事に先立ち施工図（製作図）又は説明書・カタログ等により監督員の

承諾を得ること。 

 

17.2 トイレブース 

 

（1）表面材はメラミン化粧合板とし、厚 40㎜、高さ 1.900㎜（巾木分を含

む）とする。 

（2）仕様は以下のとおりとする。 

・巾木：ステンレス 厚 1㎜ H＝60㎜ ヘアライン仕上げ 

・頭つなぎ：アルミ型材 46×20 アルマイト仕上げ 

・付属品：ラバトリーヒンジ、表示錠、帽子掛付戸当付 

17.3室名サイン 

 

表示方法は、シート切り文字とする。 

 

 

18 章 排水工事 

18.1 施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）管の布設に伴う土工事は以下による。 

1）根切り底は、地盤のかく乱しないように掘削する。掘り過ぎた場合

は、良質土又は砂で埋めもどし、周囲の地盤の固さと同程度までつ

き固める。 

2）埋めもどしは、管の管底高、通り等を監督員の確認を受けた後行

う。 

3）埋めもどしの際に管の周囲に石塊、じんあい、その他有機物を埋込

んではならない。 

4）管渠の天端から 30 ㎝までの埋めもどしについては、管渠に衝撃を

与えないように注意しながら、土砂の敷きならし及び締固めを、人

力（タンパーを含む。）により行い偏心・偏圧のかからないよう左右

均等に埋めもどす。管渠の天端から 30 ㎝を超える部分の埋めもど

しについては、機械による敷きならし及び締固めを行うことができ

る。 

5）埋めもどし１層の仕上がり厚は、20㎝以下とする。 

6）埋めもどしの際には、構造物に損傷を与えないよう、又は移動を生

じないようにしなければならない。 

（2）管の布設は、管径が小さく、人力で十分行えるものを除き、原則とし

て積卸し機械を使用するものとし、管体に損傷を与えないように注

意して行わなければならない。また、受口は、上流側に向けて布設

し、中心線、勾配線を正確に保ち、胴締めを施し、かつ、漏水、不陸、

偏心等のないように施工する。 
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（3）桝間においては、管を屈曲敷設してはならない。 

（4）管の切断は、切口を正確、かつ、管に損傷を与えないように行う。 

（5）管の基礎は、中心線、勾配線を正確に保ち、管の移動及び不等沈下を

起こさないように施工する。 

 

18.2.管渠 

18.2.1 硬質塩化 

ビニル管の布設 

 

（1）継手方法は、ソケット継手とする。 

（2）接着材塗布面は、あらかじめ清掃し汚れを除去する。 

（3）桝の接合部には、砂付加工を施したものを用いる。 

（4）布設箇所は側溝集水桝から雨水タテ樋までの経路とする。 

 

18.3 既設桝の接合 

 

 

（1）既設部分への接続に際しては、必ず既設管底及び桝高さを測量し、設

計高さの照査を行い監督員に報告する。 

（2）仮締切り等を設けて接続を行った場合には、接続工事完了後に仮締

切り等の撤去状況について監督員の確認を受ける。 

（3）工事中発生した残材は、管内へ絶対に流入させてはならない。 

 

18.4 Ｌ型街渠 

 

（1）Ｌ型街渠に使用する材料は二次製品とする。 

（2）製品使用に先立ち、亀裂端部破損の検査を行い、破損品は、これを使

用してはならない。 

（3）Ｌ型街渠布設にあたり、不陸のないよう一定勾配を保ち、雨水がスム

ーズに流出するよう施工するものとする。 

（4）埋戻しにあたっては、製品を損傷しないように留意し偏心、偏圧のか

からないよう左右均等に層状に充分締固めなければならない。 

（5）埋戻土は、発生土の良質土とし、締固めは充分行い、後日、埋没なき

よう実施すること。 

（6）集水桝設置位置については、監督員の確認を得るものとする。 

 

18.5その他 （1）本工事に使用する材料は、原則として JIS 又はこれに準ずる規格に

適合するものとする。 

（2）本工事に使用する材料については、監督員の指示により、関係書類を

提出し、立会い、承諾を得ること。 

（3）工事期間中、他の工事（建築工事、設備工事）及び取合部の施工に当

たっては、工程を打ち合わせ協力して、支障をきたさないようにしな

ければならない。 

（4）土工事の際は、周辺埋設物の試掘及び構造物並びに架線等の確認等

を行い、それらを損傷することの無いよう充分に注意しなければな

らない。 

（5）工事期間中、他の車輌交通部、並びにその他取合部の施工に当たって

は、支障をきたさぬように充分注意するものとする。又、工事車輌の

運行、重機の作業に際しては、事故等の発生があってはならない。 
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（6）道路を汚した場合は、直ちに清掃を行うものとする。 

（7）その他、特記なき事項については、全て監督員の指示による。 

 

 

19 章 舗装工事 

19.1 一般事項 （1）整地高さは設計図による。 

（2）盛土は、整地時の切土、建物並びに調整池の掘削残土の中の良質土を

転用する。 

（3) 施工に先立ち現況の調査及び測量を行い、既存構造物との取合または

接続を充分に検討し、施工図を提出し監督員の承諾を受けること。 

 

19.2 路床 （1）設計 CBRは図示による。 

（2）現場 CBR試験を JIS A 1222（現場 CBR試験方法）に基づき実施する。 

 

19.3 路盤 （1）路盤の材料は再生材のクラッシャランとし JIS A 5001（道路用砕石）

に準ずるものとする。 

（2）路盤の厚さは以下のとおりとする。 

  ・アスファルト舗装：150㎜ 

  ・コンクリート平板舗装：100㎜ 

 

19.4 アスファルト

舗装 

（1）アスファルト舗装の厚さは 50㎜とする。 

（2）アスファルトは、JIS K 2207による再生アスファルトとし、骨材は JIS 

K 5001 による道路用砕石とする。 

（3）加熱アスファルト混合物等の種類は以下のとおりとする。 

・表層：再生密粒度アスファルト混合物（13） 

（4）工法は標準仕様書 22.4.5 による。なお舗装仕上がり後に散水試験を

行うこと。 

 

19.5 コンクリート 

平板舗装 

（1）材料は、JIS A 5371による普通平板とし、種類はＮ300、厚さ 60mm と

する。 

（2）工法は標準仕様書 22.8.4による。 

19.6 砂利敷き （1）材料は標準仕様書 表 22.9.1に定める B種とし、厚さは 60㎜とする。 

（2）下地は、水はけよく勾配をとり、地均しのうえ転圧機器で締め固める

ものとする。 

（3）砂利又は砕石下部には雑草防止用シートを敷き込むこと。 

   材 料：不織布短繊維系雑草防止用シート 

   寸 法：厚 4mm 

 

19.7 縁石 （1）縁石に使用する材料は二次製品とする。 

（2）製品使用に先立ち、亀裂端部破損の検査を行い、破損品は、これを使

用してはならない。 
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（3）埋戻しにあたっては、製品を損傷しないように留意し偏心、偏圧のか

からないよう左右均等に層状に充分締固めなければならない。 

（4）埋戻土は、発生土の良質土とし、締固めは充分行い、後日、埋没なき

よう実施すること。 

 

4．メーカーリスト 

メーカーは、下記に示すもの又は同等以上の品質を有するものを選定し、監督員の承諾を得るこ

と。 

項目 メーカー 

地盤改良 (株)テノックス 

鉄筋トラス付き捨て型枠 (株)富士昭サンマテック、スチールエンジ(株)、エスビルド(株)  

防水立上り保護材 田島ルーフィング㈱、三星産業㈱、日本ガンツ工業㈱ 

壁面化粧防水材 東亜合成(株)、エスケー化研(株)、大関化学工業(株) 

アルミ製笠木 (株) ABC商会、三協立山アルミ(株)、理研軽金属工業(株) 

アルミ製建具 三協立山アルミ(株)、LIXIL(株)、YKKAP(株) 

鋼製建具 文化シヤッター(株)、三和シヤッター(株)、東洋シャッター(株)  

エポキシ樹脂系塗床 (株)エービーシー商会、エビス建販㈱、ゼンテリア㈱ 

塩化ビニル樹脂エナメル

塗料 
関西ペイント(株)、大日本塗料(株)、日本ペイント(株) 

トイレブース (株)ニチベイ、小松ウォール工業(株)、(株)イトーキ 

 

 



(No.48)

1 仮設事務所（設置・撤去） 〇 〇 〇 〇

2 仮設休憩所設置・撤去 〇

3 仮設休憩所の運用 〇 〇 〇 〇

4 G装備の準備 〇 〇 〇 〇
原子力機構分も含めて準備する
こと

5 G装備の点検・管理 〇 〇 〇 〇
点検・管理の方法については、
建築工事受注者が主として調整
を行うこと。

6 廃棄物の運搬 〇 〇 〇 〇 管理対象区域の指定場所に運搬

7 工事用電力・引込工事 〇 〇 〇 〇
原子力機構が指定する場所に接
続する。

8 工事用上下水道・引込工事 〇 〇 〇 〇
原子力機構が指定する場所に接
続する。

9 工事用電力・上下水道料金 (基本料金を含む） 〇 〇 〇 〇
建築工事受注者が支払いを統括
し，他社は建築工事受注者と協
議の上負担すること

10 本設電力引込工事 〇 第1棟から引込

11 本設上水引込工事 〇
第1棟中継等間の既設上水配管か
ら引込

12 本設下水接続工事 〇 雨水排水路への放流まで

13
本設受電後引渡までの別棟から給電される
電力料金

〇 試運転用も含む

14
本設後引渡までの別棟から給水される上水
料金

〇 試運転用も含む

15
本設後引渡までの別棟から排水される下水
料金

〇 試運転用も含む

16 工事上の各種申請届出 〇 〇 〇 〇 〇
各工事別（原子力機構が提出す
る届出類の作成の助勢を含む）

17 建屋の塗装補修 〇 〇 〇 〇 各工事別

18 コンクリート機械基礎（仕上げ含む） 〇 建築図に記載のもの

19 同上アンカーボルト・箱入れ・埋込み 〇 〇 〇 〇 各工事別

20 地中梁の連通管・通気管・人通孔・補強 〇

21 RC造梁貫通スリーブ 〇 〇 〇 〇 各工事別

22 同上用補強 〇

Ⅲ工事区分表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【〇】は特記がない限り、材工共を示す。

躯体貫通

No. 項　　　　目
建
　
築

電
　
気

内
　
装

機
　
械

備　考
別
　
途

共　通

機械基礎
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No. 項　　　　目
建
　
築

電
　
気

内
　
装

機
　
械

備　考
別
　
途

23 床・壁の貫通スリーブ・箱入れ 〇 〇 〇 〇 各工事別

24 同上用補強 〇

25 各貫通孔あけ箇所の孔埋め・補修 〇 〇 〇 〇 各工事別

26 開口・取付枠・補強 〇 各工事別

27 間仕切壁開口部の孔埋め・補修 〇 〇 〇 〇 各工事別

28 天井付各種器具の開口・取付枠・補強 〇 各工事別

29 壁・床の直付各種器具取付枠・補強 〇 〇 〇 〇 各工事別

30 点検口（天井・床） 〇 建築図に記載のもの

31 外壁取付けガラリ 〇

32 同上接続用アングル・防鳥ネット・ホッパー 〇

33 敷地内雨水排水工事 〇

34 屋内一般雨水排水工事 〇

35 ユニットシャワー 〇

36 同上用ダクト工事 〇

37 同上用給排水管接続 〇 〇
排水タンクは建築工事の所掌と
する

38 同上用一次側電気配管配線 〇

39 流し・衛生器具 〇

40 トイレ内配管ライニング（下地とも） 〇

41 同上ライニング内配管・配管貫通部処理 〇

42 電気湯沸器（配管接続とも） 〇

43 同上用一次側電気配管・配線 〇

44 ハンドドライヤー 〇

便所湯沸室
等

躯体以外の
開口・貫通

点検口
ガラリ

排水工事
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No. 項　　　　目
建
　
築

電
　
気

内
　
装

機
　
械

備　考
別
　
途

45 同上用一次側電気配管配線 〇

46 シャワー用電気湯沸器（配管接続とも） 〇

47 同上用一次側電気配管配線 〇

48 　各ピット躯体 〇

49 同上用防水・マンホール・タラップ一式 〇

50 同上用液面電極棒取付座 〇

51 同上用各種満減水警報・液面電極棒取付け 〇

52 同上用計装配管配線 〇

53 同上用オーバーフロー・通気管取付け 〇

54 屋内マンホールの躯体・鋳鉄ふた 〇 建築図に記載のもの

55 屋外マンホールの躯体・鋳鉄ふた 〇 〇 〇 各工事別

56 実験盤据付 〇

57
実験盤二次側から内装機器（内装分電盤を
含む）一次側の電源及び一次側の接地線接

〇

58 同上以降の実験用コンセント 〇

59 同上以降の二次側電気配管・配線 〇

60 内装分電盤据付 〇

61 フード、分析装置 〇

62 同上用排気設備 〇
排気ダクト近傍取合いフランジ
で取合い

63 放射線管理設備 〇

64 同上用排気設備 〇
管理区域用排気ダクト分岐フラ
ンジで取合い

65
警報連絡設備建屋用（設備運転、故障情
報）
建屋空調用自動制御盤を含む

〇

66 同上用管路敷設（第1棟から別棟間） 〇

内装設備関
連

ピット・マ
ンホール・
水槽等
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No. 項　　　　目
建
　
築

電
　
気

内
　
装

機
　
械

備　考
別
　
途

67 同上用管路敷設（別棟建屋内） 〇 〇
警報連絡設備建屋用より下流側
は各工事

68 警報連絡設備内装用（設備運転、故障情報） 〇

69 同上用管路敷設（第1棟から別棟間） 〇

70 同上用管路敷設（別棟建屋内） 〇

71 監視設備内装用 〇

72 同上用管路敷設（第1棟から別棟間） 〇

73 同上用管路敷設（別棟建屋、第１棟、中継棟内） 〇

74 LAN設備（機器設置、配線敷設） 〇 〇 〇 各工事

75 同上用管路敷設及び配管配線（第1棟から別棟間） 〇

76 同上用管路敷設及び配管配線（別棟建屋内） 〇 〇 〇
スプライスユニットより下流側
は各工事

77 給水設備 〇

78 同上用配管 〇
各室壁近傍に設置の取合い分岐
バルブまで

79 同上用配管 〇 取合い分岐バルブ以降

80
入退域管理設備
（センサー、監視カメラ等）

〇 〇 各工事

81 同上用管路敷設 〇 〇 各工事

82 情報通信用光ケーブル設備 〇

83 同上用管路敷設及び配管配線（第1棟から別棟間） 〇

84 同上用管路敷設及び配管配線（別棟建屋内） 〇

85 内装設備用メンテナンスデッキ 〇

86 分析用ガス設備（配管、付帯設備等） 〇

87 支持金物 〇 〇 〇 各工事別

88 電動機・同据付け 〇

設備工事等
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No. 項　　　　目
建
　
築

電
　
気

内
　
装

機
　
械

備　考
別
　
途

89
同上用電灯分電盤･動力制御盤までの一
次側電源･接地配管配線（建屋系）

〇

90 機器付属制御盤・二次側電気配管・配線 〇

91
パッケージ等の遠隔操作用・故障警報用リ
レー端子の取付け

〇

92 同上より監視盤までの計装配管配線 〇

93
建屋空調用自動制御機器･自動制御盤･同取
付け調整

〇

94 同上間の計装配管配線 〇

95 電話用配管・端子盤 〇

96 同上配線・端子 〇

97 電話機 〇

98 ウェザーカバー・ベントキャップ 〇 機械設備図に記載のもの

99 浄化槽 〇 工事用仮設を除く

100 電気錠・扉枠内配線 〇

101 同上用配管･配線 〇 扉近傍P.boxまで

102 同上用配管･配線 〇 扉近傍P.box以降

103 建屋間の情報通信用ケーブル敷設 〇

104 19インチラック･弱電端子盤の据付 〇

105 同上用1次側接続まで 〇

106 情報通信機器据付(L3スイッチ、HUB等) 〇 一次･二次側配線含む

107 同上用パッチパネル以降の配管配線 〇

108 消火栓ボックス 〇

109 同上起動用押しボタン・表示灯・電話 〇

110 消火ポンプ制御盤（起動リレーとも） 〇

防災消火設
備等
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No. 項　　　　目
建
　
築

電
　
気

内
　
装

機
　
械

備　考
別
　
途

111 同上制御盤までの一次側配管配線 〇

112 同上以降の二次側配管配線結線 〇

113
防火戸･建具･付属金物･自動閉鎖（開放）
装置･作動確認スイッチ･操作スイッチ

〇

114
同上連動制御器・電源・予備電源・煙
感知器・上記機器間防災盤までの電気
配管配線

〇

115
マグネットスイッチ間の二次側配管配線結
線

〇

116 駆動装置・感知装置 〇

117 同上間の配管・配線 〇

118 同上電源用一次側配管・配線 〇

119 同上用インターロック用渡り配線 〇

120 接地極工事 〇

121 外構散水設備 〇 散水栓

122 サイン工事 〇

123 ピクチャーレール 〇

124 消火器 〇

125 同上用設置ボックス 〇 建築に埋め込むもののみ

自動ドア開
閉装置

その他

特定防火設
備等



別棟
建設予定地

第1棟

仮設休憩所

現場事務所・構外駐車場（予定）

施設管理棟

【凡例】
：福島第一原子力発電所構内
（管理対象区域Ｇ zone）

：福島第一原子力発電所構外
（帰還困難区域）

別紙：工事区域について

N
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別紙 

8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事 

放射線管理仕様書 

１ 概要 

本放射線管理仕様書は,福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事（以下「本業務」

という。）の実施にあたって,日本原子力研究開発機構（以下「機構」という）が請負人（以

下「受注者」という）に要求する放射線管理上の仕様（遵守事項,注意事項,事務手続き等を

含む）を示すものである。 

本業務において,作業場所が東京電力福島第一原子力発電所内（以下「東電 1F」という。）

の東京電力ホールディングス（以下「東電 HD」という。）社有地を機構が貸与された場所で

あることから,放射性物質の分析・研究施設建設における現場作業の安全確保及び円滑推進

に係る取決め書に従い,東電 HDが定める「福島第一原子力発電所 放射線管理仕様書」を大

熊分析・研究センターにおける本業務に適用させるため本書を定める。 

なお,本業務において,本放射線管理仕様書を遵守するとともに,最新版の「福島第一原子

力発電所 放射線管理仕様書」に準拠することとする。また,東電 HDの要求する手続きに関

しては,原則,機構の確認を得た後,受注者自身で行うが,受注者が単独で実施できない手続

きは機構を介して行うこととする。 

 

２ 適用範囲 

本書は,受注者が行う本業務に適用する。 

 

３ 用語の定義 

(1) 管理対象区域 

 管理対象区域とは，人や物品等の管理について管理区域と同等の管理を要する区

域として設定した区域であり，現状では，周辺監視区域全体(非管理区域を除く)を管

理対象区域としており，管理対象区域内を管理区域と管理区域を除く管理対象区域

に分けて運用している。また，正門入口及び入退域管理棟に「管理対象区域の標識」

を掲示している。 

(2) Green zone（Gzone，G ゾーン，全面マスク着用を不要とするエリア） 

 管理対象区域のうち，空気中放射性物質濃度がマスク着用基準を超えるおそれが

ないエリア。 

(3) 個人靴移動可能エリア（マイシューズエリア） 

 一般作業服及び個人靴で移動可能なエリア。 

(4) 汚染のおそれのない管理対象区域（White zone, Wzone, Wゾーン） 

 放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性

物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域をいい，飲食
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及び喫煙を行う場合は，換気空調系を設置する等の放射性物質低減措置を講じる。 

 設定後は，定期的な測定を行い，放射性物質によって汚染された物の表面の放射性

物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超える

おそれのないことを確認するとともに当該区域に人が立ち入り，または物品を持ち

込もうとする場合は，汚染検査により法令に定める表面密度限度の１０分の１を超

えていないこと，測定場所の放射線レベルが高い場合は，身体及び携行品の汚染検査

を実施し，バックグラウンドの３σ※を超えていないことを確認する。 

 法令に定める管理区域に係る値を超えるような予期しない汚染を床または壁等に

発見した場合は，汚染拡大防止のための放射線防護上必要な措置を行うことにより，

放射性物質の吸入・経口摂取を防止する。 

※３σとはバックグラウンドに標準偏差の３倍を加えた値。 

(5) 出入管理箇所 

 管理対象区域の境界に設置され，人の立入制限等の措置が講じられており，また管

理対象区域の境界に管理区域等から退出する者・携行品等の表面汚染検査を行う箇

所をいう。 

(6) W ゾーン出入箇所 

 汚染のおそれのない管理対象区域の境界に設置され，管理対象区域から汚染のお

それのない管理対象区域へ退出する者及び携行品の表面汚染検査を行う箇所をいう。

ただし，汚染しない措置を講じている場合については，表面汚染検査を省略出来る。 

(7) 放射線業務従事者 

 炉規制法及び安衛法に定める放射線業務従事者。 

(8) 一時立入者 

 放射線業務従事者以外の者であって，放射線業務従事者の随行により，管理対象区

域に一時的に立ち入る者。 

(9) 物品 

 物品とは車両を除く汚染物品,非汚染物品をいい，汚染物品とは核燃料物質ならび

に核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という）で「別表８ 物

品移動基準」の汚染物品の基準を満足するもの，非汚染物品とは「別表８ 物品移動

基準」の非汚染物品の基準を満足するものをいう。 

(10) 携行品 

 携行品とは，筆記用具・書類・記録用紙・PHS・手持ち工具等，当該物品を持ち込

んだ作業者とともに移動するか，作業者から一時的に離れる場合であってもその間

は汚染付着防止措置を講じたもので，再使用するものをいう。 

 なお，校正等に使用する密封の法律適用外線源および表示付認証機器については，

携行品ではなく「(9)物品」として扱う。 

(11) スクリーニングレベル 
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 出入管理箇所において汚染検査（スクリーニング）を行う際の判定値であり，平成

２３年９月１６日原子力災害現地対策本部長通知にて定められている。具体的には

13,000cpm（40Bq/cm2相当）である。 

(12) 原子力入構者管理システム（Ｇ７システム） 

 原子力入構者管理システムは福島第一原子力発電所管理対象区域（管理対象区域

と同等に管理するエリア含む）における作業において，作業に係わる情報の集計，検

索が可能なシステムである。 

(13) 個人線量計 

 個人の受ける外部被ばく線量を計測する目的で着用する線量計をいう。 

個人線量計の中でも直接指示値が読み取れるもので，主に半導体検出器を使用して

いるものを電子式個人線量計といい，その場で積算線量が読み取ることができない

ものを受動形個人線量計という。 

(14) 退出モニタ 

 管理対象区域より退出する場合に身体の汚染検査を行うモニタをいう。 

(15) 汚染物 

 放射性物質に汚染された物品を指し，管理対象区域搬出時に東京電力 HDが実施す

る搬出確認測定において放射性物質が検出された物品をいう。 

(16) 放射線測定計画 

 機構への提出図書類に放射線測定による放射線データが含まれる場合に事前に機

構に提出を行うものであって，当該測定の測定場所，測定目的，測定日，測定種別な

どを記した計画をいう。 

(17) 個人線量目標値 

 極端に年度の線量が高い個人を減らすために設定する値で，更なる放射線防護の

最適化を図るために，年間の個人線量目標値として設定する値。実効線量及び眼の水

晶体等価線量を 18mSv/年度とする。個人線量目標には，他の施設で被ばくした線量

を含めないものとする。 

(18) 累積線量管理値 

 ＩＣＲＰの勧告「全就労期間に受ける総実効線量が許容上限の 1Sv を超えないこ

と」に従い，許容上限の半分である 500mSv を機構及び東京電力 HD が定める累積線

量上限の目安として定める値。 

(19) 個人線量上限値 

 線量限度を超過しないために設定する値で，実効線量及び眼の水晶体の等価線量

を 20mSv/年度及び 80mSv/5 年とする。個人線量上限値には，他の施設で被ばくした

線量は含めないものとする。 

(20) 放射性物質が舞い上がるおそれのある作業 

土壌のはぎ取り，アスファルト・コンクリートの斫りや穿孔，工作物の解体，ガレ
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キ撤去，溶断，研磨，掃き掃除，除染作業等の作業を実施することにより作業環境中

に塵埃や砂塵等が舞い上がり，空気中放射性物質の濃度がマスクの着用基準を超え

るおそれのある作業。 

汚染が内包されている設備や機器，容器の開放等により空気中放射性物質濃度が

マスク着用基準を超えるおそれのある作業。 

(21) ＡＬＡＲＡ会議 

 被ばく低減対策を実施するにあたり，放射線防護の３原則（「正当化」「最適化」「線

量限度」）に基づいて，また「最適化」にあたってはＡＬＡＲＡの精神（※）に則っ

て，その被ばく低減対策が妥当であることを審議・確認する東京電力 HDにおける会

議体をいう。 

※ 「すべての被ばくは社会的，経済的要因を考慮に入れながら合理的に達成可能

な限り低く抑えるべきである」という基本精神。 

(22) 呼吸用保護具 

 人体に有害のおそれがある環境空気中で呼吸保護の目的で着用する個人用保護具

の総称。 

面体にフィルタを装着したもの一式を指す。 

(23) タイトフィット用呼吸用保護具 

 使い捨て防じんマスク（DS2マスク）,全面マスク,半面マスク等，着用者の身体と

の接触によって気密を形成する呼吸用保護具。 

 

４ 基本方針  

受注者は,本業務の実施にあたり,責任をもって放射線安全の確保を確実にするとともに,

作業員が受ける放射線被ばくを個人線量目標値・累積線量管理値も踏まえ，合理的に達成で

きる限り低くするよう努めなければならない。 

(1) 放射線障害防止の義務  

受注者は,「電離放射線障害防止規則」に基づく労働者の放射線防護に関する社会的責

任を有しており,管理対象区域ならびに線量の限度及び測定,外部放射線の防護,汚染の防

止,緊急措置,特別の教育,作業環境測定及び健康診断等に対して労働者の放射線安全を確

保するための必要な措置を講ずるとともに,労働者の放射線安全が確保されている状態を

維持しなければならない。 

(2) 放射線管理仕様書の遵守  

受注者は,本放射線管理仕様書に示されている事項を誠実に遂行しなければならない。  

受注者は,本業務に携わる全員（受注者の発注先を含む）に対し,機構が放射線管理仕様

書で要求する事項のうち,該当する範囲を周知徹底する。  

(3) 関係法令及び諸基準の遵守  

受注者は,本業務の放射線管理の実施にあたり,「工事共通仕様書[福島第一]「１１．（９）
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関係法令および諸基準の遵守」に加え，公益財団法人放射線影響協会放射線従事者中央登

録センター（以下「中央登録センター」という。）で定める以下の規定を遵守する。  

(a) 被ばく線量登録管理システム処理要領  

(b) 放射線管理手帳発効機関事務要則  

(c) 放射線管理手帳運用要領（手帳発効機関用）  

(d) 放射線管理手帳記入要領（手帳発効機関用）  

(e) 放射線管理手帳運用要領（事業者用）  

(f) 放射線管理手帳の記入要領（事業者用）  

(g) 被ばく線量登録管理制度における個人情報の取扱いに関する基本方針  

(h) 被ばく線量登録管理制度における個人情報の取扱いに関するマニュアル  

(i) 個人情報取扱いに関する不測の事態等への対応細則 

 

５ 放射線安全の確保  

(1) 受注者は,本業務の実施に際し,放射線管理に関する「放射線管理基本計画書（様式任

意）」を策定し文書番号，改訂番号，改訂日を記載のうえ管理する。また，本業務の着

手前に本計画書を工事担当課に提出し，計画に基づく放射線管理活動を的確に遂行す

る。なお，受注者は，年度当初等に「放射線管理基本計画書（様式任意）」計画書を工

事担当課に提出することができる。ただし，年度を跨いで継続する作業がある場合は年

度開始前の２月末までに提出する。これによりその後，着手する工事等において，計画

書の記載内容に変更が無い場合は工事等毎の提出を不要とするが，記載内容に変更が

ある場合は改訂版を工事担当課に提出する。 

  なお，「放射線管理基本計画書（様式任意）」の記載は，「別表１ 放射線管理基本計画

書の記載内容」にある考え方，実施事項については，本仕様書の要求事項をそのまま記

載するのではなく，達成するために各社で何を実施するのか具体的に記載する。 

  また，放射線管理関係の記載項目について機構から追加仕様書で要求があった場合

には，その内容を計画書に反映する。 

(2) 機構は,受注者が実施する放射線管理活動の遂行状況を検証するため,必要に応じて

受注者に対し監査・調査等を実施する。  

(3) 機構は,受注者の外注先であっても必要に応じて直接監査・調査等を実施する場合が

ある。（受注者は,その旨をあらかじめ外注先に対し周知しておくものとする。）  

(4) 受注者は,外注先を選定する際に,外注先の放射線管理体制の整備状況等を確認する。

受注者は,受注者の外注先がさらに,外注先を選定する際にも同様の確認を行っている

ことを監査・調査等により確認する。 

なお,受注者の外注先がその下位の外注先の放射線管理状況を自ら管理する場合を除

く。  

(5) 受注者は,外注先に対して機構が本仕様書で要求している放射線管理に関する要求事
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項について,受注者の責任において外注先を一元管理するか,もしくは同様な管理を外

注先に対して要求する。 

(6) 受注者は，作業員の個人線量が個人線量目標値を超えるおそれのある，または超えた

作業員の有無について工事担当課から照会があった場合，その旨を回答する。 

(7) 受注者は，作業員の個人線量が確認線量に到達した時点において，個人線量目標値を

超えるおそれがある，または超えた作業員が発生すると判断した場合，工事担当課にそ

の旨を連絡し，当該作業員の情報および今後の被ばく低減方針について「個人線量目標

値 超過・変更申請書」にて機構に提出する。 

(8) 受注者は，作業員の個人線量が，累積線量管理値を超えるおそれがある場合，工事担

当課にその旨を連絡し，当該作業員の情報および今後の被ばく低減方針について工事

担当課と協議を行う。 

 

６ 機構の管理体制及び職務  

大熊分析･研究センター施設整備課が所掌する本業務のうち,放射線安全に係る実施計画,

測定記録等については,大熊分析･研究センター放射線管理課が確認するものとする。 

 

７ 受注者の管理体制及び職務 

(1) 選任・配置 

a 放射線管理責任者 

(a) 受注者は,本業務の実施にあたり,次の全ての要件を満足する者から放射線管理

責任者を選任する。ただし，機構又は東電 HDは，受注者による当該選任の状況や

過程について，選任前の演習問題の実施に立ち会う等して，確認する場合がある。 

放射線管理責任

者の要件 

下記に示す全ての要件を満たす者 

・第 1 種放射線取扱主任者免状を有する者または第 1 種放射線取扱主任

者免状を有する者と同等の知識を有すると受注者が判断する者 

・原子力発電所における放射線管理の実務経験が 3 年以上の者 

ただし放射線管理業務の経験があり，受注者が力量的に問題ないと認める

場合はその限りでない。 

・本仕様書「２２ 力量管理」で放射線管理責任者に対して要求する演習

問題の設問に 80%以上正答していることを，受注者が確認した者 

ただし，誤答があったものについては，誤答した設問に関連する知識を放

射線管理責任者の職務に就くまでに確実に習得できる見込みがある者

に限る。 

(b) 受注者は,放射線管理責任者がその職務を遂行することができなくなる場合は,

あらかじめ適切な能力を持つ代行者を選任する。  

(c) 受注者は,放射線管理責任者に他の職務を兼務させてはならない。 
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 (d) 受注者は，放射線管理責任者を新たに選任する場合には，放射線管理責任者の

力量確認が完了した都度，自ら作成した放射線管理責任者選任者リストを工事担

当課に提出すること。 

 

b 放射線管理員  

受注者は,本業務の実施にあたり,放射線管理員を配置する。放射線管理員は次の全

ての要件を満足する者とする。ただし，機構又は東電 HDは，受注者による当該選任の

状況や過程について，選任前の演習問題の実施に立ち会う等して，確認する場合がある。 

放射線管理員 

の要件 

下記の全ての要件を満たす者 

・第 1 種または第 2 種放射線取扱主任者免状を有する者，または放射線管理

に関する専門教育機関等の講習または受注者がそれと同等であると認めた

講習を受けた者（なお，専門教育機関等の講習は，「別表１７ 専門教育機

関等の講習」に示す） 

・原子力発電所における放射線管理の実務経験が 1 年以上の者 

ただし放射線管理業務の経験があり，受注者が力量的に問題ないと認める場 

合はその限りでない。 

・機構が本仕様書「２２ 力量管理」で放射線管理員に対して要求する演習問

題の設問に 80%以上正答していることを，放射線管理責任者が確認した者 

ただし，誤答があった者については，誤答した設問に関連する知識を放射線

管理員の職務に就くまでに確実に習得できる見込みがある者に限る。 

 

(2) 職務  

a 放射線管理責任者 

(a) 放射線管理責任者は作業員に対し，本仕様書の要求事項を確実に実施させ，

現場代理人を補佐するとともに，作業現場における作業員の放射線安全確保

に努める。 

また，放射線管理責任者は，作業員のふるまいにおいて放射線安全が確保

できないと判断した場合には，放射線管理員が,作業員に対し放射線安全を確

保できるよう指導することを教育するとともに，作業員に対し指導する。 

(b)「放射線管理計画書」の審査・承認，「作業予定表・防護指示書」の確認を行

うとともに，放射線管理員，放射線管理補助員を指揮し，次の事項に考慮し

て，放射線管理を行う。 

ⅰ ＴＢＭ－ＫＹに必要に応じて立会い，放射線管理上の重点実施事項を作業

班長および作業員に対して徹底する。 

ⅱ 作業員に対して作業に適した受動形個線量計・電子式個人線量計，保護

衣・保護具類を着用するよう徹底する。 
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ⅲ 放射線計測器等の放射線管理用物品の機能点検を事前に行い，正しく使用

するよう作業員に徹底する。 

ⅳ 保護具着用管理責任者を定め，保護衣・保護具類の機能点検を事前に行

い，正しく使用するよう作業員に徹底する。  

なお，保護具着用管理責任者は，マスク類（防じんマスクを含む）の適

正な選択，着用及び取扱方法について必要な指導およびマスク類（防じん

マスクを含む）の適正な保守管理を実施する。 

ⅴ 作業工程および作業内容を把握し，放射線安全上問題がある作業の原因を

特定し対策を指示する。 

ⅵ あらかじめ作業場所の線量当量率，表面汚染密度および空気中放射性物質

濃度を把握し，作業員の待機場所（低線量当量率エリア）の設定ならびに

良好な放射線作業環境の確保に努める。 

ⅶ 作業班長と協調し，作業員の個人線量および管理対象区域入域時間が法令

等に定める限度を超えないようにするため，必要に応じて交替制をとる等

の措置を講じる。 

ⅷ 作業現場を巡視し，作業員に「作業予定表・防護指示書」記載事項を遵守

させるとともに，放射線管理上の不安全行為および不安全状態の早期発

見，是正・改善に努める。また，放射線管理上の不安全な行為を行った作

業員に対して教育を行う等，放射線管理上の不安全な行為を発生させない

措置を講じる。 

ⅸ 機構が貸与する保護衣・保護具類，放射線計測器等の放射線管理用物品に

ついて適宜，健全性を確認するとともに，工事等終了後は直ちに返却す

る。放射性廃棄物として処理が必要な場合は，適切な処理方法を作業員に

指示する。 

ⅹ 放射性廃棄物の処理については，適切な処理方法を作業員・放射線管理

員・放射線管理補助員に指示するとともに，作業班長と協調し，その発生

の低減に努める。 

xi 放射線管理員及び放射線管理補助員の現場でのふるまいについて年度 1回

以上の頻度で確認し，都度「現場でのふるまい確認チェックシート」を工

事担当課へ報告・提出すること。 

b 放射線管理員 

放射線管理員は作業員に対し，本仕様書の要求事項を確実に実施させるととも

に，次の職務を行う。 

(a) 放射線管理責任者の指揮のもと，自らの担当する班について放射線防護上の

責任を持ち，放射線管理計画書，「作業予定表・防護指示書」を遵守している

ことを確認する。 
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(b) 放射線管理員は，作業員のふるまいにおいて放射線安全が確保できないと判

断した場合には，放射線安全を確保できるよう，作業員に対し指導する。 

(c) ＴＢＭ－ＫＹに毎日参加し，作業手順を確認するとともに，作業班長と協調

し，放射線管理に係る実施事項を作業員全員に周知徹底する。なお，作業員

に海外からの技術指導者等のメンバーが参加している場合は特に，コミュニ

ケーション不足とならないよう，周知内容を確認する。 

(d) 作業環境および物品の移動に係る放射線測定ならびに作業別線量の集計を行

う。 

(e) 放射線管理責任者に対し，放射線管理上の問題の有無および是正措置等につ

いて報告する。 

８ 被ばく低減に関する事項 

(1) 受注者は，追加仕様書に示す被ばく低減対策以外にも，以下の基本的考え方に基づ

き，具体的な被ばく低減対策を工事担当課に提案すること。 

また，受注者は，機構が採用することとした被ばく低減対策について，施工要領書

へ反映の上，実施すること。 

a 休憩所等の整備および移動動線の最短化 

当該工事において使用する休憩所を決定の上，移動動線における線量当量率を考

慮して最も被ばくが少なくなる動線を選定すること。 

b 工法の改善 

プレキャスト工法などの工法改善は，高線量当量率箇所における作業時間を短縮

するために有効な手段である。 

c 遮蔽効果のある保護衣着用 

移動が少ない作業においては有効な手段である。ただし，保護衣の着用により作業

効率が落ちることから，採用にあたっては十分に留意すること。 

d モックアップによる訓練 

作業効率を高めるために有効な手段である。 

 

９ 作業管理 

(1) 放射線作業管理 

受注者は，事前に実施するリスクアセスメントで，過剰被ばく，身体汚染，内部取り込

み，汚染拡大，放射性物質の舞い上がり等の放射線防護上のリスクを抽出したうえで，作

業環境に応じた放射線防護装備，計画線量，作業人数，放射線業務従事者の個人被ばく歴

を考慮した被ばく低減対策の各項目を含む必要な対策を検討し，合理的な作業計画を立

てる。立案した作業計画に基づき，以下の事項について実施する。 

a 受注者は，工事等の施工に先立ち，事前に実施するリスクアセスメントで，過剰被
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ばく，身体汚染，内部取り込み，汚染拡大，放射性物質の舞い上がり等のリスクを

抽出し，対策を講じた上で計画に反映し，「別表２ 放射線管理計画書作成におけ

る留意事項」に従い，施工内容を明らかにした「放射線管理計画書」を工事担当課

に提出し，機構の確認を得てから作業に着手する。 

b 受注者は，以下の条件全てに該当する場合は「放射線管理計画書」にかえて「作業

件名届」を作成することができる。ただし，機構が指示する場合は，以下の条件全

てに該当した場合であっても「放射線管理計画書」を作成する。 

項目 作業件名届を作成できる条件 

総計画線量 50 人・ｍSv 未満の件名 

個人最大線量 12ｍSv/年度未満の件名 

眼の水晶体の等価線量 12ｍSv/年度未満の件名 

計画作業線量 1.0ｍSv/人・日未満※1の件名 

作業環境線量当量率（1cm 線量当量

率） 

作業エリアが1.0ｍSv/h 未満※2の件名 

区域区分またはzone 以下の区域区分またはzone に立ち入

らない件名 

線量3 区域，汚染D 区域 

Rαzone，Rzone，Yβzone 

放射線防護に係わるリスク 以下の作業に該当しない件名 

体幹部不均等被ばくまたは末端部被

ばくするおそれのある作業 

放射性物質が舞い上がるおそれのあ

る作業 

液体を取り扱うまたは漏洩するおそ

れのある作業※3 

※1実効線量が 1 日につき 1.0ｍSv を超えるおそれのない件名。 

※2移動経路も含めて 1.0ｍSv/ｈ以上のエリアに立ち入らない件名。 

※3放射性物質濃度が明らかに告示濃度限度未満である液体は除く。 

 

c 受注者は，「放射線管理計画書」または「作業件名届」で計画した以下の項目につ

いて，作業着手前に「１7 作業環境モニタリング(1)a」に示す事項を実施し，計画

変更の要否を確認する。計画変更が必要な場合は，作業モニタリング結果を「放射

線管理計画書」または「作業件名届」に反映させ，機構の確認を得る。 

・総計画線量 

・個人線量（体幹部不均等被ばくや末端部被ばくを含む） 
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・１日の計画線量 

・作業時間 

・区域区分 

・放射線防護装備 

d 受注者は，「工事共通仕様書[福島第一]「11.(3)工事の施工方法および工程」の「作

業予定表・防護指示書」作成に際して，予め「放射線管理計画書」または「作業件

名届」に定めた放射線防護措置に従うと共に，放射線作業環境に合致した適切な放

射線防護装備を決定し，工事担当課の確認を得てから作業に着手する。 

e 受注者は，安全総点検及び「１７作業環境モニタリング(1)a」の測定を実施するた

めに作成する「作業予定表・防護指示書」には，「放射線管理計画書」または「作

業件名届」に添付する放射線サーベイ記録または，その他入手可能な最新の放射線

サーベイ記録を添付する。 

「１７作業環境モニタリング(1)a」の測定後は，測定日から５営業日以内に「作業

予定表・防護指示書」に測定結果を添付して工事担当課に提出する。なお，５営業

日以内に作業予定がなく「作業予定表・防護指示書」に添付できない場合は，作業

再開時の「作業予定表・防護指示書」に測定結果を添付して工事担当課に提出する。 

(2)作業中に実施する放射線作業管理対応 

a 受注者は，作業工程ごとの被ばく低減対策および計画線量について，計画どおりの

効果が達成されていることを確認し，工事担当課へ報告する。 

なお，計画どおりの効果が達成できない場合には，工事担当課及び放射線管理課

に連絡し，「放射線管理計画」の見直しについて協議する。 

b 受注者は，作業時間管理を実施する場合，作業員氏名，「管理区域立入許可証」の

個人番号，電子式個人線量計の警報設定値，作業環境想定（例えば，作業員が作業

する位置や，作業位置までのアクセスルートにおける線量当量率等），滞在予定時

間，作業エリア名，作業エリア入域時刻，作業エリア退域予定時刻，作業エリア退

域時刻，電子式個人線量計の線量測定値を記録する。 

c 受注者は，以下の計画に変更が生じる場合は，速やかに「放射線管理計画書」また

は「作業件名届」の内容を変更しなければならない。 

・作業内容（工法・手順・工程） 

・計画線量 

・区域区分またはzone 

・放射線防護装備 

・計画線量と実績線量の乖離率が±20％超過 

異常時の対応として，作業エリアの放射線環境の変動により，以下の計画変更が必

要になる場合は，作業を中断し，速やかに工事担当課に報告する。なお，受注者は

「放射線管理計画書」または「作業件名届」の変更が必要な場合は，「放射線管理
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計画書」または「作業件名届」の内容を変更し，機構の確認を得てから作業を行う。 

・過剰被ばく，身体汚染，内部取り込み，汚染拡大，放射性物質の舞い上がるリスク

に対する新たな対策が必要と判断した場合 

・電子式個人線量計が鳴動し，γ線が1ｍSvを超えた場合またはβ線が5ｍSvを超えた

場合 

また，機構は，次の各号に該当すると認めるときは，その理由を明示して「放射

線管理計画書」または「作業件名届」の変更を依頼することがある。 

ⅰ 第三者に損傷を与えるおそれがある場合 

ⅱ 期間遅延のおそれがある場合 

ⅲ 工事等の成果が得られないおそれがある場合 

ⅳ 機構の要求事項と異なる記載がある場合 

ⅴ 過剰被ばく，身体汚染，内部取り込み，汚染拡大，放射性物質の舞い上がるリ

スクに対する対策が「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映されて

いない場合 

d 受注者は，作業期間中に実施する「１７ 作業環境モニタリング(1)b」の測定の都

度，現状の放射線作業環境が分かる放射線サーベイ記録等を作業エリアに掲示す

るなど，測定結果や必要な留意事項を作業員に周知する。 

 

(3)作業終了後に実施する放射線作業管理対応 

a 受注者は，作業終了後に「１７作業環境モニタリング(1)c」の測定を行い，作業着

手前の放射線作業環境と同等かそれ以下になっていることを確認する。確認の結果，

作業着手前の放射線作業環境と同等かそれ以下にすることが困難な場合は，工事担

当課に報告し，今後の対応について協議する。 

b 受注者は，作業期間終了後，「１２ 線量の管理」に示す事項を実施し「放射線管

理計画書」または「作業件名届」を失効させる。なお，作業期間の延長などの変更

申請は，作業期間終了前に行う。 

c 受注者は，「放射線管理計画書」を失効させた後，作業線量を取りまとめ「放射線

管理報告書」を作成し，工事担当課へ提出する。なお，作業内容に応じて以下の資

料を「放射線管理報告書」に添付する。 

・ＡＬＡＲＡチェックシートの実績，またはＡＬＡＲＡ会議報告書等の被ばく低

減対策の計画と実績が分かる資料 

・放射線サーベイ記録（作業終了時の放射線作業環境が分かる記録） 

・ベータ核種が主線源の場合の内部被ばく管理計画に基づく実績（積算作業時間，

空気中の放射性物質濃度の測定結果，鼻腔スミアの測定結果, その他必要な事

項） 

・考察（作業期間中および作業終了時の計画と実績の差異理由および評価，被ばく
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低減対策効果の評価，改訂内容・理由，反省事項，良好事項など） 

(4) その他 

a 受注者は，管理対象区域内で非汚染系統の配管等を開口する場合には，開口部か

ら汚染が入り込まないよう管理する。 

b 受注者は，内面を通る流体が非汚染系統のみのホース，配管類，または内面を流

れる流体が溶接機のガス，冷却水などの明らかに汚染が無いホース，配管類を管理

対象区域内で扱う場合には，ホース，配管類の開口部から内部に汚染が入り込まな

いよう管理する。 

c 受注者は，管理対象区域内において予期しない汚染（またはそのおそれのある事

象を含む）を床，壁等に発見した場合，直ちに工事担当課に連絡する。 

d 受注者は，区域区分変更以外で，汚染拡大防止や設備の保全等のために靴の履き

替え場所を設置する場合は，管理方法を放射線管理計画書に具体的に記載する。ま

た，靴の履き替え場所が判明した段階で，放射線防護グループに連絡する。 

e 受注者は，汚染の除去又は清掃を行った場合には，その都度，汚染の除去又は清

掃に用いた用具を検査し，汚染が確認されなくなるまで作業員に使用させない。ま

た，その旨を周知すること。 

f 受注者は，作業開始後に計画外事象を発見または発生した場合，対象となる作業

を中断し，作業計画の見直しを行い，工事担当課の確認を得てから作業を再開する。 

 

１０ 区域管理 

受注者は，管理対象区域内作業エリアの作業環境に留意し，計画外被ばく，汚染拡大

防止ならびに身体汚染防止に努める。 

(1) 管理対象区域の区域区分 

管理対象区域の区域区分は以下のとおりとする。  

管理対象区域 

管理区域※１ 
汚染のおそれのない管理区域 

上記以外の区域 

管理区域を除く管理対象区

域 

汚染のおそれのない管理対象区域 

上記以外の区域※２ 

 

※1 管理区域の区域区分を以下に示す。 
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汚染の程度 

による区分 

 

 

 

 

外部放 

射線に係 

る線量当量 

率による区分 

汚染－Ａ区域 

（汚染なし） 

汚染－Ｂ区域 

（汚染－Ｂ） 

汚染－Ｃ区域 

（汚染－Ｃ） 

汚染－Ｄ区域 

（汚染－Ｄ） 

表面汚染 

密度 

(Bq/cm2) 

空気中の 

放射性物質 

濃度 

(Bq/cm3) 

表面汚染 

密度 

(Bq/cm2) 

空気中の 

放射性物質 

濃度 

(Bq/cm3) 

表面汚染 

密度 

(Bq/cm2) 

空気中の 

放射性物質

濃度

(Bq/cm3) 

表面汚染 

密度 

(Bq/cm2) 

空気中の 

放射性物質 

濃度(Bq/cm3) 

汚染のおそれなし 
α 0.4未満 

β 4未満 

α 8×10-8 

未満 

β 3×10-5 

未満 

α 4未満 

β 40未満 

α 8×10-7 

未満 

β 3×10-4  

未満 

α 4以上 

β 40以上 

α 8×10-7以上 

β 3×10-4以上 

線量 

－１ 

0.05 

mSv/h 

未満 

１A 区域 

線量－１ 

汚染なし 

１B 区域 

線量－１ 

汚染－Ｂ 

１C 区域 

線量－１ 

汚染－Ｃ 

１D 区域 

線量－１ 

汚染－Ｄ 

線量 

－２ 

1.00 

mSv/h 

未満 

２A 区域 

線量－２ 

汚染なし 

２B 区域 

線量－２ 

汚染－Ｂ 

２C 区域 

線量－２ 

汚染－Ｃ 

２D 区域 

線量－２ 

汚染－Ｄ 

線量 

－３ 

1.00 

mSv/h 

以上 

３A 区域 

線量－３ 

汚染なし 

３B 区域 

線量－３ 

汚染－Ｂ 

３C 区域 

線量－３ 

汚染－Ｃ 

３D 区域 

線量－３ 

汚染－Ｄ 

注) ・基準値には，天然核種を含まない。 
・表面汚染密度の基準値は，原則としてスミア法による値とする。(ふき取り効率は，最新版の
JISZ-4504に準拠する。) 

・空気中の放射性物質濃度については，２４１Ａｍ（α），９０Ｓｒ（β）を代表とした。 
・上記のＡ区域が，「汚染のおそれのない管理区域」である。 
 

※２管理区域を除く管理対象区域の区域管理を以下に示す。 
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(2) 管理対象区域に係わる設定・解除 

    a 受注者は，工事等に伴い管理区域または管理対象区域の設定・解除が必要な場合は，

下表に示すリードタイムを確保できる時期に「（管理区域・管理対象区域）設定解除

依頼・承認書」を作成し，工事担当課へ提出する。「（管理区域・管理対象区域）設定

解除依頼・承認書」の作成にあたっては「別表１８ （管理区域・管 理対象区域）設

定解除依頼・承認書の作成時の留意事項」を留意すること。なお，管理区域及び管理

対象区域の設定・解除については,管理区域に係る値に基づき実施する。 
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申請区分 区分変更の変更内容 リードタイム 

1 恒久的 3ヶ月以上 

2 一時的（3ヶ月超え） 3ヶ月以上 

3 一時的（3ヶ月以内） 1週間未満 

  b 受注者は，管理区域または管理対象区域の設定・解除にあたっては区画の設置が必要

な場合，区画を設置し，必要な場合は汚染検査所を設置する。この際，従来の管理区

域境界または管理対象区域に係る区画については，工事担当課による設定・解除の妥

当性検証(現場測定含む）が終了しない限り撤去作業を行ってはならない。 また，受

注者は，管理区域または管理対象区域を解除する場合においては，当該区域が「管理

区域に係る値」を下回るよう，必要に応じて遮蔽，除染等の放射線防護措置を講じる

こと。 

(3) 管理対象区域の区域区分変更  

a 管理区域  

(a) 受注者は，工事等に伴い区域区分の変更（設定，解除，変更）が必要な場合は，

下表に示すリードタイム を確保できる時期に「（管理区域・管理対象区域）区域区分

変更依頼・承認書」を作成し，工事担当課へ提出する。 「（管理区域・管理対象区域）

区域区分変更依頼・承認書」の作成にあたっては，「別表１９ （管理区 域・管理対

象区域）区域区分変更依頼・承認書作成にあたっての留意事項」に留意すること。な

お，管理区域の区域区分については,「 (1)※１管理区域の区域区分」に基づき変更

する。 

＜管理区域＞ 

申請区分 区分変更の変更内容 リードタイム 

1 恒久的（汚染のおそれのない管理区域） 3ヶ月以上 

2 一時的（汚染のおそれのない管理区域） 2ヶ月以上 

3 上記以外の管理区域 1週間以上 

(b) 受注者は，区域区分変更の設定にあたって必要な区画物と標示を設置し，また，

必要に応じて保護衣・保護具の着脱エリアや汚染検査エリアを設置する。  

 

(4) 留意事項  

a 受注者は,管理対象区域において汚染土壌等を取扱う場合には,作業開始前に法令で

定める測定を実施するとともに,適切な管理を行うこと。 

b 受注者は,作業員が作業エリアから退出する場合は，身体及び身体に着用している物

並びに物品の表面汚染密度を測定し,汚染がないことを確認する。 

c 身体汚染対応  

・身体汚染発生時には,除染できる体制であること。 
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・顔面汚染発生時には,機構に連絡し指示に従うこと。 

d 休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域 

・受注者は休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域の設定・解除・運用管理を以下 

 のとおり実施する。 

   （a） 汚染のおそれのない管理対象区域の休憩所の要件 

項目 要件 

線量当量率 30μSv/h以下 

表面汚染密

度,空気中放

射性物質濃度 

放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及

び空気中放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超

えるおそれのないこと。また,当該区域に人が立ち入り,または物

品を持ち込もうとする場合は,汚染検査により法令に定める表面

密度限度の１０分の１を超えていないこと,測定場所の放射線レ

ベルが高い場合は,バックグラウンドの３σを超えないようにす

る。 

 

   （b） 汚染のおそれのない管理対象区域の休憩所の設定または解除の手続き 

    受注者は汚染のおそれのない管理対象区域に休憩所を設定または解除する場合 

は,計画時点で工事担当課へ連絡し,「(3)管理対象区域の区域区分変更の手続き」

を実施した後,東電 HD放射線防護グループの立会いを受ける。 

 

    (c) 維持確認 

汚染のおそれのない管理対象区域の休憩所を設定した受注者及び休憩所を利用す 

る受注者は,東電 HD 放射線防護グループから送付される測定データ※を確認する。 

      汚染のおそれのない管理対象区域の要件を維持するための測定データ 

測定項目 測定点 頻 度 維持管理レベル 

線量当量率 ・出入口 

・主通路 

・人の集散場所 

運用中毎日※ 30μSv/h以下 

表面汚染密度 法令に定める管理区域に

係る値を超えるおそれの

ないこと 

空気中放射性

物質濃度 

     ※ 施錠等,人が立ち入れない措置を講じている場合は除く 

（d） 空調設備停止対応 

空調設備または局所排風機の全てが計画停止した場合,または電源停止ならびに設 

備不良により計画外停止に至った場合,休憩所等の運用を中止し,中止した旨を速や 

かに工事担当課に連絡する。 

  なお,空調設備または局所排風機起動後,東電 HD 放射線防護グループが空気中放射
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性物質濃度を測定し, 法令に定める管理区域に係る値以下であることを確認して運

用再開の判断を行う。 

       ＜換気空調設備または局所排風機の停止による運用可否＞ 

換気空調設備または局所排風機 状態 休憩所等の運用可否 

換気空調設備及び局所排風機が

両方ある場合 

どちらも停止 運用中止 

換気空調設備のみ停止(局

排は稼働) 
運用中止 

局所排風機のみ停止(空調

は稼働) 
運用継続可 

換気空調設備のみ 停止 運用中止 

局所排風機のみ 停止 運用中止 

 

１１ 管理対象区域立入許可等 

(1) 対象者 

管理区域立入許可証の発行を受けている者。 

(2) 管理対象区域の登録区分 

受注者は，管理区域等に立ち入る作業員を区分する。 

a 登録区分１：福島第一原子力発電所構内（以下「１Ｆ構内」という。）作業者 

b 女子従事者の線量管理区分については以下の通り。 

線量管理区分Ⅰ 線量管理区分ⅡまたはⅢ以外の女子 

線量管理区分Ⅱ 妊娠中と申告した女子 

線量管理区分Ⅲ 妊娠不能と診断されていると申告した女子 

(3) 放射線業務従事者の健康診断等 

a 受注者は，登録区分１の作業者に対し，「労働安全衛生規則」第45 条，「電離放

射線障害防止規則」第56条に定める健康診断を実施し，健康管理上必要な措置を講

じる。 

b 受注者は，「電離放射線障害防止規則」第44 条1 項に基づき，作業員に対し医師

の診察または処置を受けさせる事由が発生した場合，その旨を受診前に工事担当

課に連絡をする。また，当機構から依頼があった時は，速やかに当該診断書の写し

を工事担当課に提出する。 

c 受注者は，上記ｂの医師の診断の結果，放射線による障害が発生したか，発生する

おそれがあると認められる場合は，受注者が講じた措置を機構に報告する。 

d 受注者は作業員に対して，「電離放射線障害防止規則」第44条1項に該当する場合

は，速やかに医師の診察又は処置を受ける 必要がある旨周知すること。 
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(4) 中央登録センターへの登録及び記載 

a 受注者は，登録区分１の作業員を中央登録センターへ登録し，放射線管理手帳を取

得する。 

b 受注者は，放射線管理手帳に必要な記載を行う。 

(5) 作業者の登録 

a 受注者は，登録区分１の作業員を管理区域等へ立入らせようとする場合，工事担当

課から指示された「構内入構申請並びに構内作業従事者登録申請書兼被ばく歴調

査票」に放射線管理手帳，公的証明及び「管理対象区域内等の遵守事項チェックシ

ート」の写し及び「内部被ばく対応等における個人情報提供に係る同意について」

の不備がないことを確認し工事担当課に提出，確認を受け，申請者本人が東電保安

統括グループによる管理対象区域の立入許可を得る。 

「構内入構申請並びに構内作業従事者登録申請書兼被ばく歴調査票」へ，申請者がタ

イトフィット形呼吸用保護具を着用する作業の対象者か確認し，記載する。 

b 登録する作業員本人は，「管理対象区域内等の遵守事項チェックシート」および

「内部被ばく対応等における個人情報提供に係る同意について」に署名し，併せて

「構内入構申請並びに構内作業従事者登録申請書兼被ばく履歴調査票」，放射線管

理手帳，公的証明を持参し登録窓口にて従事者登録を行う。 

公的証明とは， 

(a) 運転免許証 

(b) 運転経歴証明書※1 

(c) 旅券類（パスポート，レセパセ） 

(d) 個人番号カード※2 

(e) 写真付き住民基本台帳カード(有効期限内まで有効) 

(f) 在留カード（特別永住者証明書含む) 

上記の公的証明を所有していない場合には地方自治体が発行する「住民票の写

し」の原本（地方自治体が発行する「住民票記載事項証明書」の原本を含む）と

公的有資格証（原則，健康保険証等もしくは年金手帳※）の両方を提示する。 

※1 発行日から10回目の誕生日までのものに限る。 

※2 本証明書の提示の際はあらかじめ本人に「個人番号及び基礎年金番号」箇所を非

表示として貰った上で本人確認を行う。 

外国籍の申請者においては，従事者登録の申請書を確認する際，本人確認を目

的とした公的身分証明書の確認に加え，在留資格が「技能実習」「特定技能」「育

成就労」ではないことを確認するため，在留カードまたは外国人登録証明書の提

出を必須とする。 

また，本人確認を特別永住者証明書で行った場合は，在留カード等による「技

能実習」「特定技能」「育成就労」の確認は不要とする。 
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なお，９０日以下の短期在留により在留カードを所持していない申請者につい

ては，受注者から，工事担当課及び放射線管理課に対して，「技能実習」「特定

技能」「育成就労」ではない旨，書類をもって報告し，事前に許可を得ること。 

c 受注者は，「管理区域立入許可証」の受け取りを作業者本人に行わせ，間違いない

か確認させる。 

d 受注者は，作業者の生体認証登録を行わせる。ホールボディカウンタ（WBC）受検

時に認証が失敗する場合は，再登録を行わせる。 

e 受注者は，「管理区域立入許可証」発行前に内部被ばく線量の確認を行うためのバ

ックグラウンド測定をホールボディカウンタ（WBC）で作業員に測定させる。 

f 受注者は，登録後，受け取った「管理区域立入許可証」を作業者より回収・確認す

るとともに記名者本人以外に使用されることのないよう適切な管理を行うこと。 

g 受注者は，管理区域立入許可証について，定期的に所在を確認する。なお，機構

又は東電HDからの依頼に基づき，１回／年頻度にて，報告すること。 

h 万一，紛失が確認された場合は，速やかに機構及び東電HDに連絡し指示を仰ぐこ

と。 

(6) 作業者の登録内容変更 

a 受注者は，登録区分１の作業員の登録内容に変更が生じた場合は，工事担当課から

指示された「登録内容変更申請書」に放射線管理手帳を添付して，登録内容の変更

を申請する。 

(7) 作業者の登録継続・立入許可継続 

a 受注者は，登録区分１の作業員を管理区域等で継続して作業を行わせる場合は，有

効期限以内（６月）に「労働安全衛生規則」第45 条，「電離放射線障害防止規則」

第56 条に定める電離放射線健康診断を行わせる。 

b 受注者は，作業員が健康診断を受ける日の属する年の前年１年間に眼の水晶体に

受けた等価線量が20mSvを超えており，かつ，当該健康診断を受ける日の属する１

年間に眼の水晶体に受ける等価線量が20mSvを超えるおそれがある場合，「電離放

射線障害防止規則」第56条第１項 第４号に規定する白内障に関する眼の検査は，

眼科医が実施する検査を受けさせる。 

(8) 作業者の立入許可取消・登録解除 

a 受注者は，作業員を管理区域等で作業させる必要がなくなった場合，内部被ばくの

評価を行う。 

b 受注者は，登録区分１の作業員を管理区域等で作業させる必要がなくなった場合，

当該作業員について工事担当課から指示された「構内作業従事者登録解除申請書」

に「管理区域立入許可証」を添付して，立入許可取消を申請する。 

なお，作業をさせる必要がなくなった場合とは，６ヶ月以上管理区域等への入域

が無かった者も対象とし，受注者は，その対象者について，今後の作業予定を確認
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したうえで，従事者登録を解除すること。 

c 受注者は，妊娠と診断された女子従事者を管理区域等に入域させないようにする

と共に，速やかに解除処理を行うこと。 

d 工事担当課は作業者について「管理対象区域内等の遵守事項チェックシート」の遵

守事項に疑義が生じた場合，当該作業者について，構内作業従事者の登録解除を行

う場合がある。この場合，受注者は工事担当課の指示に従うこと。 

１２ 管理対象区域立入管理 

(1) 管理対象区域入域時の遵守事項 

a 受注者は，管理対象区域立入許可を得ていない者を，管理対象区域に立ち入らせな

い。 

b 受注者は，作業員を管理対象区域に入域させる際は，機構及び東電HDが定める「別

表３ 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所を経由させる。 

ただし，機構及び東電HDの確認を得て，その指示に従う場合および傷病者や火災

等の対応で緊急に管理対象区域に入域する場合はこの限りではない。 

c 受注者は，管理対象区域に入域しようとする作業員の中に，皮膚に創傷があり，体

内に放射性物質を取り込むおそれのある者を立入らせない。 

なお，受注者は，医療機関による造影剤投与（ＲＩ投与）者を入域させようとす

る場合には，事前に工事担当課に連絡し，その指示に従う。 

d 受注者は，作業員に対して管理対象区域内で作業する場合は不要な飲食物（ガムを

含む）やタバコ等携行品を持ち込ませない。 

なお，管理対象区域の指定された場所に飲食及び喫煙する物を持ち込む場合は，

カバン等に収納し，指定された場所以外で飲食及び喫煙をできないようにする。 

e 受注者は，正門から車両で入構する作業員に対して，管理対象区域内へ飲み物を原

則持ち込ませない対策を講じる。 

f 受注者は，作業員を管理対象区域に入域させる際は，受動形積算線量計を着用させ

るとともに以下のとおり実施する。 

(a) 管理区域立入許可証提示 

「別表３ 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所において，作業員の「管

理区域立入許可証」を出入管理箇所の係員等に提示させる。 

(b) 個人線量計提示 

「別表３ 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所において，個人線量計

を出入管理箇所の係員等に提示させる。 

(c) 電子式個人線量計の借用・提示 

「作業予定表・防護指示書」に従い，電子式線量計を貸出箇所にて借用させ，入

退域管理装置により「管理区域立入許可証」ならびに「作業件名バーコード」の入
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域登録を実施させる。 

「別表３ 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所及び汚染のおそれのな

い管理対象区域と構内の各休憩箇所から作業に向かう際は，電子式線量計を出入

管理箇所の係員等に提示させる。 

ただし，東電放射線防護GMの確認を得て，その指示に従う場合はこの限りではな

い。 

(d) 受動形個人線量計・電子式個人線量計の確実な着用対策 

ⅰ 未着用防止対策の策定 

放射線管理基本計画書で具体的に定めた受動形積算線量計・電子式個人線量計

の未着用防止対策を「放射線管理計画書」に添付し，工事担当課に提出する。ま

た，必要に応じ適宜見直しを実施する。 

ⅱ 作業現場における抜き打ち確認 

受注者は，受動形個人線量計・電子式個人線量計の装着状況について，原則，

作業を監督・管理する者に全件名の作業現場において抜き打ち確認を1 ケ月に1 

回以上を目安に行わせ，結果を記録する。 

作業期間が１ケ月未満の件名については，期間中に１回作業現場において抜き

打ち確認を行い，結果を記録する。 

抜き打ち確認の結果については，工事担当課に提出する。 

ⅲ 作業現場における着用確認 

受注者は，受動形個人線量計（ガラスバッジ，ルミネスバッジ等）と電子式個

人線量計の装着状況を「セルフチェック」及び「相互チェック」（複数名の場合）

にて現物確認を確実に実施する。（一日の作業単位で休憩等の前後それぞれにお

ける作業前・作業中・作業終了後，装備交換所や休憩所で放射線防護装備を脱着

して退出する前に実施。） 

また，確認の結果，受動形個人線量計・電子式個人線量計の未装着があった場

合は，直ちに工事担当課へ連絡させる。 

ⅳ 入構車両運転手の未着用防止対策 

受注者は，正門等より入構し，Green zone のみで作業に従事させる車両運転

手には，受動形個人線量計・電子式個人線量計の装着状況を確実に確認するため，

原則として一般作業服及びチョッキ（クールベスト等含む）を着用させる。 

(e) 保護衣・保護具類の着用 

ⅰ 保護衣・保護具類を配備する「別表３ 管理対象区域の出入管理箇所」の出入

管理箇所及び休憩所において「作業予定表・防護指示書」に従い「別表８ 保

護衣・保護具一覧表」の保護衣・保護具類を着用させ，あるいは作業場所で着

替え等の必要がある場合は携行させる。 

なお，保護衣・保護具類の着用基準については，東京HDの定める基準のとおり
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とし，「１９保護衣・保護具管理」に従い借用，使用する。 

ただし，地震等の緊急時に緊急時対策本部から防護装備の指示があった場合は，

その指示に従う 

     ⅱ リスクアセスメントの結果，当該保護衣・保護具類を使用することで，その

他の危険または有害性の低減対策の障害となる場合は，「東京電力福島第一原

子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」に従い，放射線

防護に対する対策とその他の健康障害防止に対する対策が両立するよう，最適

な保護衣・保護具を工事担当課と協議する。 

g 受注者は，一時立入者を管理対象区域に入域させる際は，以下のとおり実施する。 

(a) 一時立入者用電子式個人線量計の借用 

入退域管理棟チェックポイントで一時立入者用電子式個人線量計を借用させ

る。 

(b) 管理区域等立ち入り前後の測定 

以下の条件に該当する場合，一時立入者のＷＢＣ測定を，一時立入の前後で

行う。 

・内部取り込みの可能性が確認された場合（一時立入後の測定） 

・本人が希望する場合 

(c) 一時立入許可証および一時立入者用電子式個人線量計の提示 

入退域管理棟チェックポイント回転ゲート前において，一時立入許可証およ

び一時立入者用電子式個人線量計を係員等に提示させる。 

(d) 遵守事項の徹底 

案内者は一時立入者に対し遵守すべき事項を指示し，案内者の指示に従わせ

る。 

h 受注者は，東電HDが定める「別表３ 管理対象区域の出入管理箇所」以外の場所（管

理対象区域境界の扉等を開閉しようとする場合を含む）から管理対象区域に出入

りしようとする場合は，作業開始前に工事担当課へ連絡し，機構および東電HDの

確認を得てから管理対象区域に入域する。 

i 受注者は，車両で入構する作業員に対し上記事項を遵守させる。 

なお，「入退域手順確認申請書」を放射線防護ＧＭへ提出することで，入退域

手順について確認させることができる。この場合，正門からの複数名での入域を

可能とする。 

(2) 管理対象区域入域中の遵守事項 

a 受注者は，作業員に対して管理対象区域の指定された箇所以外での飲食（ガム噛

みを含む）および喫煙をさせない。また，作業員は，管理区域等の指定された箇

所以外での飲食（ガム噛みを含む）および喫煙をしてはならない。 

b 受注者は，作業員が休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域に立ち入る場合
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は，身体及び身体に着用している物ならびに携行品の表面汚染密度を測定し，汚

染がないことを確認する。作業員は，前段の測定により汚染を確認した場合，工

事担当課及び放射線管理課へ連絡し指示に従うこと。 

  ただし,汚染のおそれのない管理対象区域(１～４号機及び廃棄物集中処理建屋

周辺の汚染のおそれのない管理対象区域は除く)から作業を伴わず,直接,休憩所

等の汚染のおそれのない管理対象区域に入域する場合は,表面汚染密度の測定を

省略することができる。 

c 受注者は，作業員が管理対象区域にて作業を実施する場合は，当該作業員に電子

式個人線量計を常時着用させる。 

d 受注者は，作業員の電子式個人線量計の警報が連続的に鳴動した場合は，速やか

に付近の作業員含め全員管理区域等の作業エリアから退域させる。（赤ランプ点

灯時も含む） 

e 受注者は，作業員に対して，予期せぬ水たまりには不用意に近づかせない。 

f 受注者は，作業員に対して，予定された場所以外には行かせない。 

g 受注者は，保護衣・保護具類を使用する必要がある旨を周知し，作業環境に合わ

せた保護衣・保護具を作業員に着用させる。また，作業員に対して，放射線防護

以外の目的で保護衣・保護具を使用させない。 

h 受注者は，作業員に対して，汚染が確認された保護衣・保護具類を使用させない。

また汚染を除去しなければ使用してはならない旨周知する。 

i 受注者は，作業員が保護衣・保護具を使用する前に，使用前点検を行わせる。 

j 受注者は，養生された汚染物品の収納に袋等を用いた場合は，当該袋等を再使用

せず，汚染物品として取り扱う。 

k 受注者は，管理対象区域で管理されていない物（仮置き表示等がなく放置された

物）を取り扱う場合は，事前に汚染検査を行ってから取り扱う。 

l 受注者は，作業員の線量を１ｍＳｖ／日を超えさせない。ただし，あらかじめ計

画されている場合を除く。 

m 受注者は，作業員に対して管理対象区域の滞在時間が１日当たり所定労働時間に

加え２時間を超えさせない。 

n 受注者は，工事用機材を仮置きする場合において，線量当量率が仮置き前のバッ

クグラウンドを超える場合は，線量当量率を表示する。また，工事用機材の数量

や種類に変更が生じた場合は，その都度測定を実施する。なお，ロープ等により

区画し，区画境界でバックグラウンドと同等に出来る場合は，線量当量率の表示

は省略可能とする。ただし，休憩所等の作業員が多く集まる場所や人の往来が多

い廊下・階段には，緊急を要する場合を除き仮置きしない。 

o 一般作業服で乗車する車両は,車内をシート養生等するなど汚染拡大の防止に努

める。 
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p 異なる装備で車両へ同乗する場合，作業前の移動時のみ可とし，作業後において

は，異なる装備での同乗は汚染防止の観点から不可とする。 

(3) 管理対象区域退出時の遵守事項 

a 受注者は，管理対象区域から退出しようとする場合は，作業員に対して東電HDが定

める「別表３ 管理対象区域の出入管理箇所」を経由させる。ただし，機構および

東電HDの確認を得て，その指示に従う場合，および傷病者や火災等の対応で緊急に

管理対象区域から退出する場合はこの限りではない。 

b 受注者は，管理対象区域から退出しようとする場合は，「別表３ 管理対象区域の

出入管理箇所」の出入管理箇所において体表面モニタ及び物品搬出入モニタ等に

より，作業員に身体および身体に着用している物ならびに携行品の表面汚染密度

の測定を行わせ，汚染が無いことを確認し退出させる。 

体表面モニタの破損の原因となるため，持ち込んだ墜落制止用器具は携行品と

して，携行品モニタあるいは係員による手サーベイにより搬出すること。 

なお，携行品モニタにより搬出する場合においても，モニタが破損しないよう十

分注意を払うこと。 

作業員は，前段の測定により汚染を確認した場合，工事担当課および放射線管理

課へ連絡し指示に従うこと。 

c 受注者は，管理対象区域から車両で退出しようとする場合は，「１６ 移動車両等

の汚染検査」に従い，管理対象区域から退出する車両に汚染のないことを確認する。 

d 受注者は，作業員に電子式線量計の貸出箇所において，電子式線量計を入退域管理

装置に読み取らせ返却させるとともに出力されたレシートにより測定結果を確認

させる。 

なお，作業員は，測定結果が計画外に1mSv／日を超えている場合または測定値に

疑義がある場合は，工事担当課および放射線管理課へ連絡し指示に従うこと。 

e 受注者は，発電所構内で作業を行い正門等から一時的に構外へ移動し作業後に戻

る場合は，発電所構外に移動する前に入退域管理棟等において身体および身体に

着用している物ならびに携行品の汚染検査を実施する。 

(4) 退避指示が出た時の作業箇所からの緊急退出 

退避指示が出た時の管理対象区域内作業箇所からの緊急退出については以下によ

るが，人身安全の確保を最優先する。 

a 原則，管理対象区域内作業箇所で着用していた保護衣・保護具類は汚染検査エリア

で脱衣する。ただし，人身安全の確保上やむを得ない場合は保護衣・保護具類を着

用したままで「別表３管理対象区域の出入管理箇所」から退出することも可とする 

b 原則，身体および身体に着用している物の表面汚染密度を「別表３ 管理対象区域

の出入管理箇所」の退出モニタ等で測定する。 

ただし，東電HDが別途指示した場合には，身体及び身体に着用している物の表面汚
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染密度の測定をせずに「別表３ 管理対象区域の出入管理箇所」から退出すること

ができる。 

c 電子式線量計については借用箇所への返却を原則とし，返却出来なかった場合に

は，東電HDが別途指示する場所に返却する。 

d 身体および身体に着用している物の表面汚染密度の測定をせずに「別表３ 管理対

象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所から退出した場合には，以下により東電HD

が別途指示する場所で身体および身体に着用している物の表面汚染密度を測定す

る。 

(a) 保護衣・保護具類を着用したまま避難場所へ移動した場合 

ⅰ 原則，表面汚染密度の測定前に保護衣・保護具類を全て脱衣する。ただし，

何らかの理由で脱衣できない場合はこの限りではない。 

ⅱ 原則，身体および身体に着用している物の表面汚染密度を測定する。 

(b) 保護衣・保護具を管理対象区域内で脱衣してきた場合 

ⅰ 可能な範囲で身体および身体に着用している物の表面汚染密度を測定する。 

ⅱ 測定の実施に際して，(a)の保護衣・保護具類を着用したまま避難場所へ移動

してきた者を優先する。 

e 上記の測定により汚染が確認された場合は，区画の設置等汚染が拡大しない措置

を実施し，除染等必要な措置を行う。 

また，保護衣・保護具類を着用したまま測定し汚染が確認された場合は，保護衣・

保護具類を脱衣して再測定する。それでも汚染が確認された場合は，工事担当課お

よび東電HDの指示に従うこと。 

(5) 機構及び東電HDは，作業員が法令に抵触する可能性がある場合，当該作業員につい

て，入域制限措置を行う場合がある。 

１３ 線量の管理 

(1) 線量の測定・評価 

a 外部被ばくによる線量 

(a) 受注者は，東電HDが貸与する電子式線量計を作業員の胸部（女子の場合，線量管

理区分Ⅲの者以外は腹部）に着用させ，電子式線量計を不正に使用しないこと。 

(b) 受注者は，ベータ線による被ばくが想定される場合には，γ・β用電子式線量計

または1cm・70μm用電子式個人線量計を作業員に着用させる。 

(c) 受注者は，管理区域等に立入る作業員に対して，胸部（女子の場合，線量管理区

分Ⅲの者以外は腹部）に，「１８ 放射線計測器管理」に基づく受注者持ちの受

動形積算線量計を作業員に着用させる。 

(d) 受注者は,作業員の等価線量（眼の水晶体）が12mSv/年を超えるおそれがある場

合,または超えたことを確認した場合,「線量管理計画書」を作成し管理箇所へ提
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出する。併せて,対象となった作業員の近傍（β線が支配的なエリアにて全面マ

スクを着用して作業する場合はマスク内の額の位置）に「１８ 放射線計測器管

理」に基づく受注者持ちの受動形個人線量計（ガラスバッジ,ルミネスバッジ等）

を着用させる。水晶体用バッジを装着する場合は,落下・紛失の防止対策（立入

許可証ストラップとつなげる）を講じる。 

   また,水晶体用バッジについて,作業時以外で明らかに全身均等被ばくとなる

低線量エリアで移動,休憩する場合は,胸部（女子の場合,線量管理区分Ⅲの者以

外は腹部）に装着してもよい。 

   例：入退域管理棟から免震重要棟までバスで移動する場合 

     休憩所に滞在している場合 

     作業後に装備交換所で着替えて事務本館に移動する場合等 

 

(e) 受注者は，作業員の日々の線量を，原則として電子式線量計により確認把握す

る。確認の結果，線量を修正する必要がある場合には，「線量評価報告及び修正

申請書（兼通知書）」を作成し，工事担当課および東電放射線防護グループに提

出する。また，線量を除く登録情報を修正する必要がある場合は，「作業件名別

線量集計システムデータ修正依頼書」を作成し，速やかに工事担当課および東電

放射線防護グループに提出する。 

(f) 受注者は，作業員の外部線量について，個人線量計の測定値により毎月1 日を始

期とする１ヶ月単位（月の途中で作業が終了し，放射線業務従事者登録を解除す

る場合は，その都度）で，次の評価を行う。 

ⅰ 体幹部均等被ばくの場合 

胸部（女子の場合，線量管理区分Ⅲの者以外は腹部）に着用する個人線量

計の測定値により評価する。 

b 内部被ばくによる線量 

(a) 受注者は，東電HDのホールボディカウンタ（以下，ＷＢＣという）を用いて内

部被ばくによる線量を測定する。なお，病気，死亡等のやむを得ない状況によ

り，ＷＢＣ測定ができない場合は，空気中放射性物質濃度からの計算方法によ

り内部被ばく線量を評価する。 

(b) 受注者は，作業員に次のＷＢＣ測定頻度により，ＷＢＣ測定を行う。 

ⅰ 放射線業務従事者登録時測定 

放射線業務従事者登録時に，その都度実施する。 

ⅱ 定期測定 

放射線業務従事者は3ヶ月に1 回実施する。また，女子の放射線業務従事者（線量

管理区分Ⅲの者を除く。）は１ヶ月に１回実施する。 

ただし，受注者は管理対象区域への入域がない場合には，測定を省略できる。 
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ⅲ 放射線業務従事者登録解除時測定 

放射線業務従事者登録解除時にその都度実施する。 

なお，受注者は前回測定以降に管理対象区域への入域がない場合にも，測定を省略

できる。 

ⅳ 随時測定 

受注者が「電離放射線障害防止規則」第４４条第１項３号に抵触するおそれがあ

ると判断した場合であり，以下に該当する場合に実施する。 

(ⅰ) 退出モニタ等で汚染警報が発生し，顔面の汚染のうち鼻または口で汚染が検出

された場合。 

(ⅱ) 退出モニタ等で汚染警報が発生し，顔面（(ⅰ)の場合を除く），頭部で汚染が

あり鼻腔スミアで汚染が検出された場合。 

(ⅲ) 防護用マスク（全面マスク・半面マスク）のフィルタ外面に汚染を検出し，フ

ィルタ内面（ねじ込み部）とフィルタと面体に汚染が検出した場合 

(ⅳ) その他，放射性物質を摂取したおそれがあると判断された場合。 

(c) 受注者は，(b)ⅰ，ⅱ，ⅲ項で測定した結果，20,000 カウント以上の場合は，

放射線管理課又は東電放射線防護グループの指示に従い，精密検査用ＷＢＣを

用いて測定を行うとともに，「内部線量測定計画書」を作成し，放射線管理課

および東電放射線防護グループの確認を受けた後，計画書に基づき測定を実施

し，内部線量を評価する。 

(d) 受注者は，内部被ばくによる線量を評価する際，機構又は東電HDがバイオアッ

セイ測定の実施が必要と判断した場合は，当該作業者の生体試料を提出した上

で，機構又は東電HDより提示されたバイオアッセイ測定結果を用いて内部被ば

く線量評価を行う。 

・当該作業者の生体試料の提出にあたり，当該作業者の薬物の服用及び医療用RI 投

与の有無にかかわる情報を機構および東電HDに連絡する。 

なお，この様な状況に備えて，福島第一原子力発電所における放射線業務従

事者の個人情報について，指定医療機関等に対し提供すること，また，指定医

療機関等による治療状況とその結果についての個人情報を，指定医療機関等よ

り提供を受けることについて，事前に放射線業務従事者の同意を得ること。 

(2) 線量の確認 

a 受注者は，作業員の線量が関係法令に定める線量限度及び個人線量上限値以下で

あることを確認するとともに，超えないように管理する。 

b 受注者は，前歴線量を暫定線量から確定線量への置き換えを依頼する場合，「前歴

線量修正依頼書」を作成し，工事担当課および東電放射線防護グループへ提出する。 

なお，作業員の線量が「別表４ 放射線業務従事者の線量限度ならびに確認線量」

で定める確認線量を超えた者に関しては，線量限度に対して，きめ細やかな管理を
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要することから，従事者登録時の前歴線量について，再確認・精査すること。 

c 受注者は，作業員の線量が「別表４ 放射線業務従事者の線量限度ならびに確認線

量」で定める確認線量を超え，または東電放射線防護グループから確認線量を超え

た旨の連絡があった場合，受注者の今後の線量管理について「線量管理計画書」を

作成し，速やかに工事担当課および東電放射線防護グループへ提出する。 

なお，個人線量目標値を超えるおそれがある，または超えた作業員について，「個

人線量目標値 超過・変更申請書」にて東電HDに提出し，発電所長の承認が得られ

たことを確認してから作業に従事させる。この場合「線量管理計画書」の提出を要

しない。 

d 受注者は，受注者が作成し工事担当課および東電放射線防護グループの確認を受

けた線量管理計画に基づき，作業員の線量管理を行う。ただし，受注者は，計画を

見直す必要が生じた場合，または東電放射線防護グループから線量管理計画の見

直しを指示された場合には，工事担当課と協議し，再度，「線量管理計画書」を作

成し，速やかに担当課および東電放射線防護グループへ提出する。 

(3) 線量の報告 

受注者は，次の事項について速やかに工事担当課および東電放射線防護グループ

へ報告する。 

a 東電HDより確認依頼された線量固定結果通知票に問題ない場合はその評価結果

（「線量評価結果報告書」）※１を報告する。また，相違がある場合は東電放射線

防護グループの指示に従い，その評価結果（評価集約シート）※２を修正・追加し

たうえで報告する。 

b 既に報告が完了した外部線量の評価結果について，補正を行う必要が生じた場合

には，その評価結果（「外部線量補正評価結果報告書」）を提出する。 

c 体幹部不均等被ばく，末端部被ばく，身体汚染による被ばくがあった場合は，評価

方法を記載したうえで，その評価結果（「評価集約シート」）を提出する。 

d 「内部線量測定計画書」に基づき，内部線量の評価を行い，受注者で定める記録レ

ベル以上の評価結果となった場合（「内部線量評価結果報告書」）を提出する。 

※１ 東電放射線防護グループが受領した時点で報告が完了とする 

※２ 当該記録については「電離放射線障害防止規則」第59 条2 の規定による指

定緊急作業従事者の線量等管理実施状況報告書として取り扱い，東電放射線

防護グループが代表して厚生労働省へ提出する 

(4) 線量の記録 

a 受注者は，線量評価結果を関係法令に基づき記録し，保存する。 

(5) 線量の通知 

a 受注者は，JAEAもしくは東電放射線防護グループから送付された個人線量を作業

員に交付する。ただし，受注者が行っている線量通知の内容が東電放射線防護グル
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ープから送付された個人線量の内容を網羅している場合には，この線量通知をも

って東電放射線防護グループから送付された個人線量の交付に代えることができ

る。 

b 受注者は，線量評価結果を評価の都度「放射線管理手帳」に記入する。 

(6) その他 

a 適切な線量管理を行うため，受注者は，厚生労働省指示「東京電力福島第一原子力

発電所における安全衛生管理対策のためのガイドラインの策定について（基発0826 

第3 号）」を放射線管理計画に反映すること。 

１４ 管理対象区域内における物品移動 

(1) 管理対象区域内における物品移動 

受注者は，管理対象区域内における「所外搬出を除く管理区域と管理対象区域（管

理区域を除く管理対象区域）間の物品移動（輸送）」，「管理区域と管理区域間の物

品移動（輸送）」，「管理対象区域と管理対象区域間の移動（輸送）」に際しては，

以下の事項を実施する。 

a 物品が収納されている梱包または容器の運搬物を運搬機器に積付けする場合には，

運搬中に移動，転倒または，転落を防止する措置を講じる。 

b 同一の運搬機器に危険物を混載させないこと。 

１５ 管理対象区域からの物品移動 

受注者は物品（携行品・車両を除く）を福島第一原子力発電所管理対象区域外へ移動

する場合には，以下のとおり実施する。ただし，廃棄を目的に持ち出す場合，または移

動先で物品を焼却処理等により濃縮の上該当物品を福島第一原子力発電所に持ち帰れ

ない場合は管理対象区域から持ち出してはならない。（携行品は「１２管理対象区域立

入管理」，車両については「１６移動車両等の汚染検査」参照） 

(1) 物品移動の分類 

a 汚染物品の移動 

汚染物品の移動とは，管理対象区域から核燃料物質等を「核燃料物質等の工場又は

事業所の外における運搬に関する規則」「核燃料物質等車両運搬規則」等の法令に従

い運搬する事業所外運搬をいう。 

受注者は，事業所外運搬により「別表５ 物品移動基準」の汚染物品の基準を満足

する物品を搬出できる。事業所外運搬の計画にあたっては，工事担当課および放射線

防護グループに相談の上，運搬先が核燃料物質等を取り扱うことができる管理区域

であることを確認するとともに，汚染物品に含まれる放射能量を評価し，汚染物品を

収納した輸送物の区分を決定する。 

b 非汚染物品の移動 
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受注者は，「別表５ 物品移動基準」の非汚染物品の基準を満足する物品を搬出で

きる。 

(2) 汚染検査 

受注者は，管理対象区域から物品（事業所外運搬における輸送物を積載した運搬車

両を含む）を移動する際に，以下の通り事前に汚染検査を行い「別表５ 物品移動基

準」に適合していることを確認する。その後，汚染検査を受検し，「別表５ 物品移

動基準」に適合した物品だけを搬出する。 

事業所外運搬以外の車両による物品持ち出しについては「１６ 移動車両等の汚染

検査」に従う。 

a 汚染物品 

(a) 汚染物品を収納した輸送物は，表面汚染密度の測定をスミア法で確認する他，表

面線量当量率及び表面から１ｍの線量当量率を確認する。 

測定後の輸送物については，移動時までに測定結果に変動することがないよう

保管する。 

(b) 輸送物を積載した運搬車両は，表面汚染密度の測定を直接法または，スミア法で

確認する他，表面線量当量率，表面から１ｍの線量当量率及び運転席の線量当量

率を確認する。 

b 非汚染物品 

(a) 放射能濃度の測定が必要な物品は，工事担当課に核種分析依頼を行い確認する。 

(b) 表面汚染密度の測定が必要な物品は，直接法または，スミア法で確認する。 

測定後の物品については，移動時までに測定結果に変動することがないよう保

管する。 

(c) 搬出を計画する際は，「１Ｆ持出物品確認書・申請書 兼 正門物品搬出票」を作

成し，物品の持ち出しについて工事担当課の確認を得るとともに，事前測定した

結果を反映後に東電放射線防護グループへ申請し確認を得る。なお，搬出の内容

に変更が生じた際は，申請前までに工事担当課の確認を得ること。 

また，核種分析が必要な試料や事前測定を行った日から速やかに持ち出さない

場合は，「持出物品事前調整書」を作成し，事前に工事担当課と東電放射線防護

グループの確認を得ること。 

(3) 汚染物品移動に係わる手続き 

a 「放射線防護計画」の作成 

受注者は，「放射線防護計画」をあらかじめ作成し，工事担当課へ提出する。 

b 輸送計画書，物品管理票，イエローカードの携行 

受注者は，工事担当課又は東電HDより輸送計画書，物品管理票，イエローカードを

受領し，事業所外運搬時に携行する。 

c 事業所外運搬の実施前の確認 
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受注者は，事業所外運搬の実施前に，工事担当課および東電HDへ原子力損害賠償措

置の手続きが完了していること，および通報連絡が完了していることを確認する。 

d 事業所外運搬の実施時の連絡 

受注者は，工事担当課および東電HDに事業所外運搬の開始の連絡を行う。また，運

搬先に到着した後，同箇所に事業所外運搬の完了の連絡を行う。 

e 報告 

受注者は，事業所外運搬の実施後に，「輸送記録（任意様式）」を工事担当課およ

び東電HDへ提出する。 

１６ 移動車両等の汚染検査 

受注者は移動車両等の汚染検査を以下の通り実施する。 

(1) 管理対象区域から退出する際の車両汚染検査 

管理対象区域から車両で退出する場合には，東電１Fの車両汚染検査場若しくは，車

両汚染検査場に準じる空間線量当量率が低い箇所で東電放射線防護グループの実施す

る「管理対象区域から退出する車両の汚染検査」を受検する。 

なお，生コン車およびダンプ車に限り，正門での入構から退構時の汚染検査の間，

車両からの降車および窓の開閉を行わなかった場合（Green zone での開閉は含む）

は，運転手座席やハンドル等の人が触れる場所以外の測定を省略することができる。 

(2) 移動車両による物品持ち出し 

構内作業で使用した携行品以外の物品を，管理対象区域から退出する車両にて同区

域外に持ち出す場合は，事前に汚染検査を実施し，スクリーニングレベルを超えてい

ないことを確認するとともに「１Ｆ持出物品確認書・申請書 兼 正門物品搬出票」を

作成し東電放射線防護グループの確認を得る。 

 

１７ 作業環境のモニタリング 

受注者は作業環境のモニタリングについて以下のとおり実施する。 

(1) 作業環境モニタリング：線量当量率，表面汚染密度，空気中放射性物質濃度 

作業着手前・作業中・作業後に線量当量率，表面汚染密度，空気中放射性物質濃度

の測定を実施する。作業環境モニタリング結果は計画線量の精度，放射線防護装備の

選定に関わるため，作業内容，作業姿勢を考慮した位置で測定を行う。 

(2) 作業環境モニタリング結果に伴う放射線防護措置への反映 

上記(1)の測定結果に基づき，以下の放射線防護上の必要な対応を実施する。 

a 線量当量率 

作業する位置における線量当量率から算出した総線量，個人線量，１日の計画線量，

作業時間の妥当性を確認する。確認した結果，見直しが必要な場合は作業を中断し，
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体幹部不均等被ばくまたは末端部被ばくの追加評価の有無，作業工法や追加遮蔽の

有無等を検討し，「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映させる。 

b 空気中放射性物質濃度 

作業する位置（放射性物質を舞い上げるおそれのある作業はその近傍も含む）にお

ける空気中放射性物質濃度に基づき，放射線防護装備の妥当性を確認する。確認した

結果，見直しが必要な場合は作業を中断し，放射線防護装備変更の有無，作業工法変

更の有無等を検討し，「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映させる。 

c 表面汚染密度 

作業内容，作業姿勢を考慮した測定箇所における表面汚染密度に基づき，放射線防

護装備の妥当性を確認する。確認した結果，見直しが必要な場合は作業を中断し，放

射線防護装備変更の有無，作業工法変更の有無等を検討し，「放射線管理計画書」ま

たは「作業件名届」に反映させる。 

d 計画線量 

上記(1)の測定結果から算出した計画線量と，当初の計画線量に差が生じた場合な

どは，「放射線管理計画書」または「作業件名届」の計画線量と実績線量の乖離率が

±20％を超過する前に，計画線量の見直しを行い，差異理由を工事担当課に報告する。

なお，総計画線量25 人・ミリシーベルト未満の件名は対象外とする。ただし，東電

HDが差異理由を求めた場合は報告する。 

(3) 測定結果の作業担当課への提出 

上記(1)の測定結果は，線量当量率・空気中放射性物質濃度・表面汚染密度情報とし

て共有するため，作業担当課に提出する。 

(4) その他，機構への提出図書類に含まれる放射線データの取り扱い 

受注者は，作業環境モニタリングの放射線データ以外で，機構への提出図書類に放

射線データが含まれる場合は放射線測定を行う前に「測定計画書」を工事担当課に提

出する。 

１８ 放射線計測器管理 

(1) 貸与する放射線計測器 

a 借 用 

(a)東電HDが受注者に貸与する放射線計測器は，原則として無償貸与とする。貸与す

る放射線計測器の種類および品目は「別表６ 放射線計測器一覧表」による。貸与

する放射線計測器の受渡し場所は，東電HDが指定する貸出場所とし，原則として１

日とする。なお，具体的な貸出場所については，「別表７ 放射線計測器の貸出場

所」に示す。 

(b) 受注者は，貸出場所で貸与する放射線計測器の借用を行う場合は，「放射線計測

器貸出台帳」に借用者名・借用年月日・返却予定日・件名を記載し，授受管理を行
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う。また，受注者は，貸出場所で貸与した放射線計測器（東電HDから貸与される電

子式線量計を含む）が受注者の責に帰すべき事由により，紛失，破損，汚染等が発

生した場合は，工事担当課及び東電HD保安総括グループまたは貸出場所に報告す

る。受注者は工事担当課および東電保安総括グループと協議のうえ，対応内容を確

定し，受注者の負担にて貸与した放射線計測器の修理，除染，同等品の弁償等を行

う。 

(c) 受注者は，放射線計測器を長期で借用しようとする場合，予め「放射線計測器長

期借用依頼書」を作成し工事担当課の確認を受けて，放射線管理課または東電HD保

安総括グループに提出すること。 

また，「放射線計測器貸出台帳」に借用者所属氏名，借用年月日，返却予定日，

作業件名を記載し授受管理を行う。なお，放射線計測器の長期借用は，日々の返却

を行うことが効率的でない場合（継続的に放射線（能）を測定する必要がある場合，

放射線計測器を移動させることが困難な場合および定例的な測定を業務として行

う場合など）であって，放射線計測器を紛失，破損，汚染等をさせないような保管

管理が可能なことを前提とする。 

b 使 用 

(a) 受注者は，借用した放射線計測器の保管，取扱いおよび使用にあたり，次の事

項に留意する。 

ⅰ 性能および機能の保全 

ⅱ 紛失，破損，汚染等の防止 

(b) 受注者は，使用開始前に，放射線計測器について外観点検等の静的チェック・

チェック線源による動作チェック等の必要な使用前点検項目を定め，これを実施

し，異常のないことを確認してから使用する。 

(c) 受注者は，使用開始前に使用する放射線計測器類が校正の有効期限内にあるこ

とを貼付されている「校正期限ラベル」により確認する。 

(d) 受注者は，放射線計測器を使用することが不適当であると認めた場合，または，

紛失，破損，汚染等の異常が発生した場合は，使用を中止し，直ちに工事担当課

及び東電HD保安総括グループまたは貸出場所へ報告する。 

(e) 受注者は，上記(d)のほかに，異常確認項目がある場合にはそれをあらかじめ定

め，その異常項目が確認された場合は，使用を中止し，直ちに工事担当課及び東

電HD保安総括グループまたは貸出場所へ報告する。 

(f) 受注者は，使用後，使用開始前の点検項目と同様に使用後点検項目を定め，こ

れを実施する。 

(g) 受注者は，借用した放射線計測器類の管理について，定められたルールに従い

慎重かつ適切に行う。 

c 返 却 
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(a) 受注者は，放射線計測器の返却にあたり，借用した放射線計測器の異常の有無

を確認し，「放射線計測器貸出台帳」に返却日・使用後状態を記載し，貸出場所

へ返却する。この際，使用先に変更があれば反映する。 

(b) 東電HDは，受注者に対して，次の各号に該当すると認めるときは，その理由を

明示して東電HDが貸与した放射線計測器の返却を依頼することがある。 

ⅰ 第三者に損傷を与えるおそれがある場合 

ⅱ 期間遅延のおそれがある場合 

ⅲ 工事等の成果が得られないおそれがある場合 

ⅳ 東電HDの要求仕様と異なる場合 

(2) 受注者持ちの放射線計測器 

a 受注者は，受注者持ちの放射線計測器の調達に際しては，使用環境や使用条件等を

勘案し，放射線計測上十分な性能を有する放射線計測器を選定し，必要数量を確保

する。なお，受動形個人線量計を使用する際には，公益財団法人日本適合性認定協

会（ＪＡＢ）の認定を受けた受動形個人線量計を選定する。 

b 受注者は，受注者持ちの放射線計測器の損傷，劣化または紛失を防止するため，配

備，使用，校正・点検および廃棄の方法を定め，健全な状態で使用する。 

c 受注者は，受注者持ちの放射線計測器を使用する場合は，当該計測器の校正を実施

した都度，品名，管理番号，製造番号，型式，校正日，有効期限を記載した「放射

線計測器リスト（任意様式）」及び校正成績書を工事担当課および東電HD保安総括

グループに提出する。 

なお，受注者は，校正成績書が非ＪＣＳＳ登録事業者による校正した記録である場

合は，校正成績書にトレーサビリティ体系図を添付して提出する。 

(3) 放射線計測器の使用に関する要望等 

受注者は，放射線計測器の使用に関する要望等がある場合は，工事担当課に相談

を行う。 

１９ 保護衣・保護具管理 

(1) 貸与する保護衣・保護具 

a 借 用 

(a) 東電HDが受注者に貸与する保護衣・保護具（Y装備）の種類および品目は「別表

８ 保護衣・保護具一覧表」による。貸与する保護衣・保護具の受渡し場所は，東

電HDが指定する配備場所および貸出場所とする。 

なお，受注者は，東電HDが貸与した保護衣・保護具（Y装備）が受注者の責に帰

すべき事由により，紛失，破損等が発生した場合は，直ちに工事担当課および東電

HD保安総括グループに報告する。受注者は工事担当課および東電HD保安総括グル

ープと協議のうえ，修理内容を確定し，受注者の負担にて貸与した保護衣・保護具
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の修理を行う。 

b 使 用 

(a) 受注者は，借用した保護衣・保護具の保管，取扱いおよび使用にあたり，次の事

項に留意する。 

ⅰ 性能および機能の保全 

ⅱ 紛失や破損の防止 

ⅲ 機構が配備した保護衣・保護具類を許可なく加工する行為の禁止 

(b) 受注者は，保護衣・保護具の使用前に，「別表９ 保護衣類外観点検一覧表」お

よび「別表１０ マスク類外観点検一覧表」に示す点検内容について点検を実施し，

異常のないことを確認し使用する。 

(c) 受注者は，全面マスク・半面マスクを使用する場合，「型式検定合格標章」が確

実に貼付されていることを確認してから使用する。なお，受注者は，「型式検定合

格標章」が貼付されていない場合は，使用してはならない。 

(d) 受注者は，貸出場所で借用した保護衣・保護具（Y装備）を着用することが不適

当であると認められた場合，または紛失，破損等の異常が発生した場合は，使用を

中止し，速やかに工事担当課および貸出場所へ報告し，返却する。 

(e) 受注者は，マスク類の着用に際しては，取扱説明書あるいは使い方に関する注意

事項を記載した掲示物の内容に従う。 

(f) 受注者は，タイトフィット形呼吸用保護具を使用する場合，フィットテストを受

検し，顔と呼吸保護具の適応性や密着性を確認する。なお，緊急時にやむを得ずマ

スクを着用する場合は，フィットテストを実施していない種類のマスクについて

も使用を可とする。 

また，以下の条件を遵守すること。 

① 面体と顔の間にタオル等を挟んで使用しないこと 

② 着用者のひげ，もみあげ，前髪等が面体の接触部と顔面の間に入り込む，排気弁

の作動を妨害する等の状態で使用しないこと 

③ ヘルメットの上からしめひもを使用しないこと 

c 返 却 

受注者は，使用した保護衣・保護具を東電HDが指定した箇所に廃棄又は返却する。 

なお，受注者は，消耗品を除く保護具類に汚染が確認された場合，受注者は，汚

染が検出されなくなるまで除染を行う。ただし，汚染が検出されなくなるまで除染

できない場合は，工事担当課に連絡し指示に従う。 

 

(2) 受注者持ちの保護衣・保護具 

 a 受注者が自ら準備する保護衣・保護具（G装備）の種類および品目は「別表８ 保

護衣・保護具一覧表」による。 
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b 受注者は，工事等の施工にあたり，「別表１１ 保護衣類の着用基準」またはマス

ク類の着用基準に定めるものの代替および東電HDが貸与するサイズ以外を使用す

る必要がある場合，工事担当課の承認を得る。なお，確認された内容については，

作業予定表・防護指示書等により作業員等へ周知すること。 

c 受注者は，受注者持ちの保護衣・保護具（G装備）の調達に際しては，作業環境や

作業条件等を勘案し，放射線防護上十分な性能を有する保護衣・保護具を選定し，

必要数量を確保する。 

d 受注者は，受注者持ちの保護衣・保護具（G装備）の損傷，劣化または紛失を防止

するため，配備，回収，運搬，汚染確認，除染・点検および廃棄の方法を定め，健

全な状態で使用する。 

e 受注者は，作業環境に応じて被ばく低減のための，遮蔽スーツ，軍手，フェースガ

ード等を持参し着用することができる。なお，着用時には，「１２ 線量の管理」

に従い，必要に応じて補助線量計を着用し，線量評価を行い報告する。 

f 受注者は，放射線防護の目的以外で呼吸用保護具を使用する場合，作業環境や作業

条件等を勘案し，受注者にて調達を行う。 

g 受注者は，マスク類の着用基準または「別表１１ 保護衣類の着用基準」に定める

放射線防護の目的以外において，東電HDから貸与する保護衣・保護具（Y装備）を

省略し，受注者が自ら調達し使用する場合，「管理対象区域用保護衣・保護具特例

運用承認申請書」を放射線防護グループへ提出し，承認を得る。 

 

(3) 呼吸用保護具プログラム 

a 受注者は JIS T 8150(2021) 呼吸用保護具の選択，使用及び保守管理方法に則り，

呼吸用保護具プログラムを策定し，運用すること。なお，呼吸用保護具プログラ

ム管理者及び担当適任者の他の職務との兼務は可とする。 

b 「呼吸用保護具プログラム」の内，フィットテストの対象となる呼吸用保護具は

使い捨て防じんマスク（ＤＳ２マスク），全面マスク，半面マスク，電動ファン

式全面マスクなどのタイトフィット形呼吸用保護具とする。 

c 受注者は，作業員に対してフィットテストを実施し，工事担当課及び東電 HD保安

総括グループに実績を報告すること。なお，半期毎（上期・下期）に実施する全

面マスク反復教育のいずれかにおいて，フィットテストを実施し，保安総括グル

ープに実績を報告することも可とする。 

また，フィットテストに必要な資機材等は受注者が準備を行うこととする。 

ただし，呼吸用保護具については受注者の借用希望がある場合に限り，東電 HDが

貸出することとする。借用を希望する場合は，保護衣・保護具借用申請書を１週間

前までに保安総括グループまでに提出すること。 
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d 作業員は，「別表１０マスク類外観点検一覧表」に基づき，呼吸用保護具の使用前

に点検を実施し，異常がないことを確認し，使用すること。 

 

２０ 放射性廃棄物管理  

受注者は，事前に組立等を行い，物品の持ち込みを最小限にするように努めること。

また，物品の再使用や再利用に努め，梱包材や残材の廃棄を極力少なくするとともに，

廃棄の際は工事担当課の指示に従い，適切に分別すること。 

２１ 教育 

受注者は，次に定める教育を実施するとともに，機構から要求があった場合は，教育

実施状況（教育現場および教育の実施記録等）の記録を提出すること。なお，機構が開

催する教育に参加することも可能とする。 

(1) 作業員に対する教育 

a 教育の名称および科目 

(a) 管理対象区域入域前教育（以下のⅰおよびⅱについては，「電離放射線障害防止

規則」第52 条の7 第1 項第1～5 号） 

ⅰ 基礎的知識（a 教育） 

ⅱ 実務的知識（b 教育） 

ⅲ 女子の基礎的知識（a‘教育） 

(b) 管理対象区域入域後教育（以下のⅰについては，「電離放射線障害防止規則」第

52 条の7 第1 項第6号） 

ⅰ 実技教育（c 教育） 

ⅱ 総合的実地教育（d 教育） 

(c) 厚生労働省「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のため

のガイドライン」（平成２７年８月２６日付 基発０８２６第１号）に基づく「新

規入場者教育」「施工計画作成者教育」 

b 教育の内容および方法 

受注者は，「別表１２ 放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育」，「別

表１３ 放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育（女子）」，「別表１４ 

教育の免除・省略区分（一部または全部）」，「別表１５ 新規入場者教育」「別表

１６ 施工計画作成者教育」に示す教育内容および方法に基づき，教育を実施する。 

なお，既に放射線業務従事者であって，厚生労働省「東京電力福島第一原子力発

電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」（平成２７年８月２６日付 

基発０８２６第１号）の「施工計画作成者教育」を受講する者は，「新規入場者教

育」を実施しなければならない。 

c 講師の要件 
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(a) 「基礎的知識」および「女子の基礎的知識」 

ⅰ 第1 種放射線取扱主任者免状を有する者で，放射線管理実務の経験が6 ヶ月以

上の者 

ⅱ 第2 種放射線取扱主任者免状を有する者で，放射線管理実務の経験が1 年以上

の者 

ⅲ 旧日本原子力研究所（現：国立行政法人 日本原子力研究開発機構）の保健物理

課程（平成9 年度まで実施）を修了し，かつ放射線管理実務の経験が1 年以上

の者 

ⅳ 旧日本原子力研究所（現：国立行政法人 日本原子力研究開発機構）の放射線防

護専門課程（平成9 年度まで実施）または国立行政法人放射線医学総合研究所

の放射線防護課程を修了し，かつ放射線管理実務の経験が2 年以上の者 

ⅴ その他，上記と同等の知識および経験を有する者 

(b) 「実務的知識」 

(a)と同等の知識を有し，原子力発電所での放射線管理業務の経験が1 年以上で，

かつ東電原子力発電所の当該業務経験が直近の1 年半に1ヶ月以上ある者。 

(c) 「実技教育」および「総合的実地教育」 

下記に示すどちらかの要件を満たす者 

・福島第一原子力発電所での放射線管理業務の経験が 1 年以上あり，かつ福島

第一原子力発電所の当該業務経験が直近の 1 年半に 1 ヶ月以上ある者。 

・福島第一原子力発電所での管理対象区域内業務の経験が1年以上あり，かつ受

注者または銃駐車が受注業務を再委託した直接の委託先（一次請け事業者）に所

属する者のうち作業班長等として作業を指揮しうる者。 

(2) 放射線管理員に対する教育 

受注者は，職務に従事する前に，関係法令および本仕様書に関する教育ならびに放

射線管理業務に関する教育を実施する。 

ただし，過去1 年以内に受講歴がある者については，免除できる。 

(3) 保護具着用管理責任者に対する教育 

受注者は，職務に従事する前に，職務を遂行するために必要な事項について，教

育を実施する。 

ただし，過去１年以内に受講歴がある者については，免除できる。 

(4) その他の教育 

a 受注者は，関係法令が改正された場合等には，必要に応じ作業員等に対して教育を

実施する。 

b 受注者は，機構および東電HDの放射線管理の方法が変更になった場合には，機構お

よび東電HDの提示する内容に基づき作業員等に対して教育を実施する。 

c 受注者は，防護マスク着用時のチェック(フィルタ有無や緩み等) および全面マス
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ク取外しの際の顔面等への汚染防止を確実に行うことを目的としてマスク着脱手

順の反復教育を半期毎（上期・下期）に実施する。 

反復教育は，東電HD保安総括グループが配付する教育資料および「別表１０ マ

スク類外観点検一覧表」の内容とし，これらに基づいた内容で教育を行う旨を放射

線管理基本計画書に反映する。 

d 受注者は，放射線防護上の不適切行為の発生を未然に防止することを目的に，「放

射線防護のふるまいに関する教育」を年度１回以上実施する。 

「放射線防護のふるまいに関する教育」に使用する教材は，東電HD保安総括グル

ープが配付する教育資料および各社が必要に応じ準備した教育資料とし，これらに

基づいた内容で教育を行う旨を放射線管理基本計画書に反映する。 

(7) 報告 

a 作業員に対する教育の報告 

(a) 受注者は，教育実施の都度「（様式任意）放射線防護に関する教育計画／実施記

録」を作成するとともに，「別表１２ 放射線業務従事者として必要な放射線管理

上の教育」に示す a 教育および b 教育については，放射線業務従事者登録，管理

対象区域立入許可申請時に｢構内入構申請並びに構内作業従事者登録，登録内容変

更 申請書（通知書）兼被ばく歴調査票｣により，c 教育については，放射線業務従

事者登録，管理対象区域立入許可後，速やかに実施し「構内入構申請並びに構内作

業従事者登録，登録内容変更 申請書（通知書）兼被ばく歴調査票」（特別教育・

放射線防護教育）により工事担当課へ報告する。 

なお，管理対象区域入域時における資格審査として，放射線防護教育の有効期限

管理を実施することから，対象教育（ａ，ｂ，ａ’）については，それぞれの有効

期限を延長する場合は，東電保安総括グループへ教育報告書（省略，免除含む）に

より報告する。 

ただし，c 教育の省略者については，「構内入構申請並びに構内作業従事者登録，

登録内容変更 申請書（通知書） 

兼被ばく歴調査票」（特別教育・放射線防護教育）による報告を不要とする。 

b 上記以外の教育の報告 

(a) 受注者は，教育実施の都度｢教育報告書｣を作成し，工事担当課に報告する。 

(b) 「(4)その他の教育」のうち a，b については，機構および東電HDへの報告は不

要であるが，東電HDは教育の実施記録について書面にて求める場合がある。 

(c) 受注者は，「(4)その他の教育」のうち c, d については教育実施の都度「教育

実施報告書」を作成し，工事担当課へ報告する。 

(8) 放射線防護教育の有効期限管理 

受注者は，登録区分１の作業員を管理対象区域で継続して作業を行わせる場合は，

「別表１２放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育」，「別表１３放射
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線業務従事者として必要な放射線管理上の教育（女子）」の有効期限を超えない様，

「別表１４教育の免除・省略区分（一部または全部）」に従い，更新及び放射線管

理手帳への記載を行う。受注者は，東電HD保安総括グループへ「放射線防護教育入

力表」（実施，省略，免除）を提出する。 

なお，放射線防護教育の有効期限が切れた場合は，東電HD保安総括グループに連絡す

るとともに，速やかに切れた教育を再受講し，東電HD保安総括グループへ「放射線

防護教育入力表」（実施，免除）を提出する。 

２２ 力量管理 

(1) 放射線管理責任者および放射線管理員に対する力量管理 

a 力量管理のための演習の実施 

受注者は，東電HDが作成する放射線管理責任者および放射線管理員の力量管理に

関する演習問題（以下「演習問題」という）を受注者の放射線管理責任者および放射

線管理員ならびに受注者が放射線管理責任者または放射線管理員に選任しようとす

る者に年度1回，または従事前に解答させる。 

b 力量の確認 

受注者は，演習問題に解答した者の解答の結果を評価し，全ての設問に正答してい

る者と正答できなかった者とを確認する。全ての設問に正答できなかった者に対し

ては，正答できなかった設問を正しく理解させるよう教育を実施し，当該者が全ての

設問について十分理解したことを確認する。 

c 報告 

受注者は，東電HDが作成する放射線管理責任者および放射線管理員の力量確認に

関する演習問題の解答結果を集約するとともに，個人毎の解答内容を電子データ

（Excel）にまとめて，解答用紙と合わせて放射線管理課に報告する。 

２３ 解釈および疑義 

受注者は，本仕様書に関する記載事項の解釈および疑義が生じた場合は，内容を書面

（様式任意）に記載し，工事担当課又は放射線管理課に提出する。工事担当課又は放射

線管理課は，受注者と協議のうえ疑義を解明し，書面にて回答する。 

以上
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別表１ 放射線管理基本計画書の記載内容 
以下の項目・記載内容にある考え方，実施事項については，放射線管理仕様書の要求事項をそのまま

記載するのではなく，達成するために各社で何を実施するのか具体的に記載する。 

項目 記載内容 

表紙 発行日，受注者名，受注者改訂欄，受注者承認欄，その他図書番号等受注者情報
を記入する。 

改訂履歴 改訂内容については，下記のように記入する。なお，改訂履歴は初版発行以来の
履歴とする。 

Ｐ－１  ○○による変更 
Ｐ－３  ××による変更 

目次 目的以降の記載項目を列記する。 

１．目的 放射線管理基本計画書の目的を記載する。 

２．適用範囲 放射線管理基本計画書の適用範囲，適用年度を記載する。 

３．基本方針 「放射線障害防止の義務」，「放射線管理仕様書の遵守」，「関係法令および諸
基準の遵守」を行うにあたっての受注者の基本的な考え方を具体的に記載する。 

４．放射線安全の確保 放射線管理基本計画書に基づく放射線管理活動について具体的に記載する。 

５．放射線管理体制 ・放射線管理の体制表および職種を記載する。 

・放射線管理責任者に選任しようとする者の氏名（フルネーム），所属および放射線管
理責任者の要件を記載する。放射線管理責任者が，受注者の発注先およびそれ
以降の発注先であっても同様に記載する。 

６．被ばく低減に関する事
項 

被ばく低減に関する実施事項について具体的に記載する。 

７．作業管理 放射線管理仕様書で定められた実施事項以外に実施する事項がある場合に記載
する。 作業管理に関する実施事項について具体的に記載する。 

８．区域管理 同上区域管理に関する実施事項について具体的に記載する。 

９．管理対象区域立入許可
等 

同上管理対象区域立入許可等に関する実施事項について具体的に記載する。 

10．管理対象区域立入管理 ・同上管理対象区域立入管理に関する実施事項について具体的に記載する。 
・積算線量計，電子式線量計の確実な着用対策を定め，達成するために実施する
内容を具体的に記載する。なお，実施する内容には「積算線量計，電子式線量

計は必ず首ひもに掛けて着用」，「首ひもは首から絶対に外さない」，「紛失，
置忘れに注意する」を必ず含める。 

11．線量の管理 ・線量管理基準を超過することが無いよう，作業内容，作業場所，作業形態など
を踏まえ，電子式線量計と積算線量計（ガラスバッジ，ルミネスバッジ等）の
測定差や着用部位による差も考慮した線量管理方法および実施事項を記載す

る。（線量限度及び内部被ばく線量の記録レベルについても記載要） 
・線量管理基準（管理値と確認線量）に関する記載については「別表１－１ 線
量管理基準」を用いて記載する。 

・年度実効線量１２ｍＳｖを超える場合及び超えるおそれがある場合等の線量
管理方法を具体的に記載する。 

・眼の水晶体の等価線量が年間で１２ｍＳｖを超える場合の線量管理方法を記

載する。 
・遮蔽スーツを着用する場合は，その線量評価方法を具体的に記載する。 

12．管理対象区域内におけ

る物品移動 
管理対象区域内における物品移動に関する実施事項について具体的に記載する。 

13．管理対象区域からの物

品移動 
管理対象区域からの物品移動に関する実施事項について具体的に記載する。 

14．移動車両等の汚染検査 移動車両等の汚染検査に関する実施事項について具体的に記載する。 

15．作業環境のモニタリン
グ 

作業環境のモニタリングに関する実施事項について具体的に記載する。 

16．放射線計測器管理 放射線計測器管理（個人線量計含む）に関する実施事項について具体的に記載す

る。 

17．保護衣・保護具管理 保護衣・保護具管理に関する実施事項について具体的に記載する。 

18．放射性同位元素管理 放射性同位元素管理に関する実施事項について具体的に記載する。 

19．放射性廃棄物管理 放射性廃棄物管理に関する実施事項について具体的に記載する。 

20．教育 教育に関する実施事項について具体的に記載する。 

21．力量管理 力量管理に関する実施事項について具体的に記載する。 

22．報告・提出図書 報告・提出図書に関する実施事項について具体的に記載する。 

23.放射線データの取り扱

い 
放射線データの取り扱いについて具体的に記載する。 

24. 基安発への回答内容 「厚生労働省指導事項：福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のガイ
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ドラインの策定について（基発０８２６第３号）」に対する反映事項を具体的に

記載する。 

25．その他 その他必要に応じて記載する。 
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別表１-１ 線量管理基準 

線 量 管 理 基 準 

 

法令の基準 

（線量限度） 

機構 管理基準 

個人線量 

上限値 

個人線量 

目標値 

企業管理

値 

確認線

量 

実
効
線
量 

①放射線業務従事者 
50 mSv／年 

100 mSv／5 年 

20 mSv／年 

80 mSv／5 

年 

20 mSv／年 

(１Ｆでの線量の

み) 

 500 mSv／累積 

（注 1） 
（注 

2） 

②妊娠可能な女子（腹

部） 

（書面での申請者除

く） 

5 mSv／3 ヶ月     

③妊娠中と診断されて

から出産までの女子 

内部被ばく 

1 mSv／当該期間 
    

等
価
線
量 

④眼の水晶体 
50 mSv／年 

100 mSv／5 年 

20 mSv／年 

80 mSv／5 

年 

18 mSv／年 

80mSv／5 年 
（注 1） 

（注 

2） 

⑤皮膚 500 mSv／年     

⑥妊娠中の女子腹部表

面 
2 mSv／診断～出産     

緊
急
時 

⑦緊急時作業 

(妊娠可能な女子を除

く) 

100 mSv 

（線量告示第 7条第 1

項） 

250 mSv 

（線量告示第 7条第 2

項） 

    

その他（日線量計画値など）   

（注 1）18mSv/年を超えない値で設定。但し，別途機構が 18mSv/年を超えることを認めている場合，または，超えるお

それがある場合は，20mSv/年を超えない値で設定すること。 

（注 2）12mSv/年を超えない値で設定。また，12mSv/年を超える場合及び体幹部不均等被ばくとなる場合は，個人線量計

の着用部位や評価方法など， 具体的な管理方法について別途記載すること。 
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別表２ 放射線管理計画書作成における留意事項 

項目 留意事項 

１．ＲＷＡ番号 変更・報告申請時に採番されていることを確認する。（新規の場合は入力不要。） 

２．作業所管グループ 作業所管グループを入力する。 

３．作業件名 契約作業件名及びPJ番号を入力する。 

４．作業概要 

工事概要ではなく，作業（工事を構成する作業単位を記載することにより作業員の被ば

くに影響する行為を認識することを目的とするため）の概要を入力する。作業ステップ

毎の記載で補足することになるが，必要に応じ，添付資料で補足する。 

５．作業区分 
放射線作業届の該当するものを選択する。対象に該当する場合は，労働基準監督署に提

出した届出書類の写しを添付する。 

６．作業場所 作業の対象場所を全て選択する。 

７．作業期間 

〇計画値は，「計画値（年度）」と「計画値（作業期間）」毎に策定し入力する。 

〇年度またぎの契約期間の場合，「計画値（年度）」は，翌年度分を年度末に計画し，

年度毎に更新する。この場合，書類種別を《変更》とし改訂番号を採番，入力する。 

〇「実績値（作業期間）」について，放射線管理報告書作成時に入力する。 

８．日計画線量 
期間中の最大値（ステップで異なる場合の最大値）を入力する。 

ＡＰＤ警報設定値を入力する。 

９．実入域人数 
作業員名簿に記載する人数が該当するため，その人数を「計画値（年度）」及び「計画

値（作業期間）」毎に入力する。 

10．計画線量 
当該作業の計画線量（人･mSv）について，「計画値（年度）」及び「計画値（作業期

間）」毎に策定し入力する。 

11．平均線量 

個人の平均線量について，「計画値（年度）」及び「計画値（作業期間）」毎に入力す

る。 

【計画線量÷実入域人数＝平均線量】 

12．個人最大線量 

当該件名に従事する個人の最大線量について，「計画値（年度）」及び「計画値（作業

期間）」毎に入力する。（法令限度値及び放射線管理基本計画書にて定めた線量限度を

超過しない値を設定する） 

13．延べ人工数 
延べ人数（人・回）について，「計画値（年度）」及び「計画値（作業期間）」毎 

に入力する。 

14．入退域箇所 

APD の着用（借用）場所として入力する。 
正門：入構車両の運転手 
1F 港湾：船からの入域 

その他：空路や別途認めた場合の免震棟など。 

15．作業主管Ｇ監理員 東電HDの監理員の氏名・連絡先を入力する。 

16．作業責任者 作業責任者の氏名・連絡先を入力する。 
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項目 留意事項 

17．放射線管理責任者 放射線管理責任者の氏名・連絡先を入力する。 

18．放射線管理員 放射線管理員の氏名・連絡先を入力する。 

19．備考・変更理由 変更申請の場合は，変更内容・変更理由・適用日を入力する。 

20．作業内容/作業期間 

（放射線防護措置） 
【作業内容】：工事を構成する作業単位を入力する。 
【作業期間】：当該作業ステップの期間を入力する。 

21．作業場所/作業環境 
/計画線量 

（放射線防護措置） 

【作業場所】：放射線環境が異なる単位で入力する。 
【作業環境】：放射線サーベイ記録（サーベイマップも可）を添付する。 
【区域区分】：１F内作業の場合は区域区分及びZoneを入力する。 
【汚染レベル】：空気中放射性物質濃度，表面汚染密度を入力する。 
【環境線量率】：γは必須／ベータ対象エリアはβ線による 70μm 線量当量率も入力

する。 
【作業時間】：１日あたりの作業時間を入力する。 
【日計画線量／ＡＰＤ警報値】：作業工種（例えば，資材運搬・削孔作業員・重機運転

員）により異なる場合は，作業工種別に入力する。 

22．放射線防護装備 

（放射線防護措置） 

【防護装備】：着用する装備を記載する。尚，着用する保護衣については，機構が指定

する装備に従う。呼吸用保護具（電離則第 38 条），保護衣（電離則第 
39 条），その他遮蔽スーツ・ベストなど。 

【線量計】：警報付線量計，積算線量計（GB，ﾙﾐﾈｽﾊﾞｯｼﾞ等） 局所被ばく用線量計（ﾘ

ﾝｸﾞﾊﾞｯｼﾞ等） 
不均等被ばくの場合は，不均等被ばく評価用線量計 
眼の水晶体の等価線量を評価するための線量計 

23．計画線量 

（放射線防護措置） 当該ステップでの計画線量を入力する。 

24．ＡＬＡＲＡチェックシ

ート 

当該件名で計画した被ばく低減対策を各項目別に記載し，報告の際にはその実績につい

て入力する。 
なお，総計画線量が１人・シーベルトを超えるおそれのある作業については，労働基準

監督署への届出書類またはＡＬＡＲＡ会議資料の添付でも可能とする。 

25．放射線安全に関わるリ

スクアセスメント 

過剰被ばく，身体汚染，内部取り込み，汚染拡大等のリスクを抽出し，対策を講じた上

で計画に反映し，リスクアセスメントの結果を添付する。 

26．特別管理作業における

作業員情報 

1 日 1mSv を超える作業を行う件名の作業員情報を提出する。必要な情報は，個人番

号，作業件名番号，作業ステップ番号，作業開始日，作業終了日，日計画線量(γ)，警

報設定値(γ) 

27．添付資料 

算出根拠（総線量，個人最大線量（実行線量及び眼の水晶体の等価線量））・作業エリ

ア図（サーベイ記録）・施行要領書・月別展開表・積算線量計，電子式線量計の未着用

防止対策・α核種の汚染管理計画（アルファ管理対象エリアでの作業の場合）・ベータ

核種が主線源の場合の内部被ばく管理計画（対外計測法による内部被ばく線量の評価が

困難な場合） 
なお，東電HDが別に指示した場合は上記にかえて添付する。 
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別表３ 管理対象区域の出入管理箇所 

 出入管理箇所 実施事項 

管理対象区域入域時 

発電所正門 ・電子式線量計および個人線量計の着用 

入退域管理棟 

・防護装備の装着 

・電子式線量計および個人線量計の着用 

・個人線量計測定不要者は，電子式線量計の着用 

通用門 

・防護装備の装着 

・電子式線量計および個人線量計の着用 

・個人線量計測定不要者は，電子式線量計の着用 

管理対象区域退域時 

入退域管理棟 

・防護装備の脱衣 

・身体，携行品の汚染検査 

・電子式線量計の返却 

車両汚染検査場 
・防護装備の脱衣 

・身体，携行品の汚染検査 

通用門 

・防護装備の脱衣 

・身体，携行品の汚染検査 

・電子式線量計の返却 

発電所正門 ・電子式線量計の返却 
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別表４ 放射線業務従事者の線量限度ならびに確認線量 

（１）線量限度 

①通常作業及び緊急作業に係わる放射線業務従事者の線量限度 

 
放射線業務従事者の線量限度 

（通常被ばく線量の限度） 

緊急作業に係わる放射線業務従事者の線量限度※5,※7 

（緊急被ばく線量の限度） 

実効線

量 

（１）100mSv／5年 ※1 

（２）50mSv／年 ※2 

（３）女子 ※3 

5mSv／3 ヶ月 ※4 

（４）妊娠中の女子 

妊娠と診断されてから出産までの間に

つき内部被ばくについて 1mSv 

100mSv※6 

（線量告示第 7 条第 1 項） 

 

250mSv 

（線量告示第 7 条第 2 項） 

等価線

量 

（１）眼の水晶体 

50mSv／年 ※2 

100mSv/5年 ※8，※9 

（２）皮膚 

500mSv／年 ※2 

（３）妊娠中の女子の腹部表面 

2mSv／(妊娠と診断されてから出産ま

で) 

（１）眼の水晶体 

300mSv 

（２）皮膚 

1Sv 

※１ 平成 13 年 4 月 1 日以後 5 年毎に区分した各期間。 

（緊急作業に従事した者の始期は，平成２３年３月１１日以後の５年の期間となる。） 
※２ 4 月 1 日を始期とする 1 年間。 
※３ 線量管理区分Ⅲの者および妊娠中の女子を除く。 

※４ 4 月 1 日，7 月 1 日，10 月 1 日，1 月 1 日を始期とする 3 ヶ月間。 
※５ 女子については，線量管理区分Ⅲの者は緊急作業を実施できる。その他の女子は緊急作業に従事できない。 
※６ 緊急被ばく線量限度については，100mSv が適用となる。 

※７ 別途，機構と緊急作業の契約をした場合は，この線量限度を適用する。 
※８ 2019 年度，2020 年度までの 2 年で 40mSv を超えた者は，法令に定める５年ブロックでの管理とは別に，

2023年度まで5年平均20mSv/年を上限とする自主管理を継続する。 

※９ 2021年4月1日以降５年毎に区分した各期間 

 

②緊急作業に従事した放射線業務従事者の事故発生の次の線量管理期間以降の線量限度 

 年間 ５年間 

実効線

量※1 

緊急被ばく線量と通常被ば

く線量の合算値が 100mSv を超

えている場合 

50mSv（ただし，5 年間の線量

限度が 50mSv 未満の場合は

５年間の線量限度と同等） 

※２ 

緊急被ばく線量と通常被ばく

線量の合算値が 100mSv 以下

の場合 

50mSv／年（通常の放射線業

務従事者と同等） 

100mSv／5 年（通常の放射

線業務従事者と同等） 

等価線量 (1) 眼の水晶体 

50mSv／年（通常の放射線

業務従事者と同等） 

(2) 皮膚 

500mSv／年（通常の放射線

業務従事者と同等） 

（1）眼の水晶体 

100mSv/5年（通常の放射

線業務従事者と同等）※3 

※１ 緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値は，事故発生時を含む線量管理期間での合算値。 
※２ 受注者は，以下のとおり５年間の線量限度を算出する。 

「５年間の線量限度」＝「残余の線量」／「残余の就労期間」×５ 

「残余の線量」＝「生涯線量 1Sv」－「累積線量（緊急被ばく線量＋通常被ばく線量）」 
「残余の就労期間」＝「就労期間の最終年齢（18 歳から 50 年間として 68 歳）」－「現年齢」算出した線量は 
5mSv 単位で端数は切り捨て。 

算出の結果，５年間の線量限度が 100mSv 以上であった場合は，通常の放射線業務従事者と同等の 100mSv／5 年
とする。 
受注者は，５年間の線量限度が 100mSv 未満であった放射線業務従事者に対し，当該線量管理期間終了後，当該

線量管理期間の線量を累積線量に加えた上で，再度５年間の線量限度を算出する。 
※３ 2019 年度，2020 年度までの 2 年で 40mSv を超えた者は，法令に定める5年ブロックでの管理とは別に，2023年

度まで5年平均20mSv/年を上限とする自主管理を継続する。 
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③緊急作業に従事した放射線業務従事者の事故発生時を含む線量管理期間内での線量限度 

 事故発生時を含む年間 事故発生の次年度以降（年

間） 

実効線

量※1 

原子力施

設の安全

な運転等

を担保す

るために

必要不可

欠な要員 
※2 

緊急被ばく線量

と通常被ばく線

量の合算値が

100mSvを超えて

いる場合 

・5mSv／年※3 同左 

緊急被ばく線量

と通常被ばく線

量の合算値が

100mSv以下の場

合 

・（緊急被ばく線量＋通常被

ばく線量）の 100mSv まで

の残線量 ＋5mSv※３ 

緊急被ばく線量と通常被ば

く線量の合算値が100mSvを

超えた場合は同上，100mSv以

下の場合は同左 

それ以外の要員 ・（緊急被ばく線量＋通常

被ばく線量）の 100mSv 

までの残線量※3 

同左 

等価線量 (1) 眼の水晶体 

50mSv／年 

(2) 皮膚 

500mSv／年（通常の放射

線業務従事者と同等） 

同左 

※１ 緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値は，事故発生時を含む線量管理期間での合算値。 

※２ 機構が認めた者に限る。 

※３ 線量限度である 50mSv／年，100mSv／5 年までの通常被ばく線量の残線量のほうが小さい場合は，その残線量が

線量限度となる。 

（２）確認線量 

①通常作業に係わる放射線業務従事者の確認線量 

 確認線量 

実効線量 （１） 80mSv／5 年 ※1 
（２） 12mSv／年※2 
（３） 女 子※3 

4mSv／3 ヶ月※4 

等価線量 （１） 眼の水晶体 12mSv／年※2，80mSv/5年※5 
（２） 皮膚 300mSv／ 年※2 
（３） 妊娠中の女子の腹部表面 

1mSv／（妊娠と診断されてから出産まで） 

※１ 平成１3 年 4 月 1 日以後 5 年毎に区分した各期間。 

（緊急作業に従事した者の始期は，平成２３年３月１１日以後の５年の期間となる。） 

※２ 4 月 1 日を始期とする 1 年間。 

※３ 線量管理区分Ⅲの者および妊娠中の女子を除く。 

※４ 4 月 1 日，7 月 1 日，10 月 1 日，1 月 1 日を始期とする 3 ヶ月間。 

※５ 2021年４月１日以降５年毎に区分した各期間 

注） 確認線量は管理上の基準値である。各値は，法令に定められる放射線業務従事者の限度を超えない

ことを確実にするために，当該値を超えた以降の期間の線量管理を考慮し設定したものである。 
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②緊急作業に従事した放射線業務従事者の事故発生の次の線量管理期間以降の確認線量（緊急被ばく線

量と通常被ばく線量の合算値が 100mSv を超えている場合）※1 

 年間 ５年間 

実効線量 年平均線量限度－2mSv ※2,3 線量限度－20mSv 

等価線量 (1) 眼の水晶体 

12mSv(通常の放射線業務従事者と同

等) 

(2) 皮膚 

300mSv（通常の放射線業務従事者と

同等） 

（１）眼の水晶体 

80mSv/5年（通常の放射線業

務従事者と同等） 

※1 緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値が 100mSv 以下の場合は，（１）通常作業に係わる放射線業務従事者の

確認線量による。緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値は，事故発生時を含む線量管理期間での合算値。 

※2 年平均線量限度は，５年間の線量限度を５年で除したものとする。 

※3 通常作業に係わる放射線業務従事者の確認線量である12mSvより大きい場合は，12mSvとする。 

 

③緊急作業に従事した放射線業務従事者の事故発生時を含む線量管理期間内での確認線量 

 事故発生時を含む年間 事故発生の次年度以降（年

間） 

実効線量
※1 

原子力施

設の安全

な運転等

を担保す

るために

必要不可

欠な要員※

2 

緊急被ばく線量と通常 

被ばく線量の合算値が

100mSv を超えている

場合 

線量限度－1mSv 同左 

緊急被ばく線量と通常 

被ばく線量の合算値が

100mSv 以下の場合 

線量限度－2mSv 同左 

それ以外の要員 線量限度－2mSv 同左 

等価線量 (1) 眼の水晶体 

40mSv 

(2) 皮膚 

300mSv(通常の放

射線業務従事者と

同等) 

同左 

※1 緊急被ばく線量と通常被ばく線量の合算値は，事故発生時を含む線量管理期間での合算値。 

※2 機構が認めた者に限る。 
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別表５ 物品移動基準 
運搬の種類 物品移動基準 

非汚染物品 
1.表面汚染密度 
(1) 非汚染物品：管理基準値未満※1 
(2) 車両：管理基準値未満※1 

汚染物品 

1.表面汚染密度 
(1) 運搬物 ： 管理基準値未満※2 
(2) 運搬機器： 管理基準値未満※2(輸送物の積込み，取卸し終了時) 
 
2.線量当量率 
(1)運搬物 

a.L 型輸送物 
：  （表面） ：5μSv/h 以下 

b.A 型輸送物 
：  （表面） ：2mSv/h 以下 

（表面から 1m）  ：100μSv/h 以下 
(2)運搬機器 

：  （表面） ：2mSv/h 以下 
（表面から 1m）  ：100μSv/h 以下 
（運搬に従事する者が通常乗車する場所） ：20μSv/h 以下 

※1 管理基準値：帰還困難区域からのスクリーニングレベル以下 

（直接法を原則とし，直接法以外の場合は表面汚染密度を評価出来る方法とする。） 

※2 管理基準値：「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第三条等の規定に基づ

く核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等」第９条

（表面密度限度）ならびに「核燃料物質等車両運搬規則の細目を定める告示」第９条（車両表面の

汚染限度） 

・α線を放出する放射性物質 ：０．４Ｂｑ/ｃｍ２以下 

・α線を放出しない放射性物質：４Ｂｑ/ｃｍ２以下 

 

別表６ 放射線計測器一覧表 

種  類 品  目 

個人線量 γ・β用電子式個人線量計 

1cm・70μm用電子式個人線量計 

その他線量計※ 

空間線量当量（率） NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ 

電離箱式サーベイメータ 

中性子線サーベイメータ 

線量率表示器 

その他線量（率）計 

放射能（表面汚染・ダス

ト） 

アルファ線サーベイメータ 

ＧＭ汚染サーベイメータ 

シンチレーションサーベイメータ（α線，β線） 

その他放射能測定装置・サーベイメータ 

サンプラ ダストサンプラ 
※ オフラインによる計測使用に限る 
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別表７ 放射線計測器の貸出場所 

 

貸出場所 配備品目 

入退域管理棟 ２階 ＡＰＤ貸出所 
γ・β用電子式個人線量計 

1cm・70μm 用電子式個人線量計 

免震重要棟 １階 ＡＰＤ貸出所 
γ・β用電子式個人線量計 

1cm・70μm 用電子式個人線量計 

発電所正門 
正門前車両運転手 

ＡＰＤ貸出所 

γ・β用電子式個人線量計 

1cm・70μm 用電子式個人線量計 

入退域管理棟 ２階 計測器貸出所 

NaIシンチレーション式サーベイメータ 

電離箱式サーベイメータ 

シャロー型電離箱式サーベイメータ 

中性子線サーベイメータ 

ホットスポットモニタ 

パトロール用サーベイメータ 

線量率表示器 

ＧＭ汚染サーベイメータ（警報付き含む） 

ポータブルスケーラ 

α線サーベイメータ 

β線シンチレーションサーベイメータ 

ダストサンプラ―（低流量・高流量） 

コードレスダストサンプラ 

タイマー付ダストサンプラ 

タイマー付高流量ダストサンプラ 

ダストモニタ（1ch） 

集積線量計 

γ・β用電子式個人線量計 

1cm・70μm 用電子式個人線量計 

通用門 ＡＰＤ貸出所 
γ・β用電子式個人線量計 

1cm・70μm 用電子式個人線量計 

注）表中に記載した放射線計測器が，当該貸出所に無い場合は，貸出所間で移動する場合もある。表中に記載した放射

線計測器以外の放射線計測器を貸与する場合もある。 

免震重要棟内に「防災資機材用の計測器」以外に緊急時に使用する計測器を配備する。 
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別表８ 保護衣・保護具一覧表 
 
注）一般作業服および一般作業用ヘルメットについては，表中には記載なし。 

なお，表中に記載した保護衣・保護具以外の保護衣・保護具を貸与する場合は，別に定める。 

 

別表９ 保護衣類外観点検一覧表 
 

種類 点検内容 

保護衣等 ・布地の破れ，ほつれ，ファスナーの不良，著しい汚れ等がないこと。 

短靴，長靴 ・ファスナーの不良（取っ手の外れ，つぶれ）がないこと。 

・ひび割れ，大きな傷，破れがないこと。 

・変形がないこと。 

・著しい汚れがないこと。 

ヘルメット ・ひび割れ，大きな傷，破れがないこと。 

・変形がないこと。 

・ハンモックと衝撃吸収ライナーの間隔が，頭頂部において１ｃｍ程度あること。 

・著しい汚れがないこと。 

 

  

種  類 品  目 

G装備 Y装備 

保護衣 ・布手袋 

・綿帽子 

・靴下 

・ゴム手袋 

・軍手/滑り止め軍手 

・アノラック 

・透湿性防水スーツ 

・簡易レインコート 

・作業用不織布カバーオール 

 

保護具 ・短靴 

・長靴 

・ヘルメット 

・使い捨て防じんマスク（DS2） 

・全面マスク 

・半面マスク 
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別表１０ マスク類外観点検一覧表 
 

種類 点検内容 

全面マスク 

半面マスク 

・接顔体に破損，亀裂，穴，裂け，変形等の異常がないこと。（全面マスク） 

・排気弁がついていること。 

・排気弁が弁座に付いていること。 

・排気弁に変形，粘着，亀裂がないこと。 

・排気弁に汚れ，ゴミ等が付着していないこと。 

・フィルタの吸気口を塞いで，排気ができ，吸気ができないこと。 

・排気弁座に汚れ，ゴミ等が付着していないこと。 

・吸気弁がついていること。 

・吸気弁が弁座に付いていること。 

・吸気弁に変形，粘着，亀裂がないこと。 

・吸気弁に汚れ，ゴミ等が付着していないこと。 

・排気弁を閉じた状態で，吸気ができ，排気ができないこと。 

・しめひもを軽く引っ張り伸び縮みすること。 

・フィルタに穴，裂け，変形等がないこと。 

・フィルタが面体に確実に取り付けられていること。 

・検定シールが確実に取り付けられていること。 

（製造者名，型式の名称） 

・リークチェックを必ず実施すること。 

使い捨て防じんマ

スク 

・マスク各部に亀裂や穴あきがないこと。 

・マスクに破損や著しい変形がないこと。 

・しめひもの弾性は十分であること。 
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別表１１ 保護衣類の着用基準 
 

作業区域 

主な作業 

装備 

管理対象区域 

（Green zone） 

管理対象区域 

（Yellow zone） 

（β対象エリア及び 1～4

号機周辺建屋を除く） 

第１棟周辺での 

建設作業，巡視 

集積場所への廃棄物の運搬

作業 

マ

ス

ク 

使い捨て防じんマス

ク（DS2） 
○※1 ○※1 

半面マスク - ○※4 

全面マスク - ○ 

着 

衣 

一般作業服 ○ × 

透湿性防水スーツ ○※2 ○※2 

手 

袋 

綿手袋 ☆※3 ☆ 

ゴム手袋（二重） ○※3 ○ 

靴 

下 
靴下（二重） ○ ○ 

靴 短靴または長靴 ○ ○ 

[注] 〇：使用可 ×：使用不可 ☆：内側に着用 －：不要 

 

※1 ：入退域管理棟または休憩所と装備交換所等の移動・巡視等，放射線管理上の軽作業（汚染された

設備や機器を取り扱わず，放射性物質が舞い上がるおそれがない軽作業）は省略可能 

※2 ：透湿性防水スーツは完全防水ではないため，雨天時の屋外作業を含む少量の水を取り扱う場合は

使用可。ただし，水が被水するおそれのある作業や多量に発汗するおそれのある作業は使用不可。 

※3 ：布手袋＋ゴム手袋または軍手も可能。ただし，作業終了後，現場から各休憩所，各汚染検査所へ

移動する場合は，「布手袋」または「布手袋＋ゴム手袋１重」も可とする。 

※4 ：汚染水を取り扱う作業，または放射性物質が舞い上がるおそれのある作業（ガレキ撤去作業，溶

断作業，解体作業，掃き掃除等）は使用不可 

 放射線管理上の軽作業の例 

  ・入退域管理棟または休憩所と装備交換所等の移動・巡視 

  ・正門での出入管理業務 

 ・車両スクリーニング場等での車両サーベイ業務 
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別表１２ 放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育 
 

教育名 電離則の分類 分類および 
略称 教育内容 教育時間 教育の 

有効期間 
免除対象者 省略対象者 備考 

再教育 初回 

管理対象 
区域入域前

教育 

1. 核燃料物質もしくは使用

済燃料またはこれらに汚

染された物に関する知識 

 
2. 原子炉施設における作業

の方法に関する知識 
 
3. 原子炉施設に係わる設備

の構造および取扱いの方

法に関する知識 
 
4. 電離放射線の生体に与え

る影響 
 
5. 関係法令 

基礎的知識 ａ 

・原子力発電のしくみとウラン燃料 
・放射線とは 
・放射線の人体に与える影響 
・放射線の防護 
・管理対象区域内で働く人の管理 
・管理対象区域 
・管理対象区域内で守らなければいけないこと 
・関係法令 

1 時間 2 時間 

3 年 
（※） 

別表 17 の区分(1)
～(3)あるいは，(6)
に該当すると認めら

れた者 

別表  17 の区分 (4)
に該当し，本人が再

教育を希望しない者 

再教育の省略を行った場

合の有効期間は，3 年（※）

とする。 

実務的知識 ｂ 

・発電所の概要および区域管理 
・管理対象区域内作業に係わる入退域手続き 
・管理対象区域内作業の管理体制 
・管理対象区域入域手順 
・放射線の防護 
・管理対象区域内作業における遵守事項 
・管理対象区域退域手順 
・保護衣，防護具等の種類と使用方法 
・物品の搬入，搬出と移動 
・廃棄物の処理方法 
・事故や火災が発生したら 
・関係法令 

1.5 時間 3 時間 

別表 17 の区分 (6)
に該当すると認めら

れた者 

別表  17 の区分 (5)
に該当し，本人が再

教育を希望しない者 

管理対象 
区域入域後 

教育 

6.原子炉施設における作業

の方法および同施設に係

わる設備の取扱い 
実技教育 ｃ 

・管理対象区域への立入りおよび退去の手順 

・核燃料物質もしくは使用済燃料またはこれらによって汚染

された物の運搬，貯蔵および廃棄の作業 
・核燃料物質または使用済燃料によって汚染された設備の保

守および点検の作業 
・外部放射線による線量当量率および空気中の放射性物質の

濃度の監視 
・天井，床，壁，設備等の表面の汚染の状態の検査および汚

染の除去 
・原子炉，放射性廃棄物の廃棄設備，およびその他の設備の

取扱い 
・異常な事態が発生した場合における応急の措置 

1 時間 2 時間 

－ 総合的 

実地教育 ｄ 

・作業概要の把握 

・入退域実務の徹底 
・汚染管理対象区への入退域手順 
・作業環境の把握と改善方法 
・管理対象区域への物品搬入，搬出手順 
・緊急時の措置 
・線量当量等の確認と記録 
・モックアップ訓練 

－ 10 日間程

度 永久   

原子力発電所の管理区域

で初めて作業する者に対し

て，作業開始後速やかに実

施する。ただし，過去に受

講した期間が10 日に満た

ない場合は，不足分につい

て教育を実施する。 

・モックアップ訓練は，必

要に応じて実施する。 

※ 前回実施月から３年後の同月までとする。 
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別表１３ 放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育（女子） 

 

教育名 分類および名称 
教育範

囲 

教育時

間 教育の有効期間 
免除対象

者 

省略対象

者 
初回 再教育 

管理対象区域 

入域前教育 

女子の基礎的

知識 
ａ‘ 

• 放射線の人体に及ぼす影

響（女子追加分） 

• 線量限度と管理基準 

（女子追加分） 

• 女子の管理区分につい

て 

30 分間※２ 30 分間※２ 1 年※１ － － 

 
※１ 前回実施月から１年後の同月とする。 

※２ 電離則の教育時間の要求は別表１７の教育が該当するため．自主的に定めた教育時間である。 
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別表１４ 教育の免除・省略区分（一部または全部） 
 

免除・

省略 

の 区 

分 

対象科

目 
区分 免除（省略）の基準 備考 

免除 ａ 

（１） 

・特定の資格を有する者 

ａ．原子炉主任技術者 

ｂ．核燃料取扱主任者 

ｃ．放射線取扱主任者（第１種，第２

種） 

ｄ．作業環境測定士［放射性物質］（第

１種） 

ｅ．診療放射線技師 

ｆ．エックス線作業主任者，γ線透過写

真撮影作業主任者 

 

（２） 
・大学，専修学校等の原子力専門課程を

卒業した者 

 

（３） 

・放射線防護に関する特定の研修を終了

した者 

ａ．（原子力機構（旧原研）） 

旧：放射線管理コース 

放射線防護基礎コース 

（旧：放射線防護基礎課程） 

ｂ．（放医研）放射線防護課程 

ｃ．（原電）原子力発電所の放射線管理

員養成コース 

ａ.（旧原研） 

保健物理専門課程 

放射線防護専門課程 

ｂ.（放医研）RI 利用生物学

課程 

ｃ.（原電）放射線防護研修

コースも可とする。 

省略 

ａ （４） 

・当該教育の受講歴があり，下記のいず

れかの条件を満 たす者 

ａ．原子力発電所において直近の１年半

以内に１ヶ月以上従事し，特に放射

線管理上問題のなかった者 

ｂ．面談を行い，当該教育内容に関する

テストを実施した結果，所定の基準

以上であった者 

 

 

 

 

 

・テストの内容は実務的なも

のを主体とし，作業実施上

必要項目とする。 

ｂｃ （５） 

・次のいずれかに該当する者 

ａ．当該教育の受講歴があり，教育の有

効期間内（3 年間）のうち，1Fにお

いて直近の１年半以内に１ケ月以上

（ＡＰＤの入域実績が３０日・回以

上）従事し， 特に放射線管理上問

題のなかった者 

ｂ．当該教育の受講歴があり，教育の有

効期間内（3 年間）のうち，面談を

行い，当該教育内容に関するテスト

を実施した結果，所定の基準以上で

あった者 

・ｂ教育については，東電HDの

他発電所において教育内容

（テキスト，教育方法）に差

がない場合は，この基準を

用いることができる。 

・テストの内容は実務的なも

のを主体とし，作業実施上

で必要な項目とする。 

・ｃ教育は，東電HD他発電所に

異動，併入した場合は，教育

を実施する。以降，1Fの教育

の有効期間内であれば，左

記の省略条件による。 

免除 

講師が担

当 

している 

教育科目 

（６） ・担当している科目の講師自身  
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別表１５ 新規入場者教育 

 
項 目 対象者 

ア．保護マスク等の保護具の性能及びその取扱方法（呼吸用保護具に関するフィットテス

ターを使用する等による適切な装着指導，眼鏡着用者へのシールピース等による漏

洩対策を含む） 

新規放射線業務従事者※1 

イ．個人線量計の取扱方法，被ばく線量記録の見方等の被ばく線量管理の方法 

ウ．身体，装備，装具，物品等の汚染防止措置や除染の方法 

エ．保護マスクの着用による視野の狭さ，防護手袋を装着した手での機器の操作などの

保護具や保護衣を装着した上での作業の危険性 

オ．保護具，保護衣の着用や休憩所場所の限定等による熱中症の危険性とその予防措

置 

カ．高線量箇所を把握と隔離距離の確保，遮蔽物の効果的な活用方法，遮蔽効果のある

保護衣の着用，作業時間短縮等の被ばく低減措置 

キ．傷病者に対する応急手当の方法や緊急連絡方法 

※1新たに発電所内の放射線作業に従事する者 

 

別表１６ 施工計画作成者教育 
 

項 目 対象者 

ア．無人化工法や遠隔操作による工法に関する知識 

施工計画作成者※1 

イ．作業開始前の高線量箇所の除染等（線源の除去）に関する知識 

ウ．高線量箇所（線源）から作業場所の離隔距離の確保の方法 

エ．高線量箇所（線源）に対する遮蔽工事に関する知識 

オ．休憩所等から作業場所への移動動線の設定に関する知識 

カ．休憩場所等の設定に関する知識 

キ．労働者の集団線量及び個人線量に係る計画線量の設定に関する知識 

※1「工事共通仕様書」に基づき「工事施行要領書」「業務実施計画書」を作成する者 

施工計画作成者教育を受講した者は「新規入場者教育」の受講歴を確認し，「新規入場者教育」を

受講していない場合は，当該教育を実施する。 
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別表１７ 専門教育機関等の講習 
 

専門教育機関等 講 習 名 

国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構 

放射線防護基礎コース（旧：放射線防護基礎課程） 
放射線安全管理コース（旧：ラジオアイソトープコース） 
旧：放射線管理コース,旧：ＲＩ・放射線初級コース， 
旧：ＲＩ・放射線上級コース 
旧：放射線管理要員育成研修 

国立研究開発法人 
放射線医学総合研究所 

放射線防護課程 
旧：ライフサイエンス課程 

日本原子力発電株式会社 原子力発電所の放射線管理員養成コース 

公益財団法人放射線計測協会 放射線管理入門講座，放射線管理・計測講座 

福島原子力企業協議会 放射線管理員養成講習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 61 - 

 

別表１８ (管理区域・管理対象区域)設定解除依頼・承認書の作成時の留意事項 

項目 記入内容 

様式 

記載欄 

申請区分 

「１」「２」「３」いずれかにチェックする。 

申請区分１：恒久的な設定・解除 

申請区分２：一時的(３ヶ月超え)な設定・解除 

申請区分３：一時的な(３ヶ月以内)な設定・解除 

種別 

「設定」「解除」「変更」いずれかにチェックする。 

なお,「変更」にチェックした場合は変更理由として「作業期間」「拡張」「縮小」のいずれ

かにチェック する。 

周辺監視区域境界 
当該管理対象区域の設定解除にあたって,周辺監視区域境界の変更があるかないかをチェッ

クする。 

区域区分 
実施したい管理区域(または管理対象区域)の設定・変更前の区分及び設定・変更後の区分

をチェックする。 

実施期間(または実施日) 

当該作業を当該場所で行う実施期間を記入する。なお,工期が長く復旧の時期が明確に定め

られない場合等は,年度末日を記入する。また,一時的な設定解除の復旧の場合は,実施日を

記入する。 

場所 おおよその場所が分かる程度に記入すること。(例：○○建屋南側側面) 

ＲＷＡ番号 放射線管理計画書または作業件名届に発行されたＮｏを記入する。 

作業内容 作業の概要と設定解除理由が分かる程度に記入する。 

作業所管Ｇ 当該作業の作業所管Ｇ名を記入する。 

作業所管Ｇ担当者 当該作業の作業所管Ｇ担当者の氏名及び電話番号を記入する。 

協力企業名 当該作業を請け負う協力企業名を記入する。 

作業責任者 当該作業の作業責任者の氏名及び電話番号を記入する。 

担当放管員 当該作業の放射線管理員の氏名及び電話番号を記入する。 

備考 「変更」を行う場合は設定時に付番された承認番号,項目,変更前の内容,及び変更理由を記

 

添付 

資料 

詳細図 

詳細図には,以下の項目を記載する。 

・扉または出入箇所,保護衣・保護具着脱エリア,汚染検査所,局所排風機の(設置する場

合),排気口,及び 

遮蔽(設置する場合)の位置 

・壁や屋根の材質等 

・使用する区画資材等 

・当該管理区域(または管理対象区域)実施範囲(大凡の寸法含む) 

管理区域図・管理対区域図(申 

請区分 1 のみ添付) 

実施計画の認可申請に使用した管理区域図または管理対象区域図を添付する。 

事前サーベイ記録 

管理区域または管理対象区域を設定・解除する場所の環境サーベイ記録(線量当量率,表面

汚染密度,空気中放射線物質濃度)を添付する。 

なお,緊急を要する場合おける管理区域または管理対象区域の設定・解除は添付不要とす

る。 
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別表１９（管理区域・管理対象区域）区域区分変更依頼・承認書の作成時の留意事項 

項目 記入内容 

様式  

記載欄 

申請区分 

「１」「２」「３」いずれかにチェックする。 

「設定」「解除」「変更」のいずれかにチェックする。なお,「変更」にチェックした場合は変更理由として

「期間延長」「エリア拡張」「エリア縮小」「エリア引継ぎ」のいずれかにチ ェックする。また,変更前の承

認番号を記入する。 

区域区分 変更前後の区域区分にチェックする。 

変更期間(または変更日) 

当該作業を当該場所で行う期間を記入する。 

なお,工期が長く復旧の時期が明確に定められない場合等は,年度末日を記入する。 

また,当該場所を復旧する場合は,変更日のみ記入する。 

変更場所 号機,建屋,階,エリア(または室)を記入する。 

グリッド番号 当該場所のグリッド番号を記入する。 

ＲＷＡ番号 放射線管理計画書または作業件名届にて発行された No を記入する。 

作業内容 工事における契約件名を記入する。 

作業所管Ｇ 当該作業の作業所管Ｇ名を記入する。 

作業所管Ｇ担当者 当該作業の作業所管Ｇ担当者の氏名及び電話番号を記入する。 

協力企業名 当該作業を請け負う協力企業名を記入する。 

作業責任者 当該作業の作業責任者の氏名及び電話番号を記入する。 

担当放射線管理員 当該作業の放射線管理員の氏名及び電話番号を記入する。 

備考 現場立会い時間等を記入する。 

添付資料 

エリア詳細図 

以下の項目について明確にする。 

・扉または出入箇所,保護衣・保護具着脱エリア(設置する場合),汚染検査エリア(設置 

する場合),局所排風機(設置する場合),及び遮蔽(設置する場合)の位置 

・壁,屋根の材質等 

・使用する区画資材等 

・実施範囲(大凡の寸法含む) 

・標示類の設置予定箇所等 

事前サーベイ記録 

(申請区分 1,2 のみ添付) 

汚染のおそれのない管理区域または汚染のおそれのない管理対象区域における区域区分変 

更する場所の環境サーベイ記録(線量当量率,表面汚染密度,空気中放射性物質 濃度)を添付する。 

解除サーベイ記録 

(申請区分 3 のみ添付) 

以下のサーベイ記録を添付することで,解除可能の証明とする。 

管理区域における区域区分変更する場所の環境サーベイ記録(線量当量率,表面汚染密 度,空気中放射性物

質濃度)を添付する。 

管理対象区域における区域区分変更する場所の環境サーベイ記録(表面汚染のしきい値ま たは表面汚染密

度)を添付する。 
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参考資料 

放射線管理仕様書クイックマニュアル 

 

別棟工事 仮設休憩所の運用方法 

別棟工事の仮設休憩所は、4 社（建築工事受注者、電気設備工事受注者、機械設備工事受

注者、内装設備工事受注者）で合理的に運用すること。 

 

1. 本資料の目的 

本資料は、別棟新築工事作業を行う上で必要な知識と仮設休憩所の運用方法を整理した

参考資料です。1F 構内は事故の影響により全域が汚染しており、身体の汚染を防ぐために

も徹底した放射線管理が不可欠です。そのため、安全かつ効率的に工事や休憩所を利用でき

るよう、区域設定、出入管理、線量管理、必要な教育・手続き、ならびに作業時の留意事項

をまとめました。 

詳細な基準や運用要件については、別紙「放射線管理仕様書」を必ず確認し、本資料は補

助的な位置付けとしてご活用ください。 

 

2. 本資料の内容構成 

第 1 章 

  東電 1F 構内で作業を行う上で必要な知識について 

1. １F 構内の区域設定の種類と特徴について 

2. １F 構内に入る際に利用する出入り口について 

3. 入退域管理棟の出入り口で実施する作業（出入管理）について 

4. １F 構内での被ばく管理（線量管理）について 

5. 被ばくした際の除染作業について 

6. １F 構内で放射線防護のために着る必要となる装備について 

7. １F 構内で作業を開始するために受ける必要のある教育・手続きについて 

8. １F 構内で作業を行う上で必要なルールと作業時間について 

 

第２章 

  休憩所の運営について 

1. 休憩所の概要について 

2. 休憩所から工事エリア間の出入管理について 

3. 工事、休憩所の運用で必要な放射線管理体制の整備について 

4. 休憩所の運用で必要な設備管理について 

5. G 装備の調達・補充および装備のサーベイ管理について 
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6. １F 構内での廃棄物の管理について 

7. 別棟工事における除染体制の確保、除染の方法について 

 

第 1 章 

 東電 1F 内で作業を行う上で必要な知識について 

 

1. １F 構内の区域設定の種類と特徴について 

１F 構内は管理対象区域であり、別棟工事は以下の区域が設定されている（図-1）。 

・Green zone（G zone）→今回の工事エリア 

 管理対象区域のうち、空気中放射性物質濃度がマスク着用基準を超えるおそれが

ないエリア。このエリアで飲食及び喫煙は行えない。 

・汚染のおそれのない管理対象区域（White zone、 W zone）→休憩所 

 飲食及び喫煙を行うエリア。定期的な測定を行い、人が立ち入り、または物品を持

ち込もうとする場合は、汚染検査を行う。 

・出入管理箇所 

 管理対象区域の境界に設置。管理対象区域から退出する者及び物品の汚染検査を

行う箇所をいう。 

・W zone 出入箇所 

 汚染のおそれのない管理対象区域の境界に設置。管理対象区域からＷ zone へ退

出する者及び物品の汚染検査を行う箇所をいう。 

・Yellow zone(Yzone，Y zone) →廃棄物を収集する東電指定のエリア 

管理対象区域退域基準値を超える汚染が一般作業服に付着するおそれのある 

エリア。このエリアで飲食及び喫煙は行えない。 
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図-1 別棟建設予定地周辺の区域設定 

 

・マイシューズエリア→管理対象区域内の移動可能エリア 

G zone の中でも一般作業服及び個人靴で移動可能なエリアのこと。入退域管理棟

から工事エリアまでの行き来は個人靴で移動することが可能。なお、マイシューズエ

リア内において移動・視察・見学を除き、通常作業を行う場合は区域区分に沿った装

備（G 装備）が必要となる。このエリアで飲食及び喫煙は行えない。 

※入退域管理棟から工事エリアまでの行き来は、必ずマイシューズエリアの範囲

内を移動し、指定範囲外のエリアへ入らないこと。 

 

2. １F 構内に入る際に利用する出入り口について 

 管理対象区域への入域は、車両は正門で行う。人は原則として入退域管理棟で行い、西門

通用門は緊急時のみ使用可能である。また、管理対象区域の入退域のやり方は「3. 出入管

理について」で示す。 

 

3. 入退域管理棟の出入り口で実施する作業（出入管理）について 

（1）受注者は、作業員を管理対象区域に入域させる際は、受動型個人線量計（以降はガラ

スバッジ）・電子式個人線量計（以降はAPD）を着用させるとともに以下のとおり実施し、

未着用防止対策を行う。 

(a) 管理対象区域立入許可証の提示をさせる。 

出入管理所 

（西門通用門） 

別棟 

 

W zone 出入管理所 

（工事エリアへの出入口） 

G zone 

W zone 

出入管理箇所 

W zone 出入箇所 

休憩所一般入り口 

休憩所 

休憩所出入口 

第１棟 
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(b) ガラスバッジの提示をさせる。 

(c) APDの借用・提示をさせる。 

 

（2）管理対象区域から退域する場合は、出口に設置されている退出モニタ（ゲートモニ

タ）等により、身体表面の放射性物質の有無を測定する。 

 

（3）管理対象区域から退域する場合は、出口に設置されている携行品モニタで手持ち工

具等の放射性物質の有無を測定する。なお、携行品以外の物品を区域外へ搬出する場合

には、所定の搬出手続きが必要である。 

 ・携行品とは 

  作業者が持って移動する物品のことで、筆記用具、書類、記録用紙、PHS、手持ち工

具などが含まれる。作業者から一時的に離れる場合でも、その間に汚染がつかないよう

にして再使用するものを指す。 

 

（4）出入管理での飲食・喫煙に関する注意事項 

管理対象区域に飲食物（ガムを含む）やタバコ等を持ち込む場合はカバン等に収納し、

指定された場所（休憩所）で飲食・喫煙を行う。工事エリアには飲食物（ガムを含む）や

タバコ等を持ち込めない。なお、指定休憩所以外での飲食・喫煙は行ってはならない。 

 

4. １F 構内での被ばく管理（線量管理）について 

（１）．外部被ばくによる線量の測定 

ＡＰＤ・ガラスバッジ：管理対象区域へ入域時に必ず着用し、線量の測定評価を行う。

（男性は胸部、女性は腹部に着用。） 

 

（２）．内部被ばくによる線量の測定 

WBC（ホールボディカウンタ）：管理対象区域内で作業をする人は、体内の放射性物

質の量を評価するために、３か月以内ごと、女子は１カ月以内ごとの頻度でＷＢＣによ

る測定を行う。 

 

  （３）．線量の報告 

   受注者は、ガラスバッジを月に１度交換し、測定値を交換毎に施設整備課に報告する。 

 

5. 被ばくした際の除染作業（身体汚染対応）について 

身体汚染発生時には、除染できる体制であり、除染の方法を示すこと。（第２章 6. 除

染（身体汚染対応）について参照） 
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6. １F 構内で放射線防護のために着る必要となる装備について 

G zone で作業を行う場合は G 装備（ヘルメット、長靴、綿手袋、ゴム手袋、軍手、

靴下 DS2 マスク）を装備して作業を行う。 

 また、廃棄物を捨てる東電指定のエリア（Y zone）に入域するには、Y 装備が必要で

ある。 

 

7. １F 構内で作業を開始するために受ける必要のある教育・手続きについて 

（１）教育について 

１F 構内で作業を行うために必要な教育を表-1 に示す。 

表-1 1F 構内で作業を行うために必要な教育 

 管理対象区域入域前 管理対象区域入域後 該当者のみ 

必要な

教育 

・a 教育（基礎的知識） 

・b 教育（実務的知識） 

・a´教育（女子の基礎的知

識） 

・新規入場者教育 

・除染等業務特別教育及び特

定線量下業務特別教育  

・入所時教育 

・核セキュリティ教育 

・c 教育（実技教育） 

・d 教育（総合的実地教育） 

・マスク着脱手順の反復教育 

・放射線防護のふるまいに関

する教育 

 

・放射線管理員に対する教

育 

・保護具着用管理責任者に

対する教育 

・放射線管理補助員に対す

る教育 

・第１棟の施設特別教育 

 

放射線管理責任者と放射線管理員は以下の力量管理を受ける。 

・力量管理に関する演習問題を、受注者の放射線管理責任者・放射線管理員、または今後

その任務に選任予定の者に対して、年度に 1 回または従事前に実施し、解答させる。 

 

（２）手続きについて 

1F 構内に入るための従事者登録の手続きでは、まずの以下の 3 点を完了させる必要

がある。 

・健康診断 

・放射線管理手帳の登録 

・管理対象区域入域前教育 

これらが終わった後、１F にて以下の３点を完了させる。 

・立入許可証用の写真撮影 

・静脈認証の登録 

・内部被ばくの有無を確認する WBC の測定 

終了後、1F の管理対象区域へ入域するための許可証が発行される。 
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8. １F 構内で作業を行う上で必要なルールと作業時間について 

（１） 計画してから作業終了までの一連の流れ 

  作業実施の前に、作業前の計画（放射線管理計画書）を作成する。続いて、その日

に実施する業務予定に基づいて防護指示書の作成を行う。作業前には必ず作業前ミー

ティングを実施する。（（2） 作業前の確認事項を参照） 

  その後、計画通りに作業を実施し、全ての作業が終了したら、放射線防護が計画通

りにできたか確認する。反省点などを整理し、次回の作業に生かすために放射線管理

報告書を作成する。 

 

（２） 作業前の確認事項 

作業前には以下の内容を十分に確認することが重要である。 

「作業内容」、「作業手順」、「作業環境」、「装備」、「ＡＰＤの警報設定値」、「計画線

量」、「安全上の注意点」 

 

（３） 作業時間の注意点 

 管理対象区域の滞在時間は、１日当たり所定労働時間に加え２時間（1 日 10 時

間）を超えてはならない。 

→1 日の入域時間が合計 9.5 時間に達したときに APD の警告音がなる。 

 

 

（４）装備交換時に発生する許可証、線量計の置忘れ対策 

  作業現場における作業員は、ガラスバッジ、APD、立入許可証を必ず正しく着用し

なければならない。 

受注者は、セルフチェックと相互チェックで、ガラスバッジ、APD、立入許可証が

正しく付いているかを確認する。 

確認タイミング 

・作業前 

・作業中 

・休憩等の前後 

・作業終了後 

・装備交換所や休憩所で放射線防護装備を脱着する前 

※1 日の作業ごとに実施 

万が一、ガラスバッジ、APD、立入許可証の未装着が確認された場合は、速やかに

放射線管理員へ連絡し、指示を受けること。 
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第２章 

 休憩所の運営について 

 

1. 休憩所の概要について 

休憩所の設置は建築工事を受注した業者が行う。図-10に休憩所の図面を示す。W zone

で飲食・喫煙を行い、それ以外のエリア（例：工事エリア）では飲食・喫煙を行っては

ならいない。 

 
図-10 休憩所のレイアウト案 

 

2. 休憩所から工事エリア間の出入管理について 

・工事エリアへの入域 

  作業員を工事エリアへ入域させる際は、G装備装着エリアでG装備に着替え、APD・

ガラスバッジの着用を確認するとともに、飲食物・喫煙物を持ち込めないように放射線

管理員を配置する。 

 

・工事エリアからの退域 

  作業員を工事エリアから退域させる際は、G 装備脱衣スペースで G 装備を脱ぎ、

APD・ガラスバッジの着用を確認するとともに、出口に設置された体表面モニタで、

身体表面の放射性物質の有無を測定する。また、出口に設置されている携行品モニタ

で手持ち工具等の放射性物質の有無を測定する。 

 

3. 工事、休憩所の運用で必要な放射線管理体制の整備について 

受注者は放射線管理責任者を選任し、事前に代行者を決定する。また、放射線管理員を
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配置する。なお、放射線管理責任者は放射線管理員を兼務することはできない。 

契約ごとに放射線管理責任者及び放射線管理員を配置し、想定人数は表-２に示す。 

また、休憩所の運用は工事での作業も含めて放射線管理員４人体制で行うこと。 

表-2 放射線管理責任者と放射線管理員の想定人数 

 放射線管理責任者 放射線管理員 

建築工事 1 人 1 人 

電気設備工事 1 人 1 人 

機械設備工事 1 人 1 人 

内装設備工事 1 人 1 人 

計 ４人 ４人 

 

4. 休憩所の運用で必要な設備管理について 

受注者は休憩所に設置されている各種設備について、適切な管理を行う。 

・体表面モニタおよび APD セキュリティゲートの運用（測定、維持管理）については

放射線管理員が実施する。 

・体表面モニタ及び APD セキュリティゲートは東電１F から借用しているものである。 

・受注者は体表面モニタ、APD セキュリティゲートの使用にあたっては、安全に配慮

した運用を行い、正常に使用できる状態を保つこと。また、設備に不具合や故障が発生

した場合には、速やかに機構に連絡する。 

・受注者が故意にこれらの設備を損壊した場合、その修理は 受注者の責任で実施する

ものとする。また、故意に損壊させた場合は、その設備が使用できない間の代替措置に

ついても、受注者の責任で手配および対応する。 

 

5. G 装備の調達・補充および装備のサーベイ管理について 

※注：G 装備への着替えは休憩所内で行う。入退域管理棟で G 装備への着替えは行わ

ない。 

（1）調達、補充について 

 建築工事、電気設備工事、機械設備工事および内装設備工事の各受注者は、工事の実施

に必要となる物品の調達・補充を行う。各受注者がどの物品を何個準備するかについて

は、4 社間で協議し、分担内容を決定する。 

作業を行うのに必要となる道具について、参考となる仕入先メーカー、別棟工事の全期

間を通して必要となる道具の総量を表-3 に示す。また、調達する物品は東電１F 構内で使

用実績があるものとする。 
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表-3 運用に必要な道具、仕入先とその数量 

品名 備考 

ヘルメット 再利用可 

綿帽子 再利用不可、2 回/日程度 

DS2マスク 
再利用不可、2 回/日程度 

（放射性物質が舞い上がるおそれがない軽作業は省略可） 

布手袋 
再利用不可、2 回/日程度※ 

※【布手袋+ゴム手袋（２重）】または【軍手】 

ゴム手袋（２重） 
再利用不可、2 回/日程度※ 

※【布手袋+ゴム手袋（２重）】または【軍手】 

軍手 
再利用不可、2 回/日程度※ 

※【布手袋+ゴム手袋（２重）】または【軍手】 

靴下（２重） 再利用不可、2 回/日程度 

短靴 再利用可 

長靴 再利用可 

透湿性防水スーツ 

再利用不可、2 回/日程度※ 

※雨天時の屋外作業を含む少量の水を取り扱う場合は使用可。 

ただし、水が被水する恐れのある作業や多量に発刊する恐れの

ある作業は使用不可。 

簡易レインコート   

 

（2）ヘルメット、長靴のサーベイについて 

 受注者は、G 装備のヘルメットおよび長靴について、1 日 1 回、朝または夕のいずれか

の時間帯にサーベイで表面汚染検査を実施する。 

汚染が確認された場合は、ウエス等を用いて除染を行い、汚染が検出されなくなるまで除

染を行う。汚染が検出されなくなるまで除染できない場合のものについては、廃棄とする。 

サーベイの結果は記録として残し、サーベイを実施した個数、汚染が確認された物品の個

数、および廃棄した個数を取りまとめ、機構へ提出する。 

 

6. １F 構内での廃棄物の管理について 

受注者は管理対象区域で発生した廃棄物について、適切に管理を行う。 

・管理対象区域で発生した廃棄物は管理対象区域外に搬出することができない。 

・使用済み G 装備、バイオトイレからの廃棄物の搬出を行う。 

・発生した廃棄物については、東電指定場所への運搬を行う。 
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7. 別棟工事における除染体制の確保、除染の方法について 

除染を行う体制 

除染の実施体制として現場指揮者、除染者、補助者、放射線管理員、検査者、記録者

等の役割を明確化すること。 

 

除染の方法の例 

（1）外部被ばくが疑われる場合の対応要点 

  休憩所内で汚染の拭き取りや固定等の応急処置を可能な範囲で実施し、東電 ER に

連絡する。 

例：外傷の除染手順 

1. 創傷部の対応 

多量出血時は止血を優先する。軽度の場合は流水で洗浄する。 

2. その他の部位 

呼吸保護具表面・顔面の除染を最優先に行う。 

汚染した防護衣は速やかに脱装する。 

除染の原則順序：創傷部 → 顔面 → 頭部・首。 

3.汚染の性状に応じた対応 

酸・アルカリ→大量の流水で即時に洗浄する。 

有機溶媒・油→水洗い前に中性洗剤を使用する。 

水・中性洗剤・弱酸性・アルカリ性洗剤などを使い分けて除染する。 

4.除染の終了 

測定で検出下限値未満を確認して終了。 

 

（２）内部被ばくが疑われる場合の対応要点 

     マスクの内側に放射性汚染が付着や、粉塵の吸引、管理対象区域での飲食、喫

煙など内部被ばくが疑われる場合、速やかに東電 ER に連絡し、指示のもと東電

ER へ搬送を行う。 

 


	ア． 別棟
	階層・構造　　地上２階、鉄筋コンクリート造
	最高高さ　7.336m
	建築面積　　　825.33m2
	延べ面積　　　844.05m2
	設計耐震分類　原子炉等規制法による耐震Cクラス（建屋構造体）
	官庁施設の総合耐震計画基準に基づくⅡ類（建屋構造体）
	建築非構造部材A類、建築設備　甲類
	目標性能　　　閉じ込め（建屋及び換気設備）
	要求性能　　　特記仕様書による
	イ． ガスボンベ庫
	階層・構造　　地上１階、鉄骨造、防爆仕様
	最高高さ　3.910m
	建築面積　　　20.90m2
	延べ面積　　　20.90m2
	その他　　　　設備及び機器は防爆仕様
	エ． 外構
	舗装新設一式
	屋外排水設備新設一式
	設備基礎新設一式
	歩道屋根新設一式
	本工事仕様書（以下「仕様書」という。）は、原子力機構が発注する「8福島 放射性物質分析・
	3.建築工事特記仕様書
	1章　各章共通事項
	2章　仮設工事
	3章　土工事
	4章　地業工事
	5章　鉄筋工事
	6章　コンクリート工事
	7章　鉄骨工事
	8章　防水工事
	9章　タイル工事
	10章　屋根及びとい工事
	11章　金属工事
	12章　左官工事
	13章　建具工事
	14章　カーテンウォール工事
	15章　塗装工事
	16章　内装工事
	17章　ユニット及びその他工事
	18章　排水工事
	19章　舗装工事
	
	スライド 1

	
	別紙
	１ 概要
	２ 適用範囲
	３ 用語の定義
	４ 基本方針
	５ 放射線安全の確保
	６ 機構の管理体制及び職務
	７ 受注者の管理体制及び職務
	８ 被ばく低減に関する事項
	９ 作業管理
	１０ 区域管理
	１１ 管理対象区域立入許可等
	１２ 管理対象区域立入管理
	１３ 線量の管理
	１４ 管理対象区域内における物品移動
	１５ 管理対象区域からの物品移動
	１６ 移動車両等の汚染検査
	１７ 作業環境のモニタリング
	１８ 放射線計測器管理
	１９ 保護衣・保護具管理
	２０ 放射性廃棄物管理
	２１ 教育
	２２ 力量管理
	２３ 解釈および疑義
	別表１　放射線管理基本計画書の記載内容
	別表１-１　線量管理基準
	別表２　放射線管理計画書作成における留意事項
	別表３　管理対象区域の出入管理箇所
	別表４　放射線業務従事者の線量限度ならびに確認線量
	別表５　物品移動基準
	別表６　放射線計測器一覧表
	別表７　放射線計測器の貸出場所
	別表８　保護衣・保護具一覧表
	別表９　保護衣類外観点検一覧表
	別表１０　マスク類外観点検一覧表
	別表１１　保護衣類の着用基準
	別表１２　放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育
	別表１３　放射線業務従事者として必要な放射線管理上の教育（女子）
	別表１４　教育の免除・省略区分（一部または全部）
	別表１５　新規入場者教育
	別表１６　施工計画作成者教育
	別表１７　専門教育機関等の講習
	別表１８　(管理区域・管理対象区域)設定解除依頼・承認書の作成時の留意事項
	別表１９（管理区域・管理対象区域）区域区分変更依頼・承認書の作成時の留意事項


